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挨拶 

１．徹ロンプロジェクトチームリーダー，千代田地区委員長 木原一雄 

２００５年に社団法人東京青年会議所千代田区委員会で始まった市民討議

会（徹ロン）という新たな試みは，今年で４年目を迎えました。各地の青年

会議所を中心に瞬く間に全国に広がり，既に４０か所以上で同様の取り組み

が行われています。 

今回，我々が市民討議会（徹ロン）を行うにあたっては，将来，同一テー

マで広域・複数箇所開催が行われることを念頭において，テーマの選定や設

営を行いました。テーマは従前の地域固有の問題ではなく，日本全国で共通

の問題であって，かつ国民的な関心が高く，熟慮した民意を必要とするもの

とし，そうしたものとして『青少年の携帯電話』を選びました。また，対象

とする地域も衆議院議員選挙東京第一選挙区（千代田区，港区，新宿区）の

市民としました。これは，多角的な情報をもとに様々な立場の市民が熟慮し

討議した結果が，身近な議員の手に触れ，選挙時のマニフェストに影響を与

えたいとも思ったからです。このような取り組みが，社会に浸透し，熟慮し

た市民が世論を形成し，マニフェストを媒介として政権選択の論点を示すよ

うになれば，現在の民主主義を補完する重要なインフラになると考えます。

また，当日参加した市民が市民討議会（徹ロン）を通して，テーマに対する

問題，課題を自らのものとして考え，判断し，行動していくようになれば，

市民が主体となって主導していく社会に近づくのではないでしょうか。 

この報告書をお読みになった方々が，少しでも市民討議会（徹ロン）に興

味を持ち，参加者として，また，主催者の一人として参画することで現状の

社会に一石を投じ，よりよい社会への変革に皆で進んでいくことができたら

幸いです。 
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２．早稲田大学大学院公共経営研究科教授， 

「新しい日本をつくる国民会議」（21世紀臨調）代表北川正恭氏 

 

 
みなさんおはようございます。1 
北川正恭でございます。 
今日は東京青年会議所主催の徹ロンにご参加いただ

いて，盛大に市民が参画する社会をどうやって作ってい

こうかということで，私は参加できませんけれどもみな

さんに心からのエールをお送りしたいと思い，このビデ

オに出ておるところでございます。 
私が三重県知事をいたしておりますころから、全国の

青年会議所のみなさんとのコラボレーションや市民活動等々についてご一緒

にいろんなことをしてまいりました。知事を退任してからこの５年間，東京

青年会議所を始め全国の青年会議所のみなさんと民主主義のありかた，ある

いは市民が参画して、リンカーンの有名なゲティスバーグの演説 “The 
government of the people ,by the people, for the people”という市民の手によ
る政府をどうやって作っていくかということについてマニフェストを通じ，

あるいはマニフェストを通じた，いわゆる公開討論会等々で全国ご一緒にや

らしていただいて今日まできております。 
そしてこの徹ロンについては東京青年会議所が全国の JC をリードしてい
ただいて一般的な世論調査と，もうひとつは専門的な意見のある人に集まっ

ていただいて会議をするタウンミーティングなものとのちょうど中間節点ぐ

らいのところで市民が任意に自由にご参画いただいて物事を深く掘り下げ，

そしてそれをさまざまな政治や行政，あるいは公共の政策にいかしていこう

という試みがここ３年ほど続けられているところでございます。 
私は，これをとても素敵な一つの民主主義，全体討議にかけて市民が参画

するということでは日本に新しい民主主義の形態をもたらすものだと思って，

応援もさせていただき，また一緒に勉強もさせていただいているところでご

ざいます。 
いま，大きな社会問題になっております，大変便利な使い勝手のいい携帯

について，それの功罪を議論して頂きながら冷静な会議をしていただき，そ

してそれがみんなの意見として，総意として社会に繁栄するようなという，

とても重要なテーマでございますが，ぜひみなさん方が任意に，そして自発

                                            
1 当日朝の参加者向けビデオメッセージです。 
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的にどんどんとご発言いただきながら最後にはいろんな形でお取りまとめい

ただいてという会議になるようにぜひみなさんのお力添えによって立派な徹

ロンが終始して結論がでられるようにお祈り申し上げたいと思います。 
民主主義の形態というのは今までこんなものだという思い込みで，人から

頼まれて，情実で選挙に行くというようなことから，自らが自発的にマニフ

ェストそれをよく読んでそして自分の意見をどんどん繁栄させて行くという

そういった形も民主主義にとってとても重要なことだと思い青年会議所のみ

なさんとここ数年やってきました。 
こういう会議の仕方，あるいは市民が参画する場の持ち方も我々は習熟し

ていかなければ本当の民主社会はできないと思います。 
今日一日がすばらしい一日であり，この運動が全国に広まって日本の次の

いわゆる民主主義のネクストバージョンを切り開く大会になっていただいた

らと心から念願をしているところでございます。 
ご成功をお祈りいたしましてご挨拶といたします。 
ありがとうございました。 
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第１部 市民報告 

１．概要 

社団法人東京青年会議所 ソーシャルデザイン特別委員会 徹ロン（２０

０８市民討議会）プロジェクトは，２００８年（平成２０年）１０月４日（土），

東京ミッドタウンカンファレンスルームにて，無作為で集めた千代田区，港

区及び新宿区の市民７２名2に青少年の携帯電話の使用について考えて頂いた。 

参加して頂いた市民（以下「参加者」といいます）にはRoom1からRoom

４までの４部屋に分かれて頂き3，それぞれの部屋で討議を行って頂きました。

討議は各部屋４名ないし５名のグループに分けてそれぞれのグループで行い，

各グループに１つまたは複数の結論を出して頂いて，その結論に対して各参

加者に複数票4の投票5を行って頂きました。各部屋内で討議毎にグループの組

み替えを行い，各討議の前には関係者が設問に関連する説明を行いました6。7 

記 

第１部 青少年が携帯電話を使用することについて 

１．①携帯電話を使用するメリットは何か。 

  ②携帯電話を使用するデメリットは何か。 

２．青少年による携帯電話の使用を認めるべきか否か。それとも条件

付きで認めるべきか。 

第２部 フィルタリング導入問題におけるそれぞれの役割について 

１．家庭の役割 

２．学校の役割 

３．企業の役割（キャリア，コンテンツ，審査機関） 

４．国や行政の役割 

第３部 フィルタリング導入問題をどう考えるかについて 

１．フィルタリング導入の是非とその理由 

２．フィルタリング導入問題で重視する点 

３．誰がどのように規制するのか。 

                                            
2 ７４名の方に来て頂きましたが，２名の方が退席したので７２名となりました。 
3 各部屋間での参加者の組み替えは行いませんでした。 
4 １人５票。但し，第２部については第２部全体で１人１０票として，誰の役割を重視しているかがわか
るようにしました。 
5 投票は各部屋別々に行い，別の部屋で出された結果について投票できるようにはしませんでした。すな
わち，各部屋は，設問，討議前の説明それから討議方法は共通していますが，その外はそれぞれ独立して

います。 
6 ただし，第３部の前には説明を行っていません。 
7 詳細は第３部に記載します。 
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モバイル 40%

インフォメー
ション 32%

コミュニケー
ション 21%

その他 7%

コミュニケー
ションの低
下 26%

経済負担
19%

文化の後退
3%

判断力低下
4%

拘束される
11%

害悪・悪用
の危険 37%

２．市民の回答 ～ 全体について ～ 

２．１．本プロジェクトチームの見方 

２．１．１．第１部 青少年が携帯電話を使用することについて 
２．１．１．１．携帯電話を使用するメリットとデメリット 
青少年の携帯電話の使用については，いつも身につけて（「モバイル」），そ

こから情報（「インフォメーション」）を得ることに便利さを感じる一方で，

その「害悪や悪用の危険」について最も危惧を抱き，その後順に「コミュニ

ケーションの低下」，「経済的負担」そして「拘束されてしまう」ことに危惧

を抱いています。 
① メリット  
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２．１．１．２．携帯電話を持たせることの是非・条件 
（１）是非・条件の得票と割合 
青少年に携帯電話を持たせるべきかどうかについては，持たせるべきでは

ないという意見はなく，条件付であれば持たせてよいという意見が圧倒的多

数の得票となっています。また子供の判断能力を育成できるとして無条件に

持たせてよいとする意見も５％弱得票しています。これからの時代青少年に

携帯電話を持たせること自体には肯定的に捉えていると思います。 
得票

是（無条件） 18
是（条件付） 355
非 0

割合
4.83%

95.17%

0.00%  
 
 
 
 

（２）条件の内容（条件付でもたせてよいとする意見の方） 
携帯電話を持たせる際の条件としては，「機能制限」あるいは「年齢制限」

を含める条件を支持する票が多く（２００票超），次いで「携帯電話について

の教育」が多く（１００票弱），その次に「親の許可」・「家庭でのルール」・「学

校でのルール」・「料金制限」など規律的な条件項目を含むもの（２０票前後）

となっており，概ね年齢に応じた機能制限をベースに教育的な配慮を如何に

施すべきかという感じではないかと思います。「年齢制限」について具体的な

基準を挙げている意見を見ると，小中学生と高校生とに分けて，小中学生に

対しては「電話とメールのみ」（Ｊ）という具合に機能を限定し，高校生に対

しては自主性を重んじている感じとなっています。なお，「ルールを守らせる」 

是（無条件） 非是（条件付）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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のみの対応（Ｂ）8や「家族で決まりを作る」のみの対応（Ｎ）9といった自主

的対応のみによる条件案には留意が必要と思います。 

 

条件案 A B C D F G H J L M N P Q R S U V

条件内容 得票 29 17 17 27 26 21 16 20 13 27 24 14 22 16 16 25 25

機能制限 244 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

年齢制限 202 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

携帯についての教育 94 ○ ○ ○ ○

フィルタリング契約義務化 29 ○

親の許可 25 ○

家庭でのルール 24 ○

料金制限 22 ○

学校でのルール 21 ○

親への教育 21 ○

ルールを守らせる 17 ○

学校と家庭の連携 14 ○

その他 13 ○

※E,I,K,Oは欠番,Tは無条件に携帯使用を是とした。  

 

                                            
8 具体的には『ルールを守らせたいがルールが成立しにくい状況にある。』という意見のみを挙げているこ
とから『基本的には「ルールを守らせる」のみを条件とすることがよい』と考えていると判断しました。 
9 この条件案はＲｏｏｍ３で出されたものですが，同じ部屋のグループＱの条件案には「年齢（中学生以
上）…」とあり，少なくとも投票の際の参加者の発表によりこの部屋でも年齢別の制限は念頭におかれて

いるものと思われますので，年齢制限に触れていない以上，投票の際の選択肢の選択における理解として

は，『年齢によらず「家族での決まりを作る」ことのみを条件としている』と判断しました。 
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その他

2%

ルールを守らせる

2% 学校と家庭の連携

2%

年齢制限

28%

機能制限

34%

携帯についての教

育

13%

フィルタリング契

約義務化

4%

親の許可

3%

家庭でのルール

3%

料金制限

3%

学校でのルール

3%

親への教育

3%

 

①具体的条件内容 

A

B
C
D

F
G
H
J

L
M

N
P
Q
R
S
U
V

1.義務教育中は携帯機能を制限する（通話機能のみ）／2.有害サイト等の
フィルタリング契約の義務化（販売窓口と購入者）

・ 年齢に応じた機能の選択（パスワード設定等）／・ 選択について
は、通話・メールに限定するか否か／・ 使用に対する教育（学校、家
庭等）

プラス・マイナス共存しているがプラスに期待して。

家族での決まりを作る。

ルールを守らせたいがルールが成立しにくい状況にある。
機能制限

・年齢で制限を設けるべき（小中学生には通話・メールのみ。高校生は親と
相談の上　条件を付ける（メールのリストにある人だけと利用。顔も知らな
い人とは連絡しない））

フィルタリングを活用する。（危険を回避する）／マナーなどを教育する、親子のコ
ミュニケーションに資する等、前向きの条件も考える。

小中高のレベル（年齢）により、機能制限の内容を変える。
親の許可制とする（フィルタリングをかけ、機能を限定とする）
年齢に応じて機能を限定し、使用料を制限する。

年齢別に機種を考える　／　教育の中に取り入れる。
年齢制限／機能制限／親の教育の徹底／学校の規程
義務教育の間は保護者と。高校生以上の場合は各自の判断

家庭と学校の連携による自己判断を高めれば良い。
年齢（中学生以上）・サイトアクセス・料金等に条件を付ける。
通話とメールのみでインターネットに接続できないようにするべきである。

 
②無条件とした理由 子供の判断能力を育成できる。 
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２．１．２．第２部 フィルタリング導入問題におけるそれぞれの役割につい

て 

全体的に国への役割の期待が最も高く，次いで家庭，学校，企業と続いて

いますが，家庭と学校で半分弱得票しています。 
詳細を見てみると，家庭や学校には教育的な配慮を求め，そのための親や

教師自身の携帯電話についての学習や連携などを求めています。企業につい

ては，携帯電話事業者には利用者のケアーやニーズ（機能制限のある機種な

ど）を，コンテンツ業者には倫理性を，第三者機関には公正中立性などを求

めています。国に対しては，圧倒的に「秩序の維持」が得票し，大きな役割

を求めています。これは，携帯電話のデメリットとして最も多かった「害悪・

悪用の危険」への対応を国に強く求めているのではないかと思います。 
青少年が適正な携帯電話の利用ができるように家庭や学校が青少年を教育

していくことを基本として，企業や国がその環境を整えていく姿を役割分担

の理想として考えているのではないかと思います。 
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その他 13

教育 100

規制（ルールづく
りや監視など）
40

教育 57

広報活動 21

親への教育 8
その他 2

全体的 6

第三者機関 27

携帯電話業者
44

コンテンツ提供
事業者 47

規制（ルールづく
りや監視など）
19保護者との連携

15

教師・学校自身
の学習 20

学校との連携 16

親の学習 42
インフラ整備 14

教育整備 36

親としての自覚と
責任 7

家族のコミュニ
ケーション 43

秩序の維持（法
令の整備・実効
性など） 170

家庭
26%

学校
21%

業者
17%

国
36%
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２．１．３．第３部 携帯電話へのフィルタリング導入問題について 

２．１．３．１．導入の是非とその理由 

フィルタリング導入については，導入してはならないという意見に１割強

が，「限りなく非に近い是」を含めるとフィルタリング導入に慎重な態度は２

割弱がそれぞれ得票しており，携帯電話の使用とは逆にフィルタリング導入

については慎重な意見が根強くあることが伺えます。 

是
82%

非
12% 是（限りなく非）

6%

・表現の自由、管理強化   14
・画一的な規制は適正ではない  13
・規制の基準がハッキリしない  10
・時期尚早、外の倫理、道徳観の見直し  5

・犯罪・モラル  146
・青少年の判断力の未熟さ 129
・不健全サイトの予防、抑止 18
・経済負担    5 ・規制慎重にすべし 20

 

 
 

２．１．３．２．フィルタリング導入問題で重視する点 

青少年の成長に合わせた「年齢に応じた制限」と「言論・表現の自由」の

得票が最も多く，次いで「有害サイトの排除」と「業者サイトのモラル・社

会的責任」が，その次に「実効性のある仕組み作り」と「フィルタリングの

自主的選択」が続いており，規制を推進する方向の意見と規制を抑制する方

向（ないし重視しない方向）の意見が拮抗しています。 
従って，両者のバランスを如何に図るかが重要なのではないかと思います。

また，「青少年の夢と希望を失わない規制とすべきである」とする意見や第三

者機関に「規制ではなく格付け」を求める意見は大切にしたいと感じる意見

です。 
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情報モラル教育の徹底 7

その他 7

契約時の義務化 9

青少年の夢と希望を失わな
い規制とすべきである 15

業者・サイトのモラル・社会
的責任 31

言論・表現の自由 38

年齢に応じた制限 38

フィルタリングの自主的選
択 25

実効性のある仕組み作り
25

スピーディな規制対応 15

保護者の管理 12

慎重な判断 19

EMAのような審査組織の強
化（規制ではなく格付け） 13

心身ともに健全な成長を促
す 9

フィルタリング方法をどうす
るか 7

公平性とバランス感覚 6

基礎の確立 14

チェック体制の整備 14

本人確認の方法を検討する
（安易な誹謗中傷抑止） 9

規制作成は幅広い分野か
ら人材を起用 16

有害サイトの排除 32

0 5 10 15 20 25 30 35 40

 
 

２．１．３．３．フィルタリング導入について誰が何をすべきか 

①第三者機関，②業者，③国，④個人・家庭の順となって，第三者機関に

対する期待が高くなっています。 
詳細を見ると，第三者機関に対しては，「業者との連携」，「法律の下での業

者への指導の徹底」，「常時監視をして行政機関へ通告」，「監視機構の充実」，

「独立性確保」など第三者機関の適正を保ちながら，業者への監視監督を期

待しているものといえますが，独特な意見としては「良いサイトを推奨する」

というものがあり，プラス面を伸ばすことを期待していることにも留意すべ

きだと思います。 
業者については，「自主的規制」や「端末毎に個別にフィルタリングできる

ようにする」という意見の得票が少なくなく，「第三者機関との連携」という

意見が多く得票しておりますが，これは規制をあくまでも慎重にすべきであ

るという考えが端的に現れているのではないかと思います。 
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国に対しては，「法規制や取り締まり強化」といった「秩序の維持」に関す

る意見が圧倒的に多く得票し，国に対する期待は一貫し明確なものと言えま

すが，全体として規制に対して慎重な意見が根強いことからすると，むしろ

この点は国の役割がこの種類のものほかないということから票が集中してい

ると考えることもでき，法規制などの秩序の維持にあたっては自主性を最大

限に配慮すべきではないかと思います。 
家庭に対しては，「教育」・「学校などとの連携」など教育的な側面を期待し

ているようです。なお「家庭・保護者がフィルタリングを選択可能にする」

や「端末毎に個別にフィルタリングができるようにする」（端末機能は業者が

すべき問題なので業者に分類）という意見が，現行では難しい旨の説明をし

ているにも関わらず，多く得票していることからすると，利用者側でのフィ

ルタリングへの要求は高く，技術的な困難があるにせよ，改善が強く望まれ

ていると思います。 
全体としては，「害悪・悪用の危険」から国や第三者機関への期待が高いも

のの，家庭などが自主的にフィルタリング導入を行い，家庭と学校が連携し

て，青少年が健全に携帯電話を利用できるよう教育をしていくことをメイン

に考えているものと思います。なお，この設問ではフィルタリングへ導入を

前提にした設問でしたが，それでもあえて「規制はしない」という意見を入

れることを強く要望し，少なからず得票していますので，上述のフィルタリ

ング導入への慎重な態度とあわせて考えると，かかる意見への配慮も必要な

のではないかと感じます。 

 

 17

規制しない 10

教育 9

自主規制 21

家庭・保護者がフィルタ
リングを選択可能にす
る 28

学校・保護者・生徒の
連携 15

国や業者との連携 15

法規制、取り締まり強
化 65

携帯電話業者やコンテ
ンツ業者やユーザーを
含む第三者機関の設
立 15

モバイルコンテンツ運
用監視機構の充実 18

業者との連携 25

法律の下に業者への
指示、徹底 23

独立性確保 15

常時監視と、行政機関
への通告 19

いろいろな規制団体を
作る 15

設置 12

EMAの充実（良いサイト
の推奨） 7

国が規制すべきである
9

業者やユーザーとの連
携 15

フィルタリングの義務化
8

携帯電話業者が相談
窓口をもっと身近にす
る 13

接続業者が規制をする
13

フィルタリングの機能向
上 15

端末毎に個別にフィル
タリングできるようにす
る 28

国やユーザーとの連携
15

第三者機関との連携
59

事業者も規制する 2 罰則を設ける 6

年齢別の規制基準 5
規制しない
3%

業者
31%

個人・家庭
12%

国
21%

第三者機関
33%
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２．２．参加した個々の市民の見方 

個々の参加者の方から頂いた「市民が各設問についてこのように考えている

と自分は思う」というご意見を，ほぼそのまま掲載します。 

（72歳 男 職業：なし） 

4７頁にも記載されている『あえて「規制はしない」という意見』について

は，特別に，堀り下げて真意を分析して頂きたいと思います。 

 

（72歳 男 職業：なし） 

※子供だけでなく，大人も多くの被害に合っていますよ！ 

○2枚目に記入しました。 

○思い当たること全てを記入しました。 

◎国も会社の内容に注目して安易に登記させてはいけませんね。（先物取引業

者も同じことが言えます！） 

 

機能制限が一番（トップ）に成っているのが救いです。 

 

◎まとまりがなくて失礼致します。 

※電話会社，インターネット会社，機種製造会社 

※それぞれの責任問題を誰も訴えないのが不思議です。 

○子供任せは絶対にいけません。 

※悪い会社をすべて排除して下さい。お願いします。 

※個人の悪いメールも届く前に監視で排除して下さい。 

※電波会社と国の責任も重大です。 

※野放しのままではいけません。 
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３．参加者 

今回の市民討議会にご参加された市民の方々は，相生修一氏，淺川明氏，

淺川みどり氏，阿部泰氏，阿部義高氏，安藤幸男氏，石井順子氏，石井通恵

氏，上野武清氏，宇田川君子氏，遠藤秀子氏，太田剛氏，岡田孝毅氏，加藤

善高氏，金子孝代氏，金子廣次氏，桑原廣子氏，久津野由雄氏，小柳浩氏，

咲間全雄氏，杉本政昭氏，関博幸氏，高橋一夫氏，竹下邦彦氏，田中壮司氏，

田中大輔氏，綱島きみる氏，西山洋子氏，八田進平氏，菱川英章氏，福田稔

氏，船尾豊子氏，本間勲氏，町田孝雄氏，松本直樹氏，丸茂元次郎氏，三村

訓康氏，宮下勉氏，村上とし子氏，村上英雄氏，若井武司氏，渡辺卓氏，渡

辺拓氏，渡邊浩志氏，渡里智氏外２７名です10。 
 

                                            
10 鴨田允氏と吉田正義氏が第１部にご参加頂いております。 
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４．市民の回答 ～ 各部屋について ～ 

 

第１部から第３部までの各設問について，①各部屋の各グループからだされ

た意見と，これに対する各部屋の参加者の投票結果を「市民の生の声」とし

て紹介し，②その上で部屋毎に意見を分類して，各部屋の参加者がどのよう

なことを述べたいのかについて考えます。 

 

第１部 青少年が携帯電話を使用することについて 

 

４．１．１．ROOM1第１部 青少年が携帯電話を使用することについて 

携帯することにより「連絡がとり易い」や「居場所の特定ができる」とい

った携帯電話を身につけていること（分類では「モバイル」とさせて頂きま

した）をメリットとして重視し，「害悪・悪用の危険」をデメリットとして最

も危惧しています。 

青少年の携帯電話の使用の是非については，全グループで条件をつけて使

用してよいとの意見を挙げ，「年齢制限」・「機能制限」・「フィルタリング契約

の義務化」など物理的な制約が最も得票しました。この部屋特有の意見とし

ては，メリットで「コミュニケーションがとれて皆との一体感が持てる」を

挙げていることと，条件項目として「フィルタリング契約義務化」を挙げて

いることです。 

 

４．１．２．ROOM2第１部 青少年が携帯電話を使用することについて 

他の部屋に比べて，携帯電話の情報関連機能に着目した意見（分類では「イ

ンフォメーション」とさせて頂きました）をメリットとして重視しているの

に対して，携帯電話の連絡機能に着目した意見（分類では「コミュニケーシ

ョン」とさせて頂きました）への得票が少なくなっています。他方デメリッ

トについては，各グループから，それぞれ「害悪・悪用の危険」，「コミュニ

ケーションの低下」，「経済負担」，「拘束される」，「文化の後退」および「判

断力低下」に分類される多様な意見が出され（得票順），大きく偏ることなく，

それぞれに票が分散しています。 

青少年に携帯電話を持たせることについては，全グループが条件付とし，

その条件項目としていずれも「年齢制限」をあげ，そのなかでも「高校生の

自主的判断」または「親と相談の上，条件を決める」という高校生の自主性

を尊重した意見が特徴的となっています。 
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４．１．３．ROOM3第１部 青少年が携帯電話を使用することについて 

他の部屋と同じく，「すぐに連絡がとれる」こと（モバイル）や「有益な情

報を入手できる」こと（インフォメーション）をメリットとして重視し，「害

悪や悪用の危険」をデメリットとして危惧しています。さらに，メリットに

ついては，親から見て，子どもとすぐ連絡が取れるので逆に安心安全である

という意見が印象に残り，他の部屋になかった意見として，情報機器，ＩＴ

社会に早期になじむことが出来るというものがあり，１割弱を得票していま

す。また，デメリットについては，他の部屋に比べて，「コミュニケーション

の低下」を危惧する意見の得票が多かったです。 

青少年の携帯電話の使用の是非については，全グループで条件をつけて使

用してよいとし，使い方のルールを定めたり，自己判断力を高めたりといっ

た一定の教育的要素を重視する意見と，「機能制限」，「年齢制限」などの物理

的制約を条件とする意見とがほぼ同数の得票となりました。 

 

４．１．４．ROOM4第１部 青少年が携帯電話を使用することについて 

「コミュニケーション」をメリットとして重視し，その得票数はデメリッ

トで２番目に得票している「コミュニケーション低下」よりも多いものとな

っています。この部屋の独特の意見として「ゲーム・写メールとして遊べる」

というものが挙げられ，得票しています。他方，デメリットでは「害悪・悪

用の危険」を危惧し，その得票数はメリットとして重視されていた「コミュ

ニケーション」や「モバイル」よりも多くなっています。 

青少年に携帯電話を持たせることについては，この部屋が唯一「子供の判

断能力の育成で対応可能」として無条件に携帯電話を持たせるべきであると

いう意見が出され，２割弱得票しています。条件付で持たせる条件案はいず

れも「機能制限」を挙げていますが，得票数としては「年齢制限」と組み合

わせるものが条件付の得票数の半分の支持を得ています。条件項目の種類と

しては，票が多い順に「機能制限」「年齢制限」「親の許可」という３種類に

集約されている点もこの部屋の特徴となっています。 
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ROOM1第１部 青少年が携帯電話を使用することについて 

グループ
青少年に携帯電話を持
たせるメリット

居場所の特定が出
来る

16 連絡がとり易い
（旅先き、出先
き）

25 何処でも使える - 連絡が取りやすい -

87 票 情報が取り易くな
り自分にとって良
い判断が出来る

8 メールは便利 11 情報入手が容易で
ある

- 居場所の確認がし
やすい（GPS)

-

コミュニケーショ
ンがとれて皆との
一体感が持てる

6 交通案内、天気予
報　等　重宝

- 知識が向上する 10 情報の享受（自動
配信等）

11

青少年に携帯電話を持
たせるデメリット

お金がかかる 19 メールに支配され
る（授業中、夜
中）

7 犯罪に巻きこまれ
ることがある

- 費用が発生する -

86 票 悪用により危険度
が大きい

12 有害な情報がある - 子供の学習時間が
少なくなる

0 紛失時の不利益
（情報流失等）

8

正常な判断力・常
識力の低下

8 会話が不得手にな
る

7 匿名性 14 家庭内のコミュニ
ケーションの不足

11

上記メリット・デメ
リットを踏まえて青少
年に携帯電話を持たせ
るべき・べきでない・
条件付きで持たせるべ
き
条件内容　(90票） 1.義務教育中は携

帯機能を制限する
（通話機能のみ）
2.有害サイト等の
フィルタリング契
約の義務化（販売
窓口と購入者）

29 ルールを守らせた
いがルールが成立
しにくい状況にあ
る

17 機能制限 17 ・ 年齢に応じた機
能の選択（パス
ワード設定等）
・ 選択について
は、通話・メール
に限定するか否か
・ 使用に対する教
育（学校、家庭
等）

27

その理由

A B C D

条件付きで持たせるべき
である。

条件付きで持たせるべき
である。

条件付きで持たせるべき
である。

条件付きで持たせるべき
である。

 

 
ROOM２ 第１部 青少年が携帯電話を使用することについて 
グループ
青少年に携帯電話を持
たせるメリット

情報が手軽に入
る。

- 連絡がいつでもと
れる

－ 利便性 18 連絡をとりやすい 13

82 票 時・場所に拘束さ
れない。

9 コミュニケーショ
ンがとれる

7 コミュニケーショ
ンの手段

－ インターネットが
利用できて便利

－

多くの情報が瞬時
に手に入る。

- 必要な時に必要な
情報が瞬時にとれ
る

17 インフォメーショ
ンの手段

13 言えないことも
メールなら伝えや
すい

5

青少年に携帯電話を持
たせるデメリット

相手のことを考え
ない

9 時間にしばられて
しまう

6 経済性の問題 － コミュニケーショ
ン不足　保護者の
知らない関係

9

84 票 時間の無駄遣い 5 事件・犯罪にまき
こまれやすい

5 判断力の育成に
（弊害）

8 依存性がある　集
中力が希薄　犯罪
に対する意識がな
い

9

費用がかかる。 15 いじめの環境を
作っている。

7 文化の後退 11 お金がかかる －

上記メリット・デメ
リットを踏まえて青少
年に携帯電話を持たせ
るべき・べきでない・
条件付きで持たせるべ
き
条件内容　(83票） 年齢別に機種を考

える
教育の中に取り入
れる

26 年齢制限
機能制限
親の教育の徹底
学校の規程

21 義務教育の間は保
護者と
高校生以上の場合
は各自の判断

16 ・年齢で制限を設
けるべき
小中学生には通
話・メールのみ
高校生は親と相談
の上　条件を付け
る
　メールのリスト
にある人だけと利
用
　顔も知らない人
とは連絡しない

20

その理由 こらからの情報社
会を生きていく為
には必要である。

Ｆ Ｇ Ｈ Ｊ

条件付きで持たせるべき
である。

条件付きで持たせるべき
である。

条件付きで持たせるべき
である。

条件付きで持たせるべき
である。
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ROOM３ 第１部 青少年が携帯電話を使用することについて 

グループ
青少年に携帯電話を持
たせるメリット

連絡が即座にとれ
る（親、友、ほ
か）

23 連絡がとれる（い
つでも・どこで
も）

－ 通信手段として最
高のもの（含、緊
急時）

－ 情報の収集が便利 － 親からの連絡がと
りやすい（GPSな
ど）

－

99 票 行動の明確化
例）約束の変更

8 子供達自身のコ
ミュニケーション
範囲が広がる

9 情報・知識の取得 － 安全性の向上 12 有益なサイトも多
数ある。（電車の
乗り換え、お店の
クーポン等）

15

情報のピックアッ
プ

16 情報機器やIT社会
に早期になじむこ
とができる

8 － コミュニケーショ
ンが高まる

－ プリペイド機能等
が便利である。

8

青少年に携帯電話を持
たせるデメリット

経済的負担
使いすぎ、浪費

16 費用が高額になる
（ことがある）

－ 安直に使用する
為、コミュニケー
ション力、社会性
が欠如する。

14 いかがわしい情報
との出会い→犯罪

6 有害サイトに簡単
にアクセスできて
しまう。

7

100 票 犯罪に利用される 11 危険性を含む（こ
とがある）

0 犯罪の助長 － 情報格差によるい
じめ

5 メールやネットで
のつながりでは、
人間関係がうすく
なる。

17

いじめのやりとり 7 子供達自身のコ
ミュニケーション
範囲を把握できな
い。

4 依存症 13 まれに料金が数万
円にもなることが
ある。

－

上記メリット・デメ
リットを踏まえて青少
年に携帯電話を持たせ
るべき・べきでない・
条件付きで持たせるべ
き
条件内容　(73票） フィルタリングを

活用する。（危険
を回避する）

13 家族での決まりを
作る。

24 フィルタリング位
の対策は必要と考
える。

－ 年齢（中学生以
上）・サイトアク
セス・料金等に条
件を付ける。

22

マナーなどを教育
する、親子のコ
ミュニケーション
に資する等、前向
きの条件も考える

14 －

その理由(27票） プラス・マイナス
共存しているがプ
ラスに期待して。

13 携帯なしでは立ち
行かない状況。

家庭と学校の連携
による自己判断を
高めれば良い。

14

QL M N P

条件付きで持たせるべき
である。

条件付きで持たせるべき
である。

条件付きで持たせるべき
である。

条件付きで持たせるべき
である。

持たせるべきである
（３）。
（条件付で持たせるべき
である（１））。

 

 

ROOM４ 第１部 青少年が携帯電話を使用することについて 

グループ
青少年に携帯電話を持
たせるメリット

こどもの所在確認 7 利便性 13 常時状況を把握で
きる

3 ＧＰＳ機能でいつ
でも連絡できる

12 コミュニケーショ
ンの広がり

15

100 票 緊急時の連絡 9 必要な情報を共有
できる

6 メールで言いにく
いことが伝えられ
コミュニケーショ
ンが取りやすい

5 調べることができ
る（情報の検索が
容易）

11

コミュニケーショ
ンの充実

8 子どもたち同士の
コミュニケーショ
ンが深まる

5 ゲーム・写メなど
で遊べる

6

青少年に携帯電話を持
たせるデメリット

携帯代の出費増大 9 違法サイトの利用 8 24時間携帯に支配
されてしまう

8 自殺・有害サイト
へのアクセス

5 有害・犯罪 7

100 票 悪用 4 情報漏洩 9 会話が下手になる 6 メールでのいじめ
など（２ちゃんね
る・学校裏サイ
ト）

8 家族の関係性が薄
くなる

6

子供がケータイの
世界にはまり、孤
独化を促進する

3 悪意が拡大される 3 親がコントロール
できない情報が
入ってくる

12 経済性の欠如 12

上記メリット・デメ
リットを踏まえて青少
年に携帯電話を持たせ
るべき・べきでない・
条件付きで持たせるべ
き
条件内容　(100票） 通話とメールのみ

でインターネット
に接続できないよ
うにするべきであ
る。

16 小中高のレベル
（年齢）により、
機能制限の内容を
変える

16 子供の判断能力を
育成できる

18 親の許可制とする
（フィルタリング
をかけ、機能を限
定とする）

25 年齢に応じて機能
を限定し、使用料
を制限する

25

その理由

条件付きで持たせるべき
である

条件付きで持たせるべき
である

ＶＴＲ Ｓ Ｕ

条件付きで持たせるべき
である

条件付きで持たせるべき
である

持たせるべきである
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Room1 第１部 1 ①メリット回答（87票）

連絡がとり易い
（旅先き、出先き） 25票

メールは便利 11 票

情報の享受（自動配信等）11票

インフォメーション ２９票

コミュニケーション １７票

モバイル ４１票

居場所の特定が
出来る 16票

知識が向上する10票

情報が取り易くなり自分に
とって良い判断が出来る 8票

コミュニケーションが
とれて皆との一体感が
持てる 6 票

 

Ｒｏｏｍ２ 第１部 1 ①メリット回答（82票）

インフォメーションの手段
13票
（合計48票）

情報が手に入る18票
（小計35票）

時・場所に
拘束されない

9票 連絡が
取りやすい

13票

コミニュケーションが
とれる 7 票（合計12票）

言えないことも
メールなら言い
やすい 5 票

モバイル ３９ 票

コミュニケーション １２票インフォメーション ４８票

必要なときに必要な情報が
瞬時に取れる17票
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Ｒｏｏｍ３ 第１部 1 ①メリット回答（９９票）

有益な情報を
入手できる 15票

すぐに連絡が
とれる
23票

行動が分かる
8票

子ども同士の

コミュニケーション手段

9票

モバイル ４３票

安全である
12票

コミュニケーション ９票

プリペイド機能が便利 8票
インフォメーション ３１票

情報を入手できる
16票

その他 １６ 票

情報機器やIT社会に早期に
なじむことが出来る 8票

 

利便性 3票（総計84票）

Ｒｏｏｍ4 第１部 1 ①メリット回答（90票）

調べることできる 11 票
（情報の検索が容易）

子供の所在確認 7 票コミニュケーションの充実 8 票
（小計24票）

子供同士のコミュニ
ケーションが深まる 5 票

モバイル 31 票

コミュニケーション 39 票 インフォメーション 11 票

ゲーム・写メなどで遊べる 6票 その他 6 票

GPS機能でいつでも
連絡ができる 12 票

常時状況を把握できる 3 票

緊急時の連絡 9 票

メールで言いにくいことが
伝えられコミュニケーションが
取りやすい 5 票

必要な情報を共有できる 6 票

コミニュケーションの広がり 15 票
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Room1 第１部 1 ②デメリット回答（86票）

会話が
不得手になる

7票

拘束される ７票経済負担 １９票

コミュニケーションの低下 １８票

家庭内の
コミュニケーション
の不足 11 票

匿名性
14票

悪用により
危険度が大きい

12票

お金がかかる 19 票

害悪・悪用の危険 ３４ 票

メールに支配される
（授業中、夜中） 7 票

紛失時の不利益
（情報流失等）

8 票

正常な判断力・
常識力の低下

8 票

判断力低下 ８票

 

Ｒｏｏｍ２ 第１部 1 ②デメリット回答（84票）

相手のことを
考えない 9 票 時間の無駄

遣い 5 票
時間に縛られ
てしまう 6 票

費用がかかる 15 票

拘束される １１票

経済負担 １５票

コミニュケーションの低下 １８票

コミュニケーション
不足 9 票

判断力の育成に弊害 8 票

いじめの
環境を
作って
いる 7 票

マナー違反
9 票

事件・犯罪に
巻き込まれ
やすい5 票

（文字を書くという）
日本文化の後退 11 票

文化の後退 １１票

判断力低下 ８票

害悪・悪用の危険 ２１票
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Ｒｏｏｍ３ 第１部 1 ②デメリット回答（100票）

コミュニケーション力、
社会性が欠如する14 票犯罪に利用される 11 票

有害サイトにアクセス 7 票

依存症になる 13票

害悪・悪用の危険３６票

拘束される １３票

コミニュケーションの低下
３５票

人間関係がうすくなる 17 票

子ども同士のコミュニケーション
範囲を把握できない 4票

経済的負担、浪費 16 票

経済負担 １６票

いかがわしい情報
との出会い 6 票

いじめのやりとり 7 票

情報格差によるいじめ 5 票

 

Ｒｏｏｍ4 第１部 1 ②デメリット回答（100票）

２４時間携帯に支配されてしまう 8 票

携帯代の出費増大 9 票

害悪・悪用の危険 ４４ 票

経済負担 ２１票コミニュケーションの低下 ２４票

子供が携帯の世界にはまり
孤独化を促進する 3 票

会話が下手になる 6 票

親子間コミュニケーション （小計18 票）

親がコントロール
できない情報が
入ってくる 12 票

家族の関係性が
薄くなる 6 票

経済性の欠如 12 票

情報漏洩
9 票

悪意が拡大される 3票 （11票）

メールでのいじめ等 8 票

サイト（小計20票）
違法サイトの利用 8 票

自殺・有害サイトへ
のアクセス 5 票
有害・犯罪 7 票

拘束される １１票

悪用
4 票
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Room1 第１部 2 是非条件回答（90票）

○○※3機能制限（46票）

○使用に対する教育（27票）

○※2○※1年齢制限（56票）

○ルールを守らせる（17票）

○フィルタリング契約義務化
（29票）

D 27票C 17票B 17票A 29票条件案 得票

※1 義務教育中（小中学生）
※2 パスワード設定等／通話・メールに限定するか否か
※3 通話機能のみ

 

Ｒｏｏｍ２ 第１部 2 是非条件回答（83票）

○※2○○機能制限（67票）

○学校での制限（21票）

○親への教育（21票）

○携帯についての教育（26票）

○○※1○○年齢制限（83票）

Ｊ 20票Ｈ 16票Ｇ 21票Ｆ 26票条件案 得票

※1 小中学生 保護者と相談 高校生自主判断
※2 小中学生 メールのみ 高校生 親と相談の上条件付け（メールにある人だけ

利用、顔も知らない人とは連絡しない）

※例えばＦグループが提示した条件案は、年齢制限、機能制限および子への使い方教育
の３つであり該当項目に○を記入した。 △は条件案の前提として必要になってくる関係
にあるもの。親子で相談するにあたっては親や子への教育が必要になってくる。

小中学生と高校生で分ける小中学生と高校生で分ける ３６票３６票
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Ｒｏｏｍ３ 第１部 2 是非条件回答（100票）

○料金制限（22票）

○○機能制限（49票）

○○携帯についての教育（41票)

○家庭と学校の連携（14票）

P 14票

○その他（13票）

○家庭でのルール（24票）

○年齢制限（22票）

Q 22票N 24票M 27票L 13票条件案 得票

 

Ｒｏｏｍ4 第１部 2 是非条件回答（100票）

○○年齢制限（41票）

○親の許可（25票）

○○○○※１機能制限（82票）

V 25票U 25票S 16票R 16票条件案 得票

※1 通話とメールのみ

持たせるべきである 18票
子供の判断能力の育成で対応可

条件付きでもたせるべきである 82票
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４．２．第２部フィルタリング導入問題におけるそれぞれの役割について 

 

４．２．１．ROOM1 第２部 フィルタリング導入問題におけるそれぞれの役

割について 

国・行政と家庭を比較的重視しており，前者は悪徳業者に対する「秩序の維

持」（特に法的規制）を，後者は愛情をベースに「家族のコミュニケーショ

ン」をそれぞれ重視しています。国・行政の役割で「利用者110番の設置」

という意見は興味深いです。学校に対しては主に「情報モラル教育の推進」

の役割を期待していますが，他の部屋に比べて学校の得票は少なくなってい

ます。企業の役割としては「業界内でのルールづくり」などが期待されてい

ます。 

 

４．２．２．ROOM2 第２部 フィルタリング導入問題におけるそれぞれの役

割について 

他の部屋に比べて家庭と学校を重視し，特に学校については「教師，学校自

身の学習」という意見が多く得票しています。国の役割の得票が他の部屋に

比べて少ないですが，その中で「教育整備」に関する意見が「秩序の維持」

に関する意見についで３割となっています。企業に対する得票の半分がコン

テンツ提供事業者へ対するもので，その内容は倫理性を求めるものとなって

います。 

 

４．２．３．ROOM3 第２部 フィルタリング導入問題におけるそれぞれの役

割について 

国や行政が４割弱，家庭が２割５分弱，学校と企業がそれぞれ２割弱と，国

や行政への要望が多く，その中で「教育整備」に関する意見が「秩序の維持」

に次いで３割となっています。そして，他の部屋に比べ，学校に期待する役

割の中で「学校でのルール作り」を期待する意見が比較的多くを占めていま

す。また，他の部屋に見られない独特の意見としては，携帯電話事業者に対

して「一つの組織を作って話し合う」ことを期待する声が見られたことです。 

４．２．４．ROOM4 第２部 フィルタリング導入問題におけるそれぞれの役

割について 

国・行政の役割に得票が多く比較的重視され，その中でも「秩序の維持」

に関する意見が多く得票し，期待されています。次いで家庭と学校の役割に

得票が多く，重視されていますが，いずれも子への「教育」に関する意見が

多く，重視されています。家庭の役割については親による「教育」に関する

意見が圧倒的に多くの得票となっていますが，「親（自身）の学習」が必要で
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あるとする意見も挙げられ，また「家族のコミュニケーション」も必要であ

るとする意見も挙げられて，それぞれ得票しています。学校の役割について

は，まずマナーなどの「社会性の教育」に関する意見，次いで「携帯の使い

方」をはじめとする「技術」や「知識の教育」に関する意見が多くの得票を

集めました。更に，「教師や学校自身の学習」に関する意見や「保護者との連

携」といった意見も挙げられ，得票しています。企業の役割については，「フ

ィルタリングする技術の開発」を携帯電話事業者に要望する意見が最も多く

得票しています。コンテンツ提供事業者への要望として，「公共性を重要視し

た事業展開」と「自己チェック」が挙げられ，第三者機関に対しては，「ガイ

ドライン策定・啓蒙活動」と同数の得票で「機関の社会的地位の向上」を求

める意見が挙げられて，得票しています。国の役割としては，「秩序の維持」

が圧倒的に多く得票しています。この部屋の独特の意見としては「国や市町

村が機能限定した携帯電話を無償で子供に対して配布する」というインフラ

整備を挙げた意見で，国の役割の中で２割弱得票しています。 
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ROOM1 第２部 フィルタリング導入問題におけるそれぞれの役割について 
グループ
家庭の果たすべき役割 教育・発信（危険

性について具体的
にイメージ）

8 学校との連携 11 親にケータイ世界
がどんなかをキチ
ンと理解（認識）
して欲しい

5 小さい時からしっ
かり躾をする

-

46 票 契約内容の規制・
ルール（料金・
フィルタリングを
年代によってレベ
ル設定）

4 子供への教育／管
理（罰則）

- 何を指導するにも
愛情がベース

7 会話をしっかり持
つ

-

28.75% 家族団らん（親子
のコミュニケー
ションの時間・場
の確保）

6 親の学習 5 積極的にコミュニ
ケーションを持つ

-

学校の果たすべき役割 学校→子供・親に
対する教育・発信
（モンスターペア
レント対処）

5 家庭との連携 - 保護者とのコミュ
ニケーションを持
つ

- 保護者との連絡を
密に取る

-

23 票 校内への持込規制
or使用規制

1 教員への教育／
ルールづくり（罰
則）

5 情報モラル教育推
進

9 情報を提供する。
警察等の機関に来
てもらい講演会等
を保護者・生徒に
してもらう

2

14.38% 学校が生徒の掲示
板等（SNS・地域
掲示）を把握し注
視・対処

1 生徒への教育 - 生徒に指導できる
ような知識を教師
自らが理解する

0

企業の果たすべき役割 携）契約者と使用
者を特定し、使用
者が青少年の場合
はフィルタリング
サービスの説明義
務化・（提供義務
化）

4 第三者機関：販売
窓口の充実／利用
者に対する説明

5 コンテンツ提供事
業者：業界で活動
する企業はすべて
業界団体に加盟し
健全な成長を目指
す

0 利用者の年令的な
ものをしっかり線
引きする

1

30 票 コ）コンテンツの
細分類化とフィル
タリング／利用者
からの「情報窓
口」の設置義務と
情報共有化

2 携帯電話事業者：
年令別機器の提供
（ハードウェア・
ソフトウェア）

- 携帯電話事業者：
機能制限をする
（保護者と契約を
する）

6 企業の側のモラ
ル・提供する側の
モラル

2

18.75% 三）チェック体制
の強化・業者・使
用者への啓発活動

1 コンテンツ提供事
業者：業界内の
ルールづくり

6 第三者機関：EMA
のような機関の仕
事をもっと活発
に！

0 もうけ主義に走ら
ない様に

3

国や行政の果たすべき役
割

法・規制の整備
（フィルタリング
基準・コンテンツ
認定等）と罰則強
化

- 行政指導 - 罰則を強化 12 悪徳業者に対して
法的手段を取って
ほしい

19

61 票 事業者に対する監
査・監視・指導の
徹底

4 広報機関の活用
（TV, 新聞等）

11 現在は規制が無い
に等しいのでもっ
と規制を厳しくし
てほしい！

3

38.13% 利用者110番の設
置（未然防止／被
害者のケア）

6 地域毎の条令化
（規則）

6

A B C D

 
ROOM２ 第２部 フィルタリング導入問題におけるそれぞれの役割について 

グループ
家庭の果たすべき役割 お金がかかること

を教える
- 親が携帯の知識を
勉強する

－ 使い方の指導 2 機能の制限 3

47 票 他人への迷惑を考
える

6 新規購入時にフィ
ルタリングするこ
とを子どもに理解
させる

2 使い方のチェック － 家族間のコミュニ
ケーション

3

29.56% 使い方を親が監視
する

10 親として経済的負
担がかかることも
言い含める。

8 親も新システムの
学習をする

6 保護者としての自
覚と責任

7

学校の果たすべき役割 事件等につながる
危険性を教える。

3 携帯の取扱いルー
ルをつくる

2 使い方の教育 5 生徒への教育（規
則の厳守　道徳
義務）

7

46 票 情報社会のしくみ
を教える

5 携帯に対するセー
フティー教育の実
施（カリキュラム
に入れる）

4 システムの教育
（情報は作ってい
る人がおり、その
人の意図がある）

4 先生への教育（対
処法など）

6

28.93% 他社へ対しての思
いやり

1 教師自身が携帯を
よく勉強する。

4 教師もシステムを
よく勉強する

－ 保護者との連携 5

企業の果たすべき役割 サービスの区分わ
け

1 販売業者が機能の
悪い部分も説明・
明示する

3 利用者が本当に望
む機械（電話）を
つくる

3 現状の把握 0

27 票 フィリタリングを
自主的に行う

1 不健全なコンテン
ツを責任を持って
はずす

3 倫理にかなう事業
展開

6 （企業はエゴばか
り持たずに）社会
貢献としての企業
の役割

4

16.98% 業者のサイトを監
視する

1 規制対象を広げ、
末端まで規制す
る。機関でよく
チェックする。

2 透明性・情報の開
示

1 責任の所在をハッ
キリさせる

2

国や行政の果たすべき役
割

法整備を行う 3 コンテンツの内容
（健全・不健全）
の判断基準の統一
化

7 基礎的な教育の充
実

7 罰則の強化など法
整備

－

39 票 業者の監視・指導 5 法律の迅速な整備 4 学校でのインター
ネット等の学習

3 学校教育の充実 1

24.53% 年齢別機能・使用
のしくみ作り

6 広報活動（フィル
タリング・法規
制）の動きを推進
する

2 それでもだめなら
慎重なフィルタリ
ング

0 利用者の注意・自
覚を促す

1

Ｆ Ｇ Ｈ Ｊ
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ROOM３ 第２部 フィルタリング導入問題におけるそれぞれの役割について 
グループ
家庭の果たすべき役割 躾（親が勉強す

る）
15 利用料金の上限を
決める。

8 家庭内でのルー
ル・・・嘘をつか
ない、金額上限

－ 子供の行動を把握
する。

－ 親子の対話（ルー
ルづくり）・・・
相互理解

15

49 票 金も口も出す。
（利用状況把握）

6 他人を誹謗中傷を
する行為等をさせ
ないよう指導

－ 子供がルールを守
れているか、
チェックする。

－ 親、子の正しい知
識、理解

－

24.38% 学校との連絡を密
にする。

4 親子で使用方法等
を良く話し合う。

－ 小、中学生、高校
生、それぞれの年
齢にあったつきあ
い方

1

学校の果たすべき役割 教育（モラル、リ
スク）

14 使用方法等、先
生、保護者、生徒
間で良く連携をと
る。

－ ケータイ社会を前
提に、セーフティ
教育、モラル教育
の実施

－ 安心、安全のしか
た

2 情報教育の徹底
（授業（学習）と
実技）

36 票 学校でのルール作
り。

9 ホームルーム等で
携帯電話の利用方
法等を話しあう。

5 保護者も交えた情
報交流と「親学」

－ マナー教育 地域、家庭との連
絡による健全化

6

17.91% 家庭との連絡を密
にする。

－ 各学校での使用
ルールを決める。

－ －

企業の果たすべき役割 良と悪の情報収集 0 携帯電話事業者：
各携帯電話事業者
が、１つの組織を
つくり、話し合
う。

7 第３者機関の活
動、権限強化

4 携帯電話事業者：
小、中学生、高校
生のケータイは必
ずフィルタリング
をかける。

2 携帯電話事業者：
もうけ主義オン
リーではダメ。

－

40 票 自己規制の強化
（代表者、従業
員）

7 コンテンツ提供事
業者：企業倫理を
求める。

5 SNS：気軽なコ
ミュニケーション
機能を提供しつ
つ、健全なサイト
の運用

3 コンテンツ提供事
業者：自社のコン
テンツの監視の強
化

コンテンツ提供事
業者：中身（提供
者自身の中身）を
幅広くゆたかに

3

19.90% サイトの格付 5 第三者機関： ｹｰﾀｲ事業者：利益
追求するだけでな
く、犯罪を防止
し、青少年育成に
役立つような事業
強化、研究をすべ
き。有害サイトの
廃除

4 第三者機関：みず
からのPRをするこ
と。世間に知って
もらう。

0 第三者機関：情報
の開示＆公正中立

0

国や行政の果たすべき役
割

適切な法整備とス
ピーディーな対応

8 １８歳未満には、
フィルタリングが
必ずかかるよう決
める。

5 有害サイトを無く
す（減らす）為の
罰則規定（優良サ
イトには認定マー
クの設定）

7 教育機関でのケー
タイに対する事業
の義務化

14 予算の確保 2

76 票 罰則をもうけるこ
と

－ 事業者を罰する規
定をつくる。

11 学校、コミュニ
ティに対する教育
支援

6 フィルタリング等
の水準の強化

民意を生かす※徹
ロンの尊重

11

37.81% フィルタリング規
制の継続？

1 親子で勉強できる
場をもっと設け
る。

5 情報のｵｰﾌﾟﾝ化かつ
公正と中立を軸
に。

6

QL M N P

 
ROOM４ 第２部 フィルタリング導入問題におけるそれぞれの役割について 
グループ
家庭の果たすべき役割 人間形成の基本的

教育
11 携帯電話や情報に
ついて理解する姿
勢・努力をする

3 家庭としてやって
いいこと悪いこと
を子どもに伝える

3 子どもとの絆を何
よりも大切にする

5

48 票 携帯電話使用のマ
ナー教育

2 時間・金額などの
携帯電話に関する
約束事を決める

4 経済的に自己管理
できる人間に育て
る

9

24.24% 使用状況の最低限
把握

1 親も携帯電話の使
い方の勉強をする

8 約束事を作れるよ
うな家庭つくり

2

学校の果たすべき役割 正しいメール文章
作成の指導

6 社会性の教育（コ
ミュニケーション
教育）

10 学校が親・生徒以
上の知識を持つべ
き

5 携帯のつかえ方を
（子供や親を対象
にして）教える

3 悪いこと（モラ
ル・人として）へ
の説明をする

0

46 票 携帯電話使用のマ
ナー教育

2 生徒同士の討論の
場を設けて子供同
士の価値判断を養
うべき

10 保護者との連携
（問題に対して協
力して解決にあた
る）

4 家庭内の大切を認
識し、親にもっと
ちゃんとしてもら
う

0

23.23% セーフティ教室な
ど最新の情報を与
える場を設ける

2 構内のルールを徹
底する

2 性教育の小学校か
らの事業は考えも
の（早期に教えす
ぎることは危険も
伴う）

2

企業の果たすべき役割 フィルタリング機
能の強化

0 携帯電話事業者は
フィルタリング技
術の開発

5 ショップ窓口に子
供相談窓口を作る
べき（サイト・
メールの有害・無
害についての情報
提供など）

1 携帯電話事業者
は、青少年向けに
有害サイトを流さ
ないなどの事業者
としてのカラーを
出してほしい

2 インターネット機
能はすべてなくす

2

26 票 自己チェックの徹
底と強化・継続

1 コンテンツ業者は
内容の自主規制・
ルール違反利用者
への対処

2 映画のように１８
禁や年齢別の制限
を設けるべき

0 コンテンツ業者は
社会的責任を自覚
する

0 価格低下 4

13.13% 第三者機関・優良
サイト業者の認定
と継続および基準
つくり

0 第三者機関はガイ
ドライン策定・啓
もう活動

3 新しいコンテンツ
の登場の際は、新
聞やメディアでメ
リット・デメリッ
トを伝達する

1 第三者機関の役割
を拡大し社会的地
位を高める

3 コンテンツ業者は
公共性を持って事
業を展開する

2

国や行政の果たすべき役
割

法と罰則の整備
（強化・継続）

8 必要最低限の法制
度の整備

2 大まかなアウトラ
インのみ設定す
る。何もかも規制
すべきではない

4 首相や担当大臣が
変わっても速やか
に取り組む

4 法制化して未成年
者を買春した場合
の罪をもっと重く
する

14

78 票 国境を越えた国際
的規制

17 法制度の周知徹底 1 国や市町村が機能
を限定した携帯電
話を無償で子供に
対して配布する

14 フィルタリングに
対してガイドライ
ンを示す

3 悪徳業者・違法業
者の取り締まりを
強化する

2

39.39% 携帯電話の進歩に
対して即応した
（法律的）対策を
実施すべき

4 （技術的進歩が速
いので）行政のス
ピード化

5

Ｒ Ｓ Ｕ ＶＴ
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Room1 第2部家庭の役割回答（46票）

親の学習 5 票（合計 10 票）

教育（合計８票）

親にケータイ世界がどんなかをキチンと理解（認識）
して欲しい 5票

規制（合計４票）

家族のコミュニケーション（合計 13 票）

学校との連携 11 票

何を指導するにも
愛情がベース 7票

家族団らん（親子のコミュニケーションの
時間・場の確保） 6 票

教育・発信（危険性について
具体的にイメージ) 8 票

契約内容の規制・ルール

（料金・フィルタリングを年代に
よってレベル設定） 4 票

 

Ｒｏｏｍ２ 第2部家庭の役割回答（47票）

保護者としての自覚と責任
7 票

親の学習 (合計 6 票) 

教育 （合計 18 票）

経済的負担がかかることを
言い含める 8 票

使い方の指導 2 票

他人への迷惑を考えさせる 6 票

フィルタリングすることを理解
させる 2 票

規制（合計 13 票）

機能の制限 3 票

家族のコミュニケーション 3 票

使い方を親が監視 10 票

親も新しい機能を
勉強する 6票
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Ｒｏｏｍ３ 第2部家庭の役割回答（49票）

親の学習１５票

小中高それぞれの年齢に
合った付きあいかた 1 票

学校との連携 ５票

躾（親が勉強する）15票

規制 ２３票 学校の連絡を密にする 4 票

親子の対話、
相互理解

（ルール作り） 15 票

利用料金の上限を決める 8票

家族のコミュニケーション２１票

利用状況の把握6 票

 

Ｒｏｏｍ４ 第2部家庭の役割回答（4８票）
教育 （合計31 票）

親の学習 (合計11票)   

人間形成の基本的教育 11票 （小計22票）

善悪道徳など社会規範を
教える （小計5票）

家庭としてやっていいことを
子供に伝える 3 票

携帯使用のマナー教育 2 票

携帯や情報について
理解する姿勢・努力する 3 票

親も携帯の使い方の勉強する 8 票

約束 （小計6票）

時間・金額などの携帯に関する
約束事を決める 4 票

約束事を作れるような
家庭づくり 2 票

家族のコミュニケーション （合計6票）

子供との絆を何よりも大切にする 5 票

使用状況の最低限度把握 1 票

経済 （小計9票）

経済的に自己管理できる人間に育てる 9 票
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親への教育
（合計５票）

Room1 第2部学校の役割回答（23票）

教育 （合計17 票） 教師・学校自身
の学習（合計5票）

教員への
教育 5 票※1

学校→子供・親に対する教育・発信
（モンスターペアレント対処) 5 票

情報モラル教育推進 9 票

規制 1票 （合計６票）

情報を提供する。
警察等の機関に来てもらい
講演会等を保護者・生徒に
してもらう 2 票

学校が生徒の掲示板等
（SNS・地域掲示）を把握し
注視・対処 1 票

※1 「教員への教育／ルール
づくり（罰則）」は1つの意見
として出されていました。ルールづくり（罰則）

5 票※1

校内への持込規制
or使用規制 1 票

 

保護者との連携 5 票

Ｒｏｏｍ２ 第2部学校の役割回答（46票）

規制 （合計2票）

教師・学校自身の学習（合計10 票）

教師の自主的な勉強 4 票

教師に対処法等を教える 6 票

取扱いルールを作る 2 票

教育 7 票（合計29票)

他者への思いやり 1 票

情報社会へのしくみ 5 票

情報リテラシー 4 票

セーフティ教育 4 票

事件に繋がる危険性 3 票

使い方の教育 5 票
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Ｒｏｏｍ３ 第2部学校の役割回答（36票）

地域家庭との連携 6票

教育 ２１票

保護者との連携 ６票
モラル、リスク
教育
14票

安全、安心の
ありかた

2票

ホームルーム等で
利用方法を話し合う（機会提供）

5票

規制 ９票

学校でのルール作り
9票

 

保護者との連携 4 票

教師・学校自身の学習 （合計5 票）

Ｒｏｏｍ４ 第2部学校の役割回答（46票）

教育 （合計33 票）

親への教育 （合計3票）

学校が親・生徒以上の
知識をもつ 5 票

家庭内の大切
を認識し、親に
もっとちゃんとして
もらう 0 票

社会性の教育 10 票（小計22票)

携帯電話使用の
マナー教育 2 票

(モラル・人として)悪い
ことの説明 0 票

生徒同士の討論の
場を設けて子供
同士の価値判断を
養うべき 10 票

技術の教育（小計 6 票）

正しいメール文章
作成の指導 6 票

規制（合計 2 票）

構内のルールを徹底する 2 票

知識（計 5 票）

セーフティ
教室等最新の
情報を与える
場を設ける

2 票

携帯の使い方を教える 3 票

性教育の小学校からの
授業は考えもの 2 票
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Room1 第2部企業の役割回答（3１票）

携帯電話事業者 （合計 10 票）コンテンツ提供事業者（合計 9 票）

コンテンツの細分類化
とフィルタリング／
利用者からの

「情報窓口」の設置義務と
情報共有化 3 票

業界内の
ルールづくり 6 票

機能制限をする
（保護者と契約をする）

6 票

契約者と使用者を特定し、
使用者が青少年の場合は
フィルタリングサービスの
説明義務化・（提供義務化）

4 票

第三者機関 （合計 6 票）

販売窓口の
充実／利用者に
対する説明 5 票

チェック体制の強化・
業者・使用者への
啓発活動 1 票

全体的に （合計６票）

もうけ主義に
走らない様に

3 票

企業の側のモラル・
提供する側のモラル

2 票

利用者の年令的な
ものをしっかり
線引きする 1票

 

Ｒｏｏｍ２ 第2部企業の役割回答（27票）

携帯電話事業者 （合計 7 票） コンテンツ提供事業者 （合計14 票）

倫理にかなう事業展開 6 票

自主的なフィルタリング 3 票

不健全なコンテンツをはずす 1 票

現状の把握 0 票

購入者へのリスク説明 3 票

利用者が望む機能制限
の電話を作る 3 票

サービスの区分 1 票

第三者機関 （合計 6 票）

小計
5 票

業者サイトの監視 1 票

責任の所在をハッキリさせる 2 票

規制を広げる 2 票

透明性（情報公開） 1 票

社会貢献 4 票
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Ｒｏｏｍ３ 第2部企業の役割回答（4０票）

携帯電話事業者 （合計 13票） コンテンツ提供事業者 （合計18票）

代表者、従業員の自己規制強化７票

企業倫理の明確化5 票

犯罪を防止し、青少年の育成に
役立つような業強化、研究、
有害サイトの排除4票

ひとつの組織をつくり話しあう7 票

小中高生には必ずフィルタリング
2 票

第三者機関 （合計 9票）

サイトの格付け 5 票

活動、権限強化 4票

事業者自身の中身を幅広く豊にする3 票

SNS等健全なサイト運営3 票

 

Ｒｏｏｍ４ 第2部企業の役割回答（26票）
携帯電話事業者 （合計 14 票） コンテンツ提供事業者 （合計 6 票）

社会性 （小計2 票）

公共性を持った事業展開 2 票

社会的責任の自覚 0 票

第三者機関 （合計 6 票）ガイドライン策定・啓蒙活動 3 票

役割を拡大し社会的
地位を高める 3  票

自己チェック （小計3 票）
内容の自主規制・ルール
違反利用者への対処 2 票

自己チェックの徹底・強化 1 票

周知 （小計1 票）

メリット・デメリットの広報 1 票

インターネット機能は全てなくす 2 票

フィルタリング機能の強化 0 票

フィルタリング技術の開発 5 票
青少年向けに有害サイトを
流さない等の事業者としての
カラーをだして欲しい 2 票

ショップ窓口に子供相談窓口を作る

サイト・メールの有害・無害について
の情報提供など 1 票

価格低下 4 票

制
約
す
る
７
票

説
明
１
票

優良サイト業者の認定と継続
および基準作り 0 票
年齢制限を設ける 0 票

基
準
３
票
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Ｒｏｏｍ１ 第2部国・行政の役割回答（61票）

秩序の維持 （合計 ５０ 票）

広報活動 （合計１１票）

事業者に対する監査・
監視・指導の徹底 4 票

地域毎の条令化
（規則） 6 票

現在は規制が無いに
等しいのでもっと規制を
厳しくしてほしい！3 票

悪徳業者に対して
法的手段を取ってほしい 19 票

罰則を強化 12票

利用者110番の設置
（未然防止／被害者のケア） 6票

広報機関の活用
（TV, 新聞等） 11 票

 

Ｒｏｏｍ２ 第2部国・行政の役割回答（39票）

秩序の維持 （合計 25 票） 広報活動 （合計3 票）

広報強化 2 票

利用者へ注意自覚を促す 1 票

業者の監視・指導 5 票

規律の整備 (小計20票) 

法整備 3 票（小計 7 票) 

迅速な法整備 4 票

年齢別機能・使用の
仕組み作り 6 票

慎重なフィルタリング 0 票

教育整備（合計11票）

基礎的な教育の充実 7 票

学校教育の充実 1 票

学校でのインターネット等
の学習 3 票

コンテンツ内容の判断基準の
統一化 7 票
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Ｒｏｏｍ３第2部国・行政の役割回答（76票）

秩序の維持 （合計 32票） 広報活動 （合計6票）

情報をオープンにし、
公正、中立 6 票

罰則規定を作る11票

その他 (合計13票) 

優良サイトには認定マークを設定 7 票

予算の確保 2 票

教育整備（合計25票）

教育機関での
ケータイ教育事業義務化14票

親子で勉強できる場を
設ける 5 票

学校、コミュニティに対する
教育支援 6票

民意を活かす 11  票

適切な法整備とスピーディな対応 8票

18歳未満へのフィルタリング
必須の取り決め 5票

フィルタリング規制の継続 1票

 

広報活動
（合計1票）

インフラ整備
(合計 14 票)   

Ｒｏｏｍ4 第2部国・行政の役割回答（78票）

法制度の
周知徹底 1  票

秩序の維持 (合計 63 票)  

国境を越えた国際的規制 17 票

法と罰則の整備（強化・継続） 8 票
必要最低限の法制度の整備 2 票
法制化して未成年者を
買春した場合の罪を
もっと重くする 14 票

フィルタリングのガイドライン 3 票

大まかなアウトラインのみ
設定する。何もかも規制
すべきではない。 4 票

悪徳業者・違法
業者の取り締まり強化 2  票

迅速対応 (小計 13 票)   

首相や担当大臣が替わって
も速やかに取り組む 4 票
技術進歩に対応した
行政のスピード化 4 票

携帯電話の進歩に対し
即応した（法律的）対策を
実施すべき 5 票

国や市町村が
機能を限定した
携帯電話を
無償で子供に
対して配布
する 14 票
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４．３． 第３部 フィルタリング導入問題をどう考えるかについて 

４．３．１．ROOM1第３部 携帯電話へのフィルタリング導入問題について 

グループが是，１グループが非との意見を出し，「青少年の判断力の未熟

さ」や「犯罪・モラル」を危惧して７割の票が是に，「画一的な規制は適

正ではない」ことや「規制の基準がはっきりしない」ことを危惧して３

割の票が非に投じられています重視する点としては，「第三者機関の組織

強化」や「保護者の管理」など規制以外を重視する意見が３割の票を集

めたのが特徴です。フィルタリング導入規制にあたっては，国や行政機

関による「法規制」に多くの票が集まり，公序良俗に反するものを除外

してほしいとの声が多くあがっています。またその逆に「規制をしない」

という意見が強く打ち出されています。 

 

４．３．２．ROOM2第３部 携帯電話へのフィルタリング導入問題について 

全グループがフィルタリング導入を是とするものですが，その得票の

４分の１は「限りなく非に近い是」というもので，致し方なくフィルタ

リング導入に賛成するというものです。是とする理由はインターネット

のマイナス面である，「犯罪・モラル」と「青少年の判断力の未熟さ」に

関する意見が半々となっていて未成熟な青少年を犯罪などから守り健全

に育成すること（青少年の健全育成）をその理由としてあげていると思

われます。Room1 と Room3 ではフィルタリング導入に非とする回答

がでていますが，こうした青少年の健全育成を重視するために Room2

ではそこまで至らず，「規制は慎重にすべし」として，かなり消極的なフ

ィルタリング導入意見が出てきたのではないかと思います。フィルタリ

ング導入問題で重視する点としては，是とする理由の「年齢制限」と「有

害サイト排除」があげられましたが，後者が倍以上の得票を得ています。

また仕組みとして「実行性のある仕組み作り」を挙げています。もっと

も，重視する点として「言論・表現の自由」を損なわず「慎重な判断」

をすることを求めており，規制をする際には，「幅広い分野からの人材の

起用」を求め規制の公正さを重視しています。これを踏まえて Room2

ではフィルタリング導入について，国や第三者機関よりも，業者や家庭

に関する意見の得票が多く，後者２者に過半数の票が投じられています。

意見の内容も業者に「フィルタリング義務化」，「機能の向上」，「端末ご

とのフィルタリング」という当事者の自主的な解決が図られるようなも

のになっています。また家庭の役割も他の部屋に比べ重視され，「学校，

保護者，生徒が連携」を図り「教育」していくというものになっていま

す。こうしたことからすると，Room2では規制より自主性を重視してい
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ると思われます。 

４．３．３．ROOM3第３部 携帯電話へのフィルタリング導入問題について 

Room１と Room２の各部屋と同様に，２割前後がフィルタリング規

制の導入に慎重であり，２つのグループから導入を非とする結論が出さ

れています。他の部屋に比べて第三者機関に何らかの期待をしている意

見が多くなっています。また，他の部屋に見られない独特な意見として

は，「規制の明確化による不健全サイトの予防・抑止」という意見（視点）

が見られたことです。フィルタリング導入にあたっては「第三者機関に

よる監視・指導」，「行政への通告」といった監視・監督を期待する意見

が多く得票する一方で，業者自身の「自主規制」あるいは「自主規制団

体」といった自主規制的な意見も２割強あります。 

 

４．３．４．ROOM4第３部 携帯電話へのフィルタリング導入問題について 

全グループが規制を是とし，その理由として「青少年を犯罪から守る

ためにやむなし」という意見や，「公序良俗に反する言動・規制を排除す

る」など「犯罪・モラル」に関する意見が多く得票しています。フィル

タリング導入問題で重視する点としてフィルタリングを利用者自らが選

択し自己管理すべきという「フィルタリングの自主選択」に４分の１強

の票が集まっています。規制にあたってはコンテンツ業者が国や家庭あ

るいは携帯電話業者や第三者機関と連携することという意見が挙げられ，

多く得票していることが特徴的です。 
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ROOM1 第３部 携帯電話へのフィルタリング導入問題について 

グループ
フィルタリング導入の是
非

是 現状のままで良い 是 非

その理由 青少年への悪影響 8 守られている方が
安全

9 子供の判断力がな
いので大人が責任
を持って規制する

6 画一的な規制は適
正ではない

13

80 票 社会のモラルと秩
序の低下

8 自分が知らないう
ちに悪いサイトへ
アクセスしてしま
う可能性があるか
ら

12 今は規制がなく有
害なサイトが自由
に出来てしまうの
で規制してほしい

6 規制の基準がはっ
きりしない

10

犯罪予防の為に規
制する

8

フィルタリング導入問題
で重視する点

情報を年令別
（小・中・高）に
分け、フィルタリ
ングする

6 公序良俗に反する
ものを除外する

20 フィルタリングを
重視する（内容を
みる）

6 保護者の管理が大
切

8

79 票 契約時の義務化 9 フィルタリング方
法をどうするか
（サーバーでする
か、ケイタイです
るか）

3 EMAのような審査
組織の強化（規制
ではなく格付け）

13

優良なサイトを制
限しないように

7 情報モラル教育の
徹底

7

誰がどのように規制する
か

第３者機関（携帯
業者、ユーザー、
コンテンツ業者
含）

13 モバイルコンテン
ツ運用監視機構の
充実

18 国（地方自治体）
が規制すべきであ
る

9 （規制しない） 10

80 票 基準作成と認定業
務

0 ISP（接続業者）が
規制をする

13 罰則を設ける 6

国行政機関による
法規制、取り締り
強化

9 事業者も規制する 2

A B C D

 

ROOM２ 第３部 携帯電話へのフィルタリング導入問題について 

グループ
フィルタリング導入の是
非

是 是 是

その理由 犯罪を防ぐ 9 法規制は慎重にす
べき。規制はまだ
早い？

20 判断力が乏しく、
好奇心だけが強い
青少年には情報の
制約が必要

10 年齢別になされる 6

80 票 正しい携帯の使用
方法を教える

6 規制を審査機関を
通す難しさがあ
る。

0 有害サイトが野放
し状態

12 モラルに対する教
育の向上

8

事件に巻き込まれ
るのを防ぐ

9 法規制にはいろい
ろ難しい点が多く
判断材料が足りな
い。

0

フィルタリング導入問題
で重視する点

言論・表現の自由
を損なわないこと

11 判断材料が少ない
現状や海外を含め
考えられることな
ど実数・情報がわ
からない

9 有害サイトはすべ
て排除

10 規制作成について
は幅広い分野から
の人材の起用

16

80 票 規制の実施を確実
に行えるように
（仕組み作りを）
する

11 業者が入り込む余
地があるので規制
は必要

3 サイトの中身の検
証

4

年代に応じた（規
制内容の）対応を
考える。

6 海外ではどうなっ
ているのか。ク
ローバ水準の情報
が欲しい

10

誰がどのように規制する
か

国が規制を行う － 独立した第三者機
関

15 事業者はフィルタ
リング機能向上

6 学校・保護者・生
徒の連携を強化す
る。

15

80 票 業者がフィルタリ
ングを義務的に行
う。

8 国は罰則など法規
制の強化

15 個人を確立する為
の教育の場を多く
設ける

9

第三者機関の監視 － 保護者を含めて使
用者が個別にフィ
ルタリングが出来
るようなシステム
にする。

12

限りなく非に近い是

Ｆ Ｇ Ｈ Ｊ
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ROOM３ 第３部 携帯電話へのフィルタリング導入問題について 

グループ
フィルタリング導入の是
非

是 是・非 是・非 是 是

その理由 規制すべき（青少
年に悪影響を与え
るサイトに限り）

33 是：犯罪防止等、
人道上の理由

19 規制すべき・・・
世のきまり、人の
道

11 青少年への悪影響
があるから。

－ 少しでも犯罪に巻
き込まれる可能性
を減らすため。

－

100 票 非：まだ時期尚
早。外の倫理、道
徳観も見直すべ
き。（悪い所を出
し切って・・・）

5 規制すべきでな
い・・・表現の自
由、管理強化

14 携帯市場が成熟し
ていない。

－ 規制を明確にする
ことで今後のサイ
トの健全化

18

行く行くは自然淘
汰が理想（最終目
標）

フィルタリング導入問題
で重視する点

心身共に健全な成
長を促す。

9 年齢制限：小、中
学校/高校/１８歳
以上

19 是：殺人、詐欺、
わいせつ等の防
止、ストップ

9 基準の確立 14 スピーディな規制
対応

15

100 票 内容（上記区分に
対応して）：ネッ
ト閲覧権限無/フィ
ルタリング義務/規
制なし。

非：表現の自由、
管理強化につなが
る。

20 チェック体制の整
備

14 規制基準の明確化 －

表現の自由に配慮
する。

－

誰がどのように規制する
か

市民団体や消費者
センター等が常に
監視し、問題があ
れば速やかに、こ
れを行政機関に通
告する。

19 国の法（条例）の
下、第三者機関に
よる事業者への指
示、徹底

23 法律（立法） － 自主規制団体を作
る。（コンテンツ
事業者、携帯事業
者）

8 第三者機関と企業
が連携

6

100 票 第三機関（チェッ
ク機能）の設置

12 フィルタリング機
能の向上。

9 国が法整備 5

－ 自主規制 13 公共機関（行政）
による規制（罰
則）

年齢別の規制基準 5

QL M N P

 
ROOM４ 第３部 携帯電話へのフィルタリング導入問題について 

グループ
フィルタリング導入の是
非

是 是 是 是 是

その理由 小中学生はイン
ターネット機能は
不要（フィルタリ
ングができるパソ
コンで補う）

22 犯罪発生と青少年
の配慮から規制や
むなし

16 子供の安全を守る
ため

15 規制しないと悪人
を排除できない

11 公序良俗に反する
言動・規制の排除

11

100 票 高校生はフィルタ
リングが必要（親
子で話し合いをし
て選べる）

3 表現の自由と青少
年保護を両立させ
るべきである

9 「本音を話せる」
というメリットと
同じくらい「う
そ」が多いから

0 知らずにウィルス
などの被害にあっ
てしまう

2

小中高校生は何で
も定額制

0 （NOといえない）
流されてしまう社
会になってしまっ
たから

6 経済性（無駄な
メール・サイトな
どにかかわる時
間・手間）

5

フィルタリング導入問題
で重視する点

パソコンで補える
から

7 利用者の対象年齢
別に規制内容を検
討する

1 親の監視 4 公平性とバランス
感覚

6 青少年の夢と希望
を失わない規制と
すべきである

15

98 票 高校生になれば自
己管理ができるよ
うになるので個々
の家庭に任せる

3 本人確認の方法を
検討する（安易な
誹謗中傷を抑止す
る）

9 企業のモラル・質
の向上

3 運用性（技術的
に、難しいとだれ
も守れない）

14 携帯電話事業者や
コンテンツ業者な
ど社会的責任を果
たすガイドライン
を実施

8

規制は利用者が選
択できるようにす
る

22 年齢的線引き（ど
こで引くのかは課
題）

6

誰がどのように規制する
か

国が企業を規制す
る法律を作る

13 規制主体は第三者
機関が望ましい、
いろいろな自主規
制団体を作る

15 EMAの充実（良い
サイトの推奨）

7 行政（監視）・コ
ンテンツ提供者
（自己規制）・
ユーザー（認識）
の連携

15 携帯電話事業者・
コンテンツ事業
者・第三者機関が
トライアングルと
なり行う

19

98 票 親が責任を持って
ちゃんとする

0 家庭・保護者が
フィルタリングを
選択可能にする

16 企業が悪徳個人サ
イトを監視する

0

企業の相談窓口を
もっと身近にする

13

Ｕ ＶＴＲ Ｓ

 



 

 46

 
 

Room1 第3部是非の理由回答（80票）

是（合計57票） 非（合計23票）

犯罪予防の為に規制する 8票

青少年への悪影響 8票

社会のモラルと秩序の低下 8票

守られている方が安全 9票

画一的な規制は
適正ではない 13票

規制の基準が
はっきりしない 10票

自分が知らないうちに悪いサイトへ

アクセスしてしまう可能性があるから 12票

今は規制がなく有害なサイトが自由に

出来てしまうので規制してほしい 6票

子供の判断力がないので大人が

責任を持って規制する 6票

判
断
能
力
の
未
熟
さ

３
５
票

犯
罪
・モ
ラ
ル

２
２
票

 

Ｒｏｏｍ２ 第3部是非の理由回答（80票）

是（合計60票） 限りなく非に近い是
（合計20票）

犯罪・モラル（小計30票）

有害サイトが野放し 12票（小計30票）

犯罪を防ぐ9票（小計18票）
※加害者となるも含む

犯罪に巻き込まれるの
を防ぐ（9票）

判断力の未熟さ 10票 （小計30票）

内容は年齢に応じて（6票）

モラル教育（8票）

使用方法を教える（6票）

規制は慎重にすべし20票
（小計20票）

規制の難しさ（0票）

判断材料不足（0票）
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Ｒｏｏｍ3 第3部是非の理由回答（100票）

是（合計81票） 非（合計19票）

表現の自由
管理強化

14票

時期尚早、外の倫理、
道徳観の見直し

5票

判断能力の未熟さ（小計33 票）

青少年に悪影響33票

犯罪・モラル（小計 30 票）

世のきまり、ひとの道11  票

犯罪防止等、人道上の理由 19 票

不健全サイトの予防・抑止（小計18 票）

規制を明確にすることで、
今後のサイトの健全化18票

 

Ｒｏｏｍ４ 第3部是非の理由回答（100票）

是（合計100票）

犯罪・モラル（小計 64 票）

表現の自由と青少年保護を
両立させるべきである 9 票

規制しないと悪人を
排除できない11 票

犯罪発生と青少年の配慮
から規制やむなし16 票

子供の安全を守る為 15 票

公序良俗に反する言動・
規制の排除 11 票

知らずにウィルスなどの
被害にあってしまう 2 票

判断力の未熟さ（小計31 票）

小中学生はインターネット
機能は不要（フィルタリングが
できるパソコンで補う） 22 票

高校生はフィルタリングが
必要（親子で話し合いをして
選べる） 3 票

「本音を話せる」というメリット
と同じくらい「うそ」が多い
から 0 票

（NOといえない）流されて
しまう社会になってしまった
から 6 票

経済性（小計5  票）

経済性（無断なメール・
サイトなどにかかわる
時間・手間） 5 票

小中高校生は何でも
定額制 0 票
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Room1 第3部重視する点回答（８３票）

規制の内容（合計55票） 規制以外（合計28票）

EMAのような審査
組織の強化（規制
ではなく格付け） 13票

保護者の管理

保護者の管理
が大切 8票

情報モラル教育
の徹底 7票

契約時の義務化 9票

フィルタリング方法をどうするか（サーバーで
するか、ケイタイでするか） 7票

言論・表現の自由 優良なサイトを制限
しないように 7票

有害サイトの排除 フィルタリングを重視
する（内容をみる） 6票

業者・サイトの
モラル・社会責任

公序良俗に反する
ものを除外する 20票

年齢に応じた規制 情報を年令別（小・
中・高）に分け、フィルタ
リングする 6票

 

Ｒｏｏｍ２ 第3部重視する点回答（80票）

規制の仕組み（合計46票） 規制の内容（合計34票）

慎重な判断 （小計19票）

判断材料が限られる 9票

海外など他での規制など
を踏まえる 10票

有害サイトの排除 4票（小計17票）

有害サイトを全て排除 10票

（営利的な）業者が
入らないようにする 3票

年齢に応じた規制

年齢に応じた内容 6票

言論・表現の自由

言論・表現の自由を
損なわない11票

規制の作成は幅広い
分野から人材を起用 16票

実効性のある仕組み作り11票
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Ｒｏｏｍ3 第3部重視する点回答（100票）

規制の仕組み（合計43票） 規制の内容（合計37票）

スピーディな規制対応15票

チェック体制の整備14票

基礎の確立14票

心身ともに健全な成長を促す
9票

有害サイトの排除

殺人、詐欺、わいせつ等の
防止、ストップ9票

年齢に応じた規制19票
小中：ネット閲覧権なし
高：フィルタリング義務

規制以外（合計20票）

言論・表現の自由 表現の自由。管理強化につながる。20 票

 

Ｒｏｏｍ４ 第3部重視する点回答（98票）

フィルタリングの自主選択
（合計 25 票）

業者・サイトのモラル・社会的責任
（小計 11 票）

規制は利用者が選択
出来るようにする 22 票

モラル・質の向上 3 票

携帯電話事業者やコンテンツ
業者など社会的責任を果たす
ガイドラインを実施 8 票

年齢に応じた規制 （小計 7 票）

年齢的線引き（どこで
引くかは課題） 6 票

利用者の対象年齢別に
利用内容を検討する 1 票

実効性のある仕組み作り

本人確認の方法を検討する
（安易な誹謗中傷抑止） 9  票

運用性（技術的に、難しい
と誰守れない） 14 票

高校生になれば自己管理が
できるようになるので個々の
家庭に任せる 3  票

パソコンで補える 7 票

保護者の管理

公平性とバランス感覚 6 票

青少年の夢と希望を失わない
規制とすべきである 15  票

親の監視 4 票
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Room1 第3部誰がどうするか回答（82票）

業者（合計28票）国（合計26票） 第三者機関（33票）

規制しない 10票

第三者機関（携帯業者、
ユーザー、コンテンツ業者含）

15票

国（地方自治体）が
規制すべきである

9票

国行政機関による
法規制、取り締り強化

9票

罰則を設ける
6票

事業者も規制する
2票

ISP（接続業者）
が規制をする

13票

モバイルコンテンツ
運用監視機構の充実

18票

 

Ｒｏｏｍ２ 第3部誰がどうするか回答（80票）

業者 （合計26票）国

法規制 15票

第三者機関

独立性確保 15票フィルタリング
の義務化 8票

フィルタリング
の機能向上 6票

家庭 （合計24票）

教育 9票

学校・保護者・生徒の
連携 15票

端末毎に個別に
フィルタリングできる
ようにする 12票

規制 監視
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Ｒｏｏｍ３ 第3部誰がどうするか回答（100票）

業者 （合計36票）
国 （合計28票）

自主規制13 票

コンテンツ事業者、
携帯電話事業者等
自主規制団体を作る

8票

第三者機関
（合計65票）

国の法律（条例）の下、
第三者機関による、
事業者への指示、徹底 23票

法整備 5票

市民団体や消費者センターなどが常に監視し、
問題があれば、速やかに行政機関に通告 19票

第三者機関の設置
12票

第三者機関と
事業者が連携6票

フィルタリング
機能の向上 9 票

年齢別の
規制基準 5 票

 

Ｒｏｏｍ4 第3部誰がどうするか回答（98票）

コンテンツ業者（合計34票）

国（合計28票）

携帯電話業者
( 合計 48 票) 

相談窓口をもっと
身近にする 13 票

悪徳個人サイトを
監視する 0 票

第三者機関
( 合計 41 票) 

いろいろな規制
団体を作る 15 票

EMAの充実（良い
サイトの推奨） 7 票

家庭 ( 合計 31 票) 

家庭・保護者がフィルタ
リングを選択可能に
する 16 票

親が責任を持って
チャンとする 0 票

行政（監視）・コンテンツ
提供者（自己規制）・
ユーザー（認識）の
連携 15 票

携帯電話業者・
コンテンツ業者・

第三者機関がトライアングル
となり行う 19 票

国が企業を規制する
法律を作る 13 票
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第２部 徹ロン（２００８市民討議会）開催までの流れ 

１．概要 

４年目の市民討議会として，国民的関心が高く，熟慮した民意を必要とす

るテーマとして青少年の携帯電話問題を選び，東京第一選挙区（千代田区，

港区および新宿区）の市民を対象に同地区の電話帳を基に市民を無作為抽出

して，本プロジェクトを開催しました。 

青少年が携帯電話を使用することについて，大きく３つに分け，それぞれ

の問題を討議するにあたり関係者から説明を受けた上で11，４人ないし５人に

分けた市民だけのグループで討議を行い，そこで出された１つないし複数の

意見について，各市民が複数票の投票を行いました。 

各設問についての投票結果は，本プロジェクトチームで分析して，市民の

意見を探り，市民討議の結果として本報告書にまとめました。 

本報告書にまとめた市民討議の結果は，関係企業，マスコミ，政党および

関係官庁などに報告する予定です。 

 

２．組織 

徹ロン（２００８市民討議会）は，社団法人東京青年会議所の事業として，

同会議所内組織であるソーシャルデザイン特別委員会が主管となり，千代田

区教育委員会，港区教育委員会および新宿区教育委員会の後援の下，東京大

学大学院法学政治学研究科加藤研究室井手弘子氏および，NPO法人ローカル

アクション-シンクポッツ・まち未来などの協力を得て行いました。 

２．１．主催・主管など運営主体 

２．１．１．社団法人東京青年会議所（主催） 

社団法人東京青年会議所（東京 JC）は，次代の担い手としての責任を自覚

する青年（２５～４０歳）が集まり，“明るい豊かな社会”の実現を目指して，
わんぱく相撲や公職選挙における公開討論会など様々な活動を行なっていま

す。 
またこうした日々の活動を通して，社会・地域のリーダーとしての指導者

能力を鍛えることも行ないます。 
２．１．２．ソーシャルデザイン特別委員会（主管） 

ソーシャルデザイン特別委員会は，市民の社会参画が必然とされる次世代

の東京をデザインすることを重点テーマとして，各種プロジェクトを通して，

社会システムが私たち市民の生活に反映されるように機能させることや市民

                                            
11 第３部では説明をしませんでした。 
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の意識を醸成することを推進し，人間関係の豊かさと社会的なつながりを生

み出す環境作りをしています。 
本年度は，本プロジェクト以外に，「かつしかわいわいミーティング（葛飾

市民討議会）」12，「IDOBATA（墨田市民討議会）」13，「ハッシン！環境ガバ

ナンス 2008」14，目黒区長選挙公開討論会，港区長選挙公開討論会，荒川

区長選挙公開討論会などを行いました。 
２．１．３．徹ロン（２００８市民討議会）プロジェクトチーム（実施主体） 

ソーシャルデザイン特別委員会が主管する本プロジェクトを担当するプロ

ジェクトチームとして，本プロジェクトの立案から遂行まで行いました。本

プロジェクトが２００５年より当会議所千代田区委員会が事業として始めた

市民討議会の流れを組むものであることから，主な構成メンバーは当会議所

千代田地区のメンバーとなっています。 
２．１．４．社団法人東京青年会議所 千代田地区 

社団法人東京青年会議所千代田地区は，組織再編の中で名称が変更されま

したが15，旧千代田区委員会に相当する社団法人東京青年会議所内の組織で16，

千代田区を中心に東京青年会議所の運動を行っています。 

現在登録者数は千代田在勤・在住を中心に２１名17おり，２００５年より市

民討議会の開催と普及を行っております。 

市民討議会以外の活動としては，千代田区主催・各消防署共催の防災講演

会への後援，社団法人千代田区社会福祉協議会主催・千代田区共催の社協福

祉まつりへの協力，千代田区体育協会主催の千代田区少年少女相撲大会への

協力などを行い，ちよだ文化遺産プロジェクト推進会議，千代田区男女平等

推進区民会議，千代田区地球温暖化対策懇談会ソフト対策ワーキンググルー

プ，みらいくる会議，「ちよだボランティアウィーク2008」のプロジェクト

チームにメンバーを出しています。 

２．２．協力 

２．２．１．東京大学大学院法学政治学研究科加藤研究室井手弘子 

井手弘子氏は，東京大学大学院法学政治学研究科加藤研究室にて討議民主

主義を研究しており，その関心から2006年より東京青年会議所千代田地区

                                            
12 民意抽出に有効的なツールとして使用し，社会参画意識を高めるために市民討議会を地域に根付かせる
プロジェクト。 
13 民意を抽出するツールとして市民討議会を使用し，そこから得られた結論を具現化する運動を行うプロ
ジェクト。 
14 環境ガバナンスを推進していくことによって市民が環境問題を身近なものと捉える自らが行動するよ
う意識向上を図るプロジェクト 
15 ２００９年度は組織が再び千代田区委員会に戻ります。 
16 １９７５年より設立されています。 
17 ２００８年１１月２０日現在。正式登録者数。 
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が取り組んでいる市民討議会の取り組みに参加しながら実践的に勉強し研究

を行っています。 

本プロジェクトでは，情報提供者へのビデオ撮影，Ｒｏｏｍ１の進行と討

議前後のアンケート調査などでご協力を頂きました。 

２．２．２．NPO法人ローカルアクション-シンクポッツ・まち未来 

NPO法人ローカルアクション-シンクポッツ・まち未来（NPOまちぽっと） 

は，2007年 12月 11日に，NPO法人東京ランポ18と NPO法人コミュニ

ティファンド・まち未来19とが合併して設立された，「地域社会に住み・暮ら

す，多くの市民の皆さんとともに，地域のいろいろな課題や可能性に気づき，

考え，そこからさまざまな提案を行い，さらに実践していく」ことを目指し

て活動しているNPO法人です。 

本プロジェクトでは同 NPO 法人のスタッフである深田祐子氏に当日の

Room3の進行を中心にご協力頂きました。 

２．２．３．その他の協力者 

法政大学大学院人間社会研究科福祉社会専攻修士課程渡真利紘一氏，経済

産業省経済産業政策局産業構造課課長補佐水野正人氏20，首都大学東京都市教

養学部法学系政治学コース水村和幸氏，株式会社クルーク21マーケティング営

業部小出祥子氏，同社 ITソリューション部池原一広氏，同部勝木秀隆氏およ
び同部稲田怜奈氏にご協力頂きました。 
渡真利紘一氏には主に設営準備・当日設営・アンケート集計などについて

ご協力頂き，水野正人氏には Room3 の進行を中心にご協力頂き，水村和幸

氏には主に当日の設営を，出祥子氏，池原一広氏，勝木秀隆氏および稲田怜

奈氏には当日の設営を全般的にご協力頂きました22。 

また，都立戸山高等学校には高校生の携帯電話の利用実態について同校の

生徒にアンケートを取って頂くご協力を頂きました。 

２．３．後援 

千代田区教育委員会，港区教育委員会および新宿区教育委員会にご後援頂

きました。港区教育委員会には同委員会指導主事の小林傑氏に第２部で教育

の立場からお話し頂きました。なお，各教育委員会には本報告書を提出する

                                            
18 １９９３年に設立され，NPO法制定の際の事務局や，NPOとしては初めての国土交通省審議会委員
を務めるなど，市民活動やまちづくりの分野で先駆的な活動をしてきたNPO法人 
19 ２００３年に設立され，NPOバンク「東京コミュニティパワーバンク」や，助成基金「草の根市民基
金・ぐらん」の事務局を通したコミュニティファンドづくりと，起業講座などによる社会的起業を支援し

てきたNPO法人 
20 ２００５年より個人的な立場でご協力頂いています。本年度は当日設営のみご協力頂き，設問設定や設
問作成の段階では関与頂いておりません。 
21 同社は当会議所千代田地区のメンバーである山城洋介が代表取締役を務める会社です。 
22 第４部２．高校生の携帯電話アンケート集計結果 
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予定です。 

２．４．協賛 

本プロジェクトを行うにあたり，㈱朝日写真ニュース社，㈱アネシス，岩

崎電気工事㈱，エート㈱，㈱香取宝飾，㈱サガワ，櫻井建設㈱，山和証券㈱，

㈱車力，新栄乳業㈱，東英石油㈱，㈱栃木屋，㈱ビデオフォート，㈱本間屋，

野村憲弘先輩，朝田賢治先輩，三橋仁先輩よりご協賛頂きました。有り難う

ございました。 

 
３．設問 

２００８年６月１１日に「青少年が安全に安心してインターネットを利用

できる環境の整備等に関する法律」（青少年ネット規制法）が議員立法で成立

し，同月１８日に公布され，同日から１年以内の政令で定められた日23に施行

されることになりました。 
『この法律は，インターネットにおいて青少年24有害情報25が多く流通して

いる状況にかんがみ，青少年のインターネットを適切に活用する能力の習得

に必要な措置を講ずるとともに，青少年有害情報フィルタリングソフトウェ

ア26の性能の向上及び利用の普及その他の青少年がインターネットを利用し

て青少年有害情報を閲覧する機会をできるだけ少なくするための措置等を講

ずることにより，青少年が安全に安心してインターネットを利用できるよう

にして，青少年の権利の擁護に資することを目的とする』（青少年ネット規制

法第１条）ものです。 

そして，青少年は我々の社会の新たな担い手であるところ，携帯電話によ

るインターネットの利用は，コインの裏表のように利便性と害悪が一体とな

っており，社会にとって無視し得ないものとなっています。 

このように重要な問題でありながら，青少年ネット規制法の制定にあたっ

て国民的な議論がなされているとは思われないことから，本年度の市民討議

会のテーマとして取り上げた次第です。 

                                            
23 ２００９年４月１日の予定（２００８年１１月２０日現在） 
24 「青少年」とは，「十八歳に満たない者をいう」（青少年ネット規制法第２条第１項）。 
25 「青少年有害情報」とは，「インターネットを利用して公衆の閲覧（視聴を含む。）に供されている情報
であって青少年の健全な成長を著しく阻害するものをいう」（青少年ネット規制法第２条第３項）。例えば，

「犯罪若しくは刑罰法令に触れる行為を直接的かつ明示的に請け負い，仲介し，若しくは誘引し，又は自

殺を直接的かつ明示的に誘引する情報」（同条第４項第１号），「人の性行為又は性器等のわいせつな描写そ

の他の著しく性欲を興奮させ又は刺激する情報」（同条第２号）あるいは「殺人，処刑，虐待等の場面の陰

惨な描写その他の著しく残虐な内容の情報」（同条第３号） 
26 「青少年有害情報フィルタリングソフトウェア」とは，「インターネットを利用して公衆の閲覧に供さ
れている情報を一定の基準に基づき選別した上インターネットを利用する者の青少年有害情報の閲覧を制

限するためのプログラム（電子計算機に対する指令であって，一の結果を得ることができるように組み合

わされたものをいう。）をいう」（青少年ネット規制法第２条第９項）。 
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３．１．問題構成 

携帯電話に関するフィルタリング導入問題については，そもそもフィルタ

リングを導入してよいのかという導入の是非も重要な問題ですが，①国会が

かかる議論も踏まえて青少年ネット規制法を成立させたこと，②「政府は，

この法律の施行後三年以内に，この法律の施行の状況について検討を加え，

その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」（青少年ネット規制法附

則第３条）としており，当面はフィルタリング導入を実践し，その中で良い

点や悪い点を明らかにしていく方向で制度が進んでいくと思われること，③

マスコミ報道などからして，この問題が国会と国民，あるいは政府と国民と

の間で著しい見解の乖離があることが明らかであるとまでは思われないこと

から，今後進められて行くフィルタリング導入に市民の視点が入れられるよ

うにするために設問を設定することにしました。27 
次に，ここ２年間行ってきた１日という市民討議会の日程を前提に，問題

数を３問としました。 

こうしたことから，まず①青少年が携帯電話を使うことについて市民がど

う考えるかについて率直な考えを出してもらい（第１部 青少年が携帯電話

を使用することについて），続いて②青少年が携帯電話を使ってインターネッ

トを利用する際に関係者はフィルタリングにどのように関わっていくべきか

について考えてもらい（第２部 フィルタリング導入問題におけるそれぞれ

の役割について），そして最後にメインテーマである③青少年が携帯電話でイ

ンターネットを使用する際にかけられるフィルタリングについてどうしてい

くべきかを考えてもらうことにしました（第３部 フィルタリング導入問題

をどう考えるかについて）。 

３．２．「第１部 青少年が携帯電話を使用することについて」 

携帯電話は，通話やメール送受信，音楽鑑賞や写真撮影といった様々な機

能を備えており，インターネットの機能に限定されるものではありません。

そこで，インターネットのための使用に限定することなく，「青少年が携帯電

話を使用することについて」市民がどのように考えているのか（携帯電話の

使用の是非）について，その功罪（メリット・デメリット）を踏まえて議論

して考えてもらうことにしました。 

そこで①青少年が携帯電話を使用するメリットは何か。②同じくデメリッ

トは何か。そしてこれらの討議を踏まえて③青少年による携帯電話を持たせ

てもよいのか。あるいは持たせるべきでないのか。持たせる場合には条件を

                                            
27 青少年ネット規制法成立前であれば是非そのものにも比重を高める必要はあったと思いますし，３年後
の見直しにおいては，青少年ネット規制法の実施による良い点悪い点を踏まえて，そもそもフィルタリン

グを導入したことがよいことなのかも考えるべきではないかと思います。 
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付けるべきかどうか。そし条件を付ける場合には具体的にどのような条件を

つけるのか。という３つの小問を設けました。 

討議するにあたっては，①青少年による携帯電話使用の実態について，元

警察庁生活安全局長であり，現在東京都教育委員を務め，また全国各地で子

供のために活動する父親たちを支援する「おやじ日本」代表として，青少年

による携帯電話使用の実態を目の当たりにされてきた竹花豊氏に，②コンテ

ンツ企業のビジネス展開などについて，会員に多くのモバイルコンテンツ企

業をもち，モバイルコンテンツ環境において，情報センターとしての役割を

担いつつ，会員企業がビジネスを展開しやすい環境の提供に尽力されている，

「モバイルコンテンツフォーラム」（ＭＣＦ）の事務局長などを務められてい

る岸原孝昌氏に，③コンテンツを提供する立場から青少年が携帯電話をどの

ように利用しているかについて，携帯電話向けの音楽配信やゲームサイトの

運営などに携わられる株式会社ドワンゴ執行役員の帽田基資氏に，それぞれ

お話し頂きました。 

第１部の３つの小問についてそれぞれ投票しもらい，各投票での票数は１

人５票としました。票数を１人５票としたのは，意見の総数に対して意見の

支持度合いに応じて投票ができる適当な票数と経験的に考えたからです。ま

たメリットとデメリットについての各小問について票数を同じとすることに

より，両者を数量的に比較できるのではないかと考えました。 

３．３．「第２部 フィルタリング導入問題におけるそれぞれの役割につい

て」 

青少年を取り巻く大人たちの果たすべき役割という観点から，①家庭，②

学校，③企業（キャリア，コンテンツ，審査機関）それから④国や行政を挙

げ，それぞれの役割について討議して考えてもらうことにしました。 

そこで①フィルタリング導入問題における家庭の役割，②同じく学校の役

割，③同じく企業の役割そして④同じく国や行政の役割の４つの小問を設け

ました。このように分けたのはそれぞれの役割について充分討議してもらい

たいと考えたからです。 

討議するにあたっては，②学校について，港区教育委員会指導主事の小林

傑氏と，都立戸山高等学校副校長の竹村恭一氏に，③企業について，企業側

の視点から，多くの青少年を会員にもつＳＮＳ（ソーシャルネットワーキン

グサービス）などの携帯電話コンテンツ事業者である株式会社 gumi 代表取締

役社長国光宏尚氏に，第三者機関的な視点から，有限責任中間法人モバイル

コンテンツ審査・運用監視機構（通称EMA）の委員として，コミュニティサ

イトの適合性審査や運用の監視などに携わっている，東京大学法学部教授長

谷部恭男氏に，④国や行政について，行政の担当官として携帯電話の普及促
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進に携わってきた総務省総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課課長二

宮清治氏に，それぞれお話しを頂きました。①家庭については，学校の説明

で間接的に説明を受けることができること，参加者自身が家庭の視点で考え

ることができるであろうことに加えて，グループ内の他の参加者の家庭の視

点に触れられるであろうことから特にお話し頂く方を用意しませんでした。 

第２部は，小問毎に投票するのではなく，全小問の全意見に対して１人当

たり１０票としました。これは，参加者がどの主体の役割を重視しているか

の度合いも確認できるようにしたためです。また全小問の全意見を投票の対

象とするので，１人当たりの票数を１０票と多くしました。 

３．４．「第３部 フィルタリング導入問題をどう考えるかについて」 

第１部と第２部を踏まえて，青少年のフィルタリング導入問題について，

①その是非，②フィルタリング導入問題で重視すべき点，③フィルタリング

導入について誰がどのように行うべきなのかの３つの小問について討議して

考えてもらうことにしました。一つめの小問「是非」については，青少年の

携帯電話についてフィルタリング導入の方向で法整備が進んでいるものの，

それ自体に異議を唱える方もいるであろうことから，そのような方がどの程

度いるのか（あるいはいないのか）を確認するために設けたものです。また

３つめの小問については，第２部とは異なり主体を限定しませんでした。そ

れは参加者に自由に考えてもらいたいと思ったからです。 

既に関係者の説明が出ていることや，参加者間の自由な討論を重視するこ

とから，特に関係者による説明を設けませんでした。 

第３部は，小問毎に１人当たり５票としました。それぞれ別々に得票の度

合いを確認したいと思ったからです。 

 

４．参加者 

４．１．対象地域 

青少年ネット規制法も絡む問題であることから，衆議院議員選挙小選挙区

制選挙区東京ブロック東京都第一区（千代田区，港区，新宿区）を参加者の

募集をする対象地域としました28。 

いずれの地域も，大規模な繁華街（神田・秋葉原，赤坂・麻布・六本木・

新橋，歌舞伎町）や，大規模ビジネス街（神田・丸の内，新橋・六本木・芝・

浜松町，新宿），中心的な行政庁（中央官庁：霞ヶ関，東京都庁：西新宿）を

有し，昼間人口が夜間人口の２倍以上となる中心都市の地域となっています。 

４．１．１．千代田区 

                                            
28 参議院議員通常選挙の東京都選挙区を念頭に２３区全域を対照することも検討しましたが，東京都選挙
区は２３区以外も含むことや一部の理事の理解をえられなかったことから断念しました。 
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千代田区は，皇居を中心として，南西地区に国会（永田町），中央省庁の官

庁街（霞ヶ関），最高裁判所（隼町）など国の中枢機関が密集しています。東

から南東にかけて丸の内を中心とするオフィス街（丸の内，大手町，内幸町，

有楽町）は経済の中心地域を形成し，北側には，大学や出版関係（書店を含

む）などが多く点在するほか，世界的な若者の文化基点があります（秋葉原）。

また，中央省庁があるため各種団体の本部や東京事務所なども少なくありま

せん。千代田区内の地域がこのような特性を有しているため，人口の比重も

地域的偏りが大きく，千代田区の西側（但し中央より北）及び北側に千代田

区の人口の９６．６％が居住し，昼夜の人口比も偏りが大きく，区外から８

２１，５２８名の就業者や就学者が流入して昼間人口が８５３，３８２名と

なっているのに対して，夜間人口は４１，６８３名29 に留まり，昼間人口が

夜間人口の２０倍強にもなっています。30 

４．１．２．港区 

港区は，虎ノ門・新橋・芝をはじめとするビジネス街，六本木・青山など

の商業エリアなどを抱えているため，区外から７６２，１３２名の就業者や

就学者が流入しており，昼間人口を９０８，９４０名と押し上げていますが，

千代田区とは異なり，臨海地域の大規模開発などにより夜間人口が底上げさ

れ31，夜間人口は１８５，７３２名 となっており，昼間人口が夜間人口の４．

９倍弱に留まっています。32 

４．１．３．新宿区 

新宿区は，新宿駅周辺に超高層ビル群や歌舞伎町を擁する大規模な繁華街

を有し，その他にも飯田橋や四ッ谷のビジネス街や，早稲田大学をはじめと

する大学などが点在しているため昼間人口は７７０，０９４名となっていま

すが，区内の約５割が住宅地を占めるため夜間人口は，千代田区や港区より

多く，３０３，８０８名33となっており，昼間人口が夜間人口の４．９倍弱に

留まっています。34 

４．２．選出方法 

後述「５．７．参加の招待方法（招待状を送る方を選ぶ名簿）」および「５．

８．参加の招待方法（名簿からの選抜方法）」に記載したとおりです。 

                                            
29 うち千代田区内に勤め，住んでいる１５歳以上の人数は１６，１３０名 
30 いずれも本文の人数は平成１７年の国勢調査のものです。 
31 ５０００人を越える地域は，芝浦四丁目が１１，３７５人，港南四丁目が７，１５３人，高輪一丁目が
６，４１８人，港南三丁目が６，０９５，高輪二丁目が５，７０７人となっています。いずれも平成２０

年１０月１日現在の住民基本台帳上の人数です。 
32 いずれも本文の人数は平成１７年の国勢調査のものです。 
33 うち新宿区内に勤め，住んでいる１５歳以上の人数は８６，７４６名です。 
34 いずれも本文の人数は平成１７年の国勢調査のものです。 
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４．３．参加者の特徴 

招待状を送った本人が参加された方が６割弱で，４割強の方が身内や友人

などが参加されたようです。 

参加者
送信相手 人数 割合
本人 41人 56.94%
以外 31人 43.06%
合計 72人 100.00%  

 
 

全体の平均年齢は５４．５１歳くらいで，全体・男性・女性いずれも５０

代の人数が多くなっておりますが，男性は６０代と７０代も多く，女性は３

０代と４０代が少なくなっています。全体として男女比が６５対３５となっ

ており男性の割合が多くなっています。平成１７年度国勢調査と比較しても

２０代と３０代そして女性の参加数が少なくなっています。 

 

男女・年代別表

年代 人数 割合 人数 割合 人数 割合
10代 1人 1.39% 0人 0.00% 1人 1.39%
20代 7人 9.72% 3人 4.17% 4人 5.56%
30代 6人 8.33% 5人 6.94% 1人 1.39%
40代 5人 6.94% 4人 5.56% 1人 1.39%
50代 24人 33.33% 12人 16.67% 12人 16.67%
60代 14人 19.44% 10人 13.89% 4人 5.56%
70代 14人 19.44% 12人 16.67% 2人 2.78%
80代 1人 1.39% 1人 1.39% 0人 0.00%
90代 0人 0.00% 0人 0.00% 0人 0.00%
合計 72人 100.00% 47人 65.28% 25人 34.72%
53.94歳 ～ 55.07歳 56.45歳 ～ 57.40歳 49.24歳 ～ 50.68歳
54.51歳

男

平均年齢

女全体

56.93歳 49.96歳  
 

平成１７年度国勢調査（千代田区・港区・新宿区）

年代 人数 割合 人数 割合 人数 割合
１０代以下 64,902 12% 32,747 6% 32,155 6%
２０代 90,127 17% 45,921 9% 44,206 8%
３０代 100,912 19% 50,566 10% 50,346 9%
４０代 73,353 14% 37,095 7% 36,258 7%
５０代 71,528 13% 36,304 7% 35,224 7%
６０代 60,092 11% 28,257 5% 31,835 6%
７０代 45,090 8% 19,017 4% 26,073 5%
８０代以上 25,219 5% 8,604 2% 16,615 3%

531,223 100% 258,511 49% 272,712 51%

男 女全体

 
 

職種別では，会社員が３６％，主婦が１８％，自営業が１３％，学生が４％，
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公務員０％となっており，その他には年金生活者・退職者，ＮＰＯ職員，会

社顧問に就いている方がおりました。 

職種別表
職業 人数 割合
会社員 26 36.11%
主婦 13 18.06%
自営業 10 13.89%
学生 3 4.17%
公務員 0 0.00%
その他 20 27.78%
合計 72 100.00%  

 

４．３．１．Ｒｏｏｍ１の参加者の特徴 

男女比は，全部屋に比べて女性が多く，女性がやや少なくなっているが，

女性が５０代以上と高年齢となっており，逆に男性が２０代から５０代まで

各世代がそろっています。 

職業構成は会社員が４割強，主婦が３割強と全体の構成よりは会社員と主

婦層が多くなっていますが，自営業は１２％とほぼ同じ構成になっています。 

 

男女・年代別表

年代 人数 割合 人数 割合 人数 割合
10代 0人 0.00% 0人 0.00% 0人 0.00%
20代 1人 6.25% 1人 6.25% 0人 0.00%
30代 2人 12.50% 2人 12.50% 0人 0.00%
40代 1人 6.25% 1人 6.25% 0人 0.00%
50代 6人 37.50% 2人 12.50% 4人 25.00%
60代 2人 12.50% 0人 0.00% 2人 12.50%
70代 4人 25.00% 3人 18.75% 1人 6.25%
80代 0人 0.00% 0人 0.00% 0人 0.00%
90代 0人 0.00% 0人 0.00% 0人 0.00%
合計 16人 100.00% 9人 56.25% 7人 43.75%
55.06歳 ～ 55.63歳 52.11歳 ～ 53.11歳 58.86歳 ～ 58.86歳

全体 男 女

平均年齢
55.34歳 52.61歳 58.86歳  

 

職種別表
職業 人数 割合
会社員 7 43.75%
主婦 5 31.25%
自営業 2 12.50%
学生 0 0.00%
公務員 0 0.00%
その他 2 12.50%
合計 16 100.00%  
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４．３．２．Ｒｏｏｍ２の参加者の特徴 

男女比は男性が７５％と全部屋と比べても１割強高くなり，年齢層も６０

代７０代が多く男性の平均年齢が約６２歳と高くなっていますが，女性に１

０代と３０代がいる構成となって平均３９歳弱となったため，部屋の平均年

齢が約５６歳と全部屋の平均年齢に近くなっています。 

職業構成は，全部屋に比べて自営業が低くその他が高くなっていますが，

学生もおり，全体構成に近いものとなっています。 

 

男女・年代別表

年代 人数 割合 人数 割合 人数 割合
10代 1人 6.25% 0人 0.00% 1人 6.25%
20代 0人 0.00% 0人 0.00% 0人 0.00%
30代 2人 12.50% 1人 6.25% 1人 6.25%
40代 0人 0.00% 0人 0.00% 0人 0.00%
50代 5人 31.25% 3人 18.75% 2人 12.50%
60代 4人 25.00% 4人 25.00% 0人 0.00%
70代 4人 25.00% 4人 25.00% 0人 0.00%
80代 0人 0.00% 0人 0.00% 0人 0.00%
90代 0人 0.00% 0人 0.00% 0人 0.00%
合計 16人 100.00% 12人 75.00% 4人 25.00%
55.88歳 ～ 56.44歳 61.58歳 ～ 62.33歳 38.75歳 ～ 38.75歳

全体 男 女

平均年齢
56.16歳 61.96歳 38.75歳  

 

職種別表
職業 人数 割合
会社員 6 37.50%
主婦 2 12.50%
自営業 1 6.25%
学生 1 6.25%
公務員 0 0.00%
その他 6 37.50%
合計 16 100.00%  

 

４．３．３．Ｒｏｏｍ３の参加者の特徴 

男女比は，男性が７５％と全体と比べても１割強高くなっていますが，５

０代を中心に２０代から８０代までそろい，平均年齢が約５４歳と全体に比

べて低くなっており，女性が２０代はいるものの５０代が多く平均年齢が５

２歳弱と全体に比べて少し高くないるにも関わらず，男女全体でも全部屋に

比べて平均年齢が低くなっています。 

職業構成は，全部屋に比べて，会社員と学生の割合が少し高く，主婦など

の割合が低くなっていますが，全体構成とほぼ同じになっています。 
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男女・年代別表

年代 人数 割合 人数 割合 人数 割合
10代 0人 0.00% 0人 0.00% 0人 0.00%
20代 2人 10.00% 1人 5.00% 1人 5.00%
30代 2人 10.00% 2人 10.00% 0人 0.00%
40代 2人 10.00% 2人 10.00% 0人 0.00%
50代 7人 35.00% 4人 20.00% 3人 15.00%
60代 4人 20.00% 3人 15.00% 1人 5.00%
70代 2人 10.00% 2人 10.00% 0人 0.00%
80代 1人 5.00% 1人 5.00% 0人 0.00%
90代 0人 0.00% 0人 0.00% 0人 0.00%
合計 20人 100.00% 15人 75.00% 5人 25.00%
53.20歳 ～ 54.10歳 53.93歳 ～ 54.53歳 51.00歳 ～ 52.80歳

全体 男 女

平均年齢
53.65歳 54.23歳 51.90歳  

 

職種別表
職業 人数 割合
会社員 8 40.00%
主婦 3 15.00%
自営業 2 10.00%
学生 2 10.00%
公務員 0 0.00%
その他 5 25.00%
合計 20 100.00%  

 

４．３．４．Ｒｏｏｍ４の参加者の特徴 

男女比は全体に比べて女性の割合が多くなっています。男性は２０代がい

るにもかかわらず６０代７０代が多いため平均年齢が約５８歳となっていま

すが，女性が２０代の割合が多いために平均年齢は４７歳弱となり，男女全

体の平均年齢が全部屋の全体に比べて若く約５３歳となっています。 

職業構成は全部屋に比べて会社員の割合が低く，自営業やその他の割合が

高くなっています。 
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男女・年代別表

年代 人数 割合 人数 割合 人数 割合
10代 0人 0.00% 0人 0.00% 0人 0.00%
20代 4人 20.00% 1人 5.00% 3人 15.00%
30代 0人 0.00% 0人 0.00% 0人 0.00%
40代 2人 10.00% 1人 5.00% 1人 5.00%
50代 6人 30.00% 3人 15.00% 3人 15.00%
60代 4人 20.00% 3人 15.00% 1人 5.00%
70代 4人 20.00% 3人 15.00% 1人 5.00%
80代 0人 0.00% 0人 0.00% 0人 0.00%
90代 0人 0.00% 0人 0.00% 0人 0.00%
合計 20人 100.00% 11人 55.00% 9人 45.00%
52.25歳 ～ 54.50歳 57.82歳 ～ 59.45歳 45.44歳 ～ 48.44歳

全体 男 女

平均年齢
53.38歳 58.64歳 46.94歳  

 

職種別表
職業 人数 割合
会社員 5 25.00%
主婦 3 15.00%
自営業 5 25.00%
学生 0 0.00%
公務員 0 0.00%
その他 7 35.00%
合計 20 100.00%  

 

５．設営 ～設計と実行～ 

第２部の趣旨35に従い設営について明らかにするものですが，今後の市民討

議会のために，かかる設営を行う趣旨，実行した結果どうであったのか，今

後どのような可能性や方向性があるのかについても明らかにしていきます。 

なお，実行委員会などの準備は次のような日程と内容で行いました。 

記 
１月２５日（金）千代田地区委員会 全体打合せ 

          討議テーマ・設営方法に関する打合せ  
２月２０日（水） 千代田地区委員会 全体打合せ 

          討議テーマ・設営方法に関する打合せ  
３月１９日（水） 千代田地区委員会 全体打合せ 

          討議テーマ・設営方法に関する打合せ  
４月２１日（月） 事業実行委員会 全体打合せ 

討議テーマ・設営方法に関する打合せ  
４月２３日（水） 千代田地区委員会 全体打合せ 

討議テーマ・設営方法に関する打合せ  
５月１６日（金） 事業実行委員会 全体打合せ 

討議テーマ・設営方法に関する打合せ 
５月２１日（水） 千代田地区委員会 全体打合せ 

討議テーマ・設営方法に関する打合せ  

                                            
35 「６．３．その他 ～第２部から第４部まで～」に記載しています。 
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５月２９日（木） 事業実行委員会 全体打合せ 
討議テーマ・設営方法に関する打合せ 

６月１８日（水） 千代田地区委員会 全体打合せ 
    討議テーマ・設営方法に関する打合せ 
６月２３日（月） 事業実行委員会 全体打合せ 

     討議テーマ・設営方法に関する打合せ  
７月 ３日（月） 事業実行委員会 全体打合せ 

討議テーマ・設営方法に関する打合せ 
７月１０日（木） 会場打合せ・現地調査 

日程の確認，料金の確認，部屋の確定 
お弁当，飲み物の手配 

７月１４日（月） 事業実行委員会 全体打合せ 
当日運営・シナリオ・備品に関する打合せ 

７月２３日（水）千代田地区委員会 全体打合せ 
当日運営・シナリオ・備品に関する打合せ 

８月１１日（月） 事業実行委員会 設営部門打合せ 
当日運営・シナリオ・備品に関する打合せ 

８月１９日（火） 事業実行委員会 設営部門打合せ 
当日運営・シナリオ・備品に関する打合せ 

８月２２日（金） 事業実行委員会 設営部門打合せ 
当日運営・シナリオ・備品に関する打合せ 

８月２５日（月） 事業実行委員会 設営部門打合せ 
当日運営・シナリオ・備品に関する打合せ 

８月２７日（水） 千代田地区委員会 全体打合せ 
    当日運営・シナリオ・備品に関する打合せ 
８月２９日（金） 事業実行委員会 設営部門打合せ 

当日運営・シナリオ・備品に関する打合せ 
９月 ５日（金） 事業実行委員会 設営部門打合せ 

当日運営・シナリオ・備品に関する打合せ 
９月 ９日（火） 事業実行委員会 設営部門打合せ 

      当日運営・シナリオ・備品に関する打合せ 
９月１６日（火） 会場打合せ・現地調査（設営方法・映像音響確認 

・備品確認ほか） 
事業実行委員会 設営部門打合せ 
当日運営・シナリオ・備品に関する打合せ  

９月１９日（金） 事業実行委員会 設営部門打合せ 
開催規模変更，部屋追加手配，備品の購入  

９月２２日（月） 千代田地区委員会 全体打合せ 
討議内容とシナリオの整合作業 

９月２４日（水） 事業実行委員会 設営部門打合せ 
     開催規模変更，全資料修正作業， 

全備品修正作業，備品作成 
９月３０日（木） 会場打合せ・最終確認 

開催規模変更 
事業実行委員会 設営部門打合せ 
全資料修正作業，全備品修正作業 
備品作成，シナリオ調整 

１０月１日（水） 事業実行委員会 設営部門打合せ 
シナリオシュミレーション・備品全品確認 

１０月３日（金） 事業実行委員会 設営部門打合せ 
全スタッフによる最終シナリオシュミレーション・備品全品確認・
全資料印刷・運搬準備 

１０月４日（土） 事業当日 
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５．１．名称とロゴ 

千代田区委員会による第１回市民討議会の時より，親しみやすい名称につ

いて検討していましたが，市民が徹底的に論議することなど踏まえて「マニ

フェスト」という言葉を日本で初めて紹介した東京新聞・中国新聞編集局政

治部金井辰樹氏より「徹ロン」という「言葉ちから（力）」があって，親しみ

やすい名称をご発案頂き，採用させて頂きました。 

「徹ロン」のロゴは，市民が１つのテーブルを囲って議論を徹底的に行う

ことを象徴するテーブルと公平・公正の象徴である天秤の意味を込めて「徹

ロン」のローマ字（ＴＥＴＳＵＲＯＮ）の頭文字「Ｔ」の字を中心に大きく

据え，『テーブルに議論を乗せて，討議をする』という意味を込めて「ＴＥＴ

ＳＵ－ＲＯＮ」を「Ｔ」の上に乗せたロゴを作成しました。また，同一紙面

に「徹ロン」「市民討議会」の名称がない場合のための「徹ロン（市民討議会）」

の名称を入れたものも用意しました。ロゴの製作は社団法人東京青年会議所

千代田地区石田雅子氏が行いました。 
 

 

 

 

 

名称なしのロゴ                        名称ありのロゴ 

５．２．開催日程と日時 

過去２年間の第２回市民討議会と第３回市民討議会が土曜日１日で開催し

た実績があること，土日を休日とする市民が多いと思われるところ，土曜日

を１日費やしても翌日の日曜日に休むことができ，連続１６日間の「労働」

となることが避けられ，参加者の負担が少なくなると思われることから，土

曜日１日としました。 

当初の予定定員であった５０名を越える９２名が応募していること，参加

者の７４．３％が１日の討議日程は「十分だった」と回答していること36から

すると，土曜日１日の設定は参加者との関係では特に問題はなかったと思い

ます。しかしながら，参加者の４割弱が「短すぎた」と回答している37 38と

おり，質問に対して若干討議時間が短かったものと感じます。 

従ってより深い主題を設定する場合には複数日数の設定が必要だと思いま

す。複数日数の開催にあたっては，隔週開催や平日開催などにより参加者に

                                            
36 第４部３．２．５．討議会の日程（１日）はいかがでしたか？ 
37 第４部３．２．６．討議時間（１コマ：約４０分）はいかがでしたか？ 
38 もっとも５割強の参加者は「十分だった」と回答しています。 
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負担がかからないようにした方がよいと思います。 

５．３．開催場所 

六本木や東京ミッドタウンのネームバリュー，六本木駅は千代田区を通っ

ている東京地下鉄株式会社（東京メトロ）日比谷線や港区と新宿区が通って

いる都営大江戸線が通っており利便性があることから，東京都港区赤坂

9-7-1他に所在する東京ミッドタウン39としました。 

同じ部屋で行うと違う部屋の討議や討議結果が聞こえてしまい討議や結論

に影響がでる可能性があること，複数箇所の開催を念頭に開催することは今

回初めてであるため運営上の混乱が生じる可能性があること，定員１００名

を予定しているところ市民討議会は２５名を基本的な単位としていることな

どから，カンファレンスルームＲｏｏｍ１からＲｏｏｍ４までの４部屋を使

用しました40。 

５．４．諸謝金 

従前は開催地の区に住む市民を参加者の対象としていましたので遠方から

の来場者について特に配慮はしていませんでした。しかし，今回は参加者の

対象となる市民が住む地域が千代田区，港区および新宿区というより広域に

なっていることから遠方から来る来場者の負担も考慮して諸謝金を金１万円

としました。 

事後アンケートでも８６．５％の参加者が「妥当」と回答しており41，十分

な金額であったと思います。 

もっとも，平成２０年１１月１日（土）に開催した報告会でも不要である

旨のご意見を複数の参加者から頂いていることや，『市民による社会的な活動

は互助の精神が大切にされるべきである』（助け合い）として，無償ないし「お

車代」程度の金額に留めるべきではないかとの意見も一理あると思います。 

しかしながら，仮にそれが理想的あるいは本来的な姿であるとしても，市

民の活動範囲が広がり，市民が社会のために貢献する活動を（道義的・社会

的）義務として行う土壌が崩れ，一部の有志がＮＰＯなどによって行ってい

るにすぎないのが現状ではないかと思われること，グローバリズムや市場原

理に基づく自由競争社会の中で私生活を犠牲にして仕事をしなければならな

い市民も少なくないと思われることなどからすると，私生活や仕事があるに

も関わらず社会のために貢献することに価値を見いだし，それを実践する意

思を有する高い志と行動力がある市民か，時間的にあるいは経済的に余裕が

                                            
39 http://www.tokyo-midtown.com/jp/ 
40 当初は参加者数を５０名としていたので２部屋を予定していましたが，途中から１００名に参加者数を
変更したことから４部屋を確保しました。部屋の配置図は「５．１４．参加者の部屋割」に掲載してあり

ます。 
41 第４部３．２．１０．今回の謝礼（１日１万円）についてご意見をお聞かせ下さい。 
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ある市民しか参加することができない，あるいはそうした市民に偏りかねな

いと危惧します。 

諸謝金の支払を過渡的と考えるか原理的と考えるかは，寄って立つ理想に

より異なると思いますが，現状ではそれにより多くの多様な市民を取り込む

ことができ，もし諸謝金を潔しとしない参加者がいればその方には辞退また

は寄付頂くのが良いと思います。より多くのより多様な市民が公の問題につ

いて自分のことのように考えて行動し，あるいはこうした考えや行動を実践

できる機会を作ることが重要であり，そのための障害（心理的なものも含み

ます）を如何に取り除いていくのかが今解決されなければならない大きな課

題であって，諸謝金の支払はかかる障害を取り除く一つの有力な手段になる

と思うからです。もちろん諸謝金で全てが解決されるものではなく，子育て

をしている人のためにどのように手当を行うべきか，介護をしている人のた

めにどのように手当を行うべきか，障害を持っている人のためにどのように

手当を行うべきかなど誰でも参加できる仕組みを作り上げることが先決だと

思います42。 

また，市民討議会は参加した市民の知恵と経験を社会に還元させるもので

すので，社会は参加した市民から知恵と経験という利益を受ける以上，それ

に見合う「お礼」を行うべきであり，その意味では諸謝金というのは普遍性

のある「お礼」として適切だと思います43。なお上記１１月１日（土）の報告

会でも１名の参加者から『諸謝金がなければ普通の方はなかなか来ないので

はないか』との意見を頂いております。 

５．５．参加者の人数 

当初は本格的な広域複数箇所開催のために２３区を対象に１００名規模を

計画していましたが，諸事情から中止され，規模を縮小することにしました。 

そして対象となる地域を３区としたところ昨年度の第３回市民討議会では

                                            
42 こうした配慮を普通のこととして考えられる社会を目指し，ひとつひとつ解決することによって互助が
尊重される社会が再び到来するのではないでしょうか。しかしこれは市民討議会の目的よりもより高次な

目的で，総合的で広範囲な様々な取組により実現させていくものであって，この目的のために「市民討議

会」が「犠牲」となることは本末転倒だと思います。 
43 「社会的な地位や恩恵を受けている者は社会に奉仕すべきである」という考えの「逆」は「社会に奉仕
した者に対しては相応の地位や恩恵を与えるべきである」ということになると思いますが，現在のところ

市民討議会に参加することが社会的に地位になるものとなっておらず，なかなか考えづらいことからする

と「社会から恩恵を如何に与えるか」を考えなければならないと思います。もし「社会に奉仕しても地位

も恩恵も与えられない」というのであれば，それは「社会の奴隷」的な存在になってしまうでしょう。ま

た本文に記載した「互助」は「社会から恩恵を受けている以上社会に奉仕すべきである」という考えによ

るものだと思いますが，その場合には誰もが社会から受けている恩恵に相応する奉仕を行う（行わなけれ

ばならない）環境が整い，それが実感できる必要があるのではないかと思います。少なくとも裁判員制度

について市民が参加する意義に疑義が唱えられている現状や公的なことを行政任せにしている現状などを

見る限り，かかる環境もかかる実感もないのではないかと思います。 
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４区で５０名であったこと44，招待状に対して２名の参加を認めたため２名が

別々の部屋に振り分けられることが望ましいこと，市民討議会が原則として

１箇所２５名とするところ複数箇所開催のシミュレーションとしたいことか

ら５０名としました。 

ところが応募締め切り１週間前の９月１９日（金）で参加応募が延べ７９

名と予想を大きく上回ったことから，広域複数箇所開催のシミュレーション

としての意義を強めて定員を１００名に変更しました。 

実際には十分に対応する時間がないために７２名と１００名には至りませ

んでしたが，均等に人数が配置できるように部屋割りを行い，４箇所同時開

催の場合のシミュレーションができました。 

５．６．参加の招待数 

丸一日という日程で，テーマを「子育てしやすいまち」という身近なテー

マとし，諸謝金が手取り７，０００円とした第２回市民討議会の時の参加率

が１．１３％ないし１．４７％でしたので，当初予定の５０名を集めるには

４，４２５名ないし３，４０１名の方に招待状を送ればよいことになるので，

これらの数字の中間をとって４，０００名としました。安全を考えれば４，

５００名に送付するのがよいのですが，市民討議会も東京を中心に各地で行

われており，先例が第１回市民討議会しかなかった第２回市民討議会よりは

信頼感は高まっているであろうことや，予算の都合などから４，０００名に

留めることにした次第です。 

５．７．参加の招待方法（招待状を送る方を選ぶ名簿） 

今回の市民討議会の主題が「青少年の携帯電話におけるフィルタリング導

入問題」という国政に関わる問題であること，衆議院議員選挙が早晩行われ

ること，各政党のマニフェストに民意を踏まえてこの問題を入れて欲しいこ

とから社団法人東京青年会議所の活動地域のうちから衆議院議員選挙東京第

一選挙区を対象として選びました。 

招待状を送る方を選ぶ名簿としては，上述の趣旨からすれば公職選挙人名

簿が適切と思うのですが，同名簿は選挙に関するためにしか使えないため利

用することはできませんでした。それに代わるものとして住民基本台帳があ

り，２００５年に開催された第１回市民討議会と２００６年に開催された第

２回市民討議会では大量閲覧に対する厳しい運用の下でありながら開催趣旨

に理解を示して頂き千代田区の住民基本台帳を利用することが出来ましたが，

２００６年の住民基本台帳法改正により基本的に閲覧を制限する内容となっ

たことに伴って開示して頂けませんでした。また２００７年に開催された第

                                            
44 千代田区１０名，江東区１０名，葛飾区１３名，墨田区１７名の合計５０名 
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３回市民討議会では試み的に宛名無記名のポスティングによる無作為抽出を

おこないましたが，４，０００名の方に送付したのに対して１０名の方しか

参加せず，参加率が０．２５％に留まり，その前年に開催された第２回市民

討議会の参加率１．１３％ないし１．４７％45を大幅に下回ってしまいました。

日程はいずれも丸一日，テーマはそれぞれ「子育てしやすいまち」と学校選

択制といずれも身近な教育のテーマ，諸謝金も手取り７，０００円と５，０

００円と大幅に異なるものではないことや，第１回市民討議会が『公益法人

の税制問題』という国政問題がテーマでほぼ２日の日程で手取り１２，００

０円（１日当たり６，０００円）にも関わらず参加率は０．５０％であるこ

と46から考えて，宛名が無いポスティングによったことが大きな原因と考えら

れました。 

そこで招待状を送る宛を選ぶ名簿として東日本電信電話株式会社が発行す

るハローページ東京都中央・千代田・港区版（個人名）と同東京都渋谷・新

宿区版（個人名）を使用しました47。 

今回の市民討議会は，届いた３，７３９通48の招待状のうち５７通（１．５

２％）49の招待状に基づいて７２名の方が参加していること，アンケートでも

３５．１％の方から自分の宛名があったことを参加した理由として挙げてい

ること50などからすると，宛名を記載したことも回答率向上に寄与したものと

思います51。 

市民討議会の招待状送付では必ず宛名を記載した方がよいと思います。 

５．８．参加の招待方法（名簿からの選抜方法） 

招待状を送る方は，恣意性を排除しつつ効率性に配慮して，４，０００名

                                            
45 第２回市民討議会は類似の別テーマで２回行い，招待状が届いた方はそのいずれに参加してもよいとし
ました。送付した招待状１，１５５通に対して１回目の市民討議会は１３名が，２回目の市民討議会は１

７名が参加をしましたので，参加率はそれぞれ順に１．１３％，１．４７％となります。この時の参加率

が高いのは，案内を同じ方に３回出したからではないかと思います。 
46 第１回市民討議会では送付した招待状５９９通に対して３名の参加となりました。またこのときは市民
討議会の知名度は全くない状態でした。なお，５９９通となったのは１通重複があったからです。 
47 いずれも２００８年３月発行のもので，掲載情報は２００７年１１月２１日現在のものです。 
48 送付した４，０００通のうち宛名不完全１４８通，宛所尋ね当たらず１０１通，死亡８通，転居先不明
４通の合計２６１通が返送され，３，７３９通の招待状が届きました。 
49 千代田区市民宛招待状３５０通のうちの２通（０．５７％）に基づいて，港区市民宛招待状１，５６２
通のうちの２８通（１．７９％）に基づいて，新宿区市民宛招待状１，８２７通のうち２７の通（１．４

８％）に基づいて，それぞれ千代田区市民４名，港区市民３３名および新宿区市民３５名が参加されてい

ます。なお，千代田区市民の１名は新宿区市民宛招待状に基づいて参加されたものです。区をまたいだの

はこの例のみです。 
50 第４部３．１．３．今回市民討議会への参加を決められた理由は何ですか？ （複数回答可） 
51 他の市民討議会でも，参加回答率は，葛飾区市民討議会（かつしかわいわいミーティング）が０．３％
から２．０％に，墨田区市民討議会（ＩＤＯＢＡＴＡ）が０．４％から２．７％に増えており宛名を記載

した効果が出てきたものと思います。 
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を次の方法により選出しました。 

 

【原 則】 ハローページの該当各ページの上からと下から

のそれぞれ１行目から４行目までの人を選出します52。 
 

【例外１】 名前の後に例えば「（板金加工）」という「（）」

がついている場合には，個人商店もしくは企業であると判

断して，その人をとばして次の人を抽出します。 
 

【例外２】 番号の前に「（代）」がついている場合には，企

業と判断して，その人をとばして次の人を抽出します。 
 

【例外３】 住所と名前が同一の場合には，同一人物と判断

して，２人目をとばして次の人を抽出します。 

 

５．９．参加できる方（参加者の資格） 

①招待状を送られた方か，その方の親族などの関係者であることと，②千

代田区，港区または新宿区のいずれかの区に住んでいることを参加資格とし

ました。また従前は招待状１枚に対して参加できる方は１名（招待状を送ら

れた方）としていましたが，今回は③原則として２名の方が応募して良いこ

ととしました。これは付き合いのない団体から招待状が送られてきても１人

では心理的になかなか参加しづらいのではないかということで今回試みたも

のです。複数の参加者は１３組あり53，アンケートでは９名の参加者が参加し

た理由として挙げています54ので，一定の効果があったのではないかと思いま

す55。 

５．１０．参加の招待方法（招待状） 

参加への招待は，平成２０年９月８日（月）に，①参加依頼書，②徹ロン

の概要を記載したチラシ，③応募葉書および④東京新聞平成２０年６月２９

日朝刊の「徹ロン」の記事56（写し）⑤社団法人東京青年会議所のコーポレー

                                            
52 ハローページは，最大９９名の氏名，住所および電話番号の列が１ページ４列記載され，千代田区，港
区，新宿区の登録者のページ合計は１３０ページとなっているため，合計４１６０名（８名／列×４列／

ページ×１３０ページ）を選出ことができます。 
53 参加を申し込まれた方の組数は１９組でしたが，４組は全員が辞退し，１組は１名の方しか参加せず，
１組は１名の方が早退しました。 
54 第４部３．１．３．今回市民討議会への参加を決められた理由は何ですか？ （複数回答可） 
55 なお，同じ招待状をもとに参加する方が同じ部屋に割り振られることは好ましくないことから，そうな
らない工夫をしました（「５．１４．参加者の部屋割」）。 
56 「８．３．マスメディア」に掲載しているものです。 
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トファイル57を封入して，同会議所の封筒にて日本郵便を利用して行いました。

信頼感と社会的な意義を伝えるために④の記事を封入しました。なお招待状

送付にあたっては個人情報保護法の対応が必要となります58。 

 

 

①参加依頼書 

 
 

                                            
57 掲載は割愛いたします。 
58 個人情報の入手方法と入手目的を知らせ，連絡先を明記しなければなりません。また目的に限定して使
用しなければなりません。 
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②チラシ 

 

 

③応募葉書 
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その後定員を５０名から１００名に変更して更なる参加を募るために，平

成２０年９月２４日（水）に，官製葉書にて参加を呼び掛けました。 

 

５．１１．招待された方への説明 

招待された方への趣旨説明は送付物のみで行いました。 

第１回市民討議会と第２回市民討議会の時には，同じく無作為抽出を行う

検察審査会を参考に説明会を開催しましたが，他の青年会議所などでの市民

討議会の開催例も増え，インターネットの検索で市民討議会の概要や普及具

合が確認できるようになったことなどから，特に説明会を開催することはし

ませんでした。 

しかしながら，より多くのより多様な市民の参加を促し，市民の反応を肌

で知るという観点からも可能な限り説明会を開催した方がよいのではないか

と思います。 

５．１２．招待された方の反応 

招待にあたりアンケートをお願いしたり，説明会を開催したりしませんで

したので，直接的にその反応を知ることはできませんでしたが，特に社団法

人東京青年会議所の事務局への問い合わせがなく，逆に９２名の方が参加を

表明されたこと59からすると，特に問題はなく，従前に比べて好意的に受け取

られているのではないかと思います60。 

                                            
59 １回の招待状で少なくとも８３名の方が参加の回答をしており，複数回案内をした第１回市民討議会や
第２回市民討議会とは招待状の反応に隔絶の感があります。 
60 第１回市民討議会の時は社団法人東京青年会議所事務局に怪しい団体による怪しい案内であるという

 

 75

もっともアンケートや説明会の開催などにより市民の反応を直接知ること

は市民がどう感じ，どう考えるのかなどを設営者が実感できる貴重な場です

ので，予算や時間の都合がつく限り試みてもらいたいと思います。 

５．１３．参加を表明された方へのご案内 

平成２０年９月２５日（木）に参加を表明された方のうち参加資格がある

９１名の方61に対して①参加者宛開催のご案内，②会場へのアクセスマップ62，

③受付票，④東京新聞平成２０年９月２０日夕刊の「徹ロン」の記事（写し）
63，⑤東京新聞平成２０年９月２１日朝刊の「徹ロン」の開催記事（写し）64

をお送りし受付票に必要事項をご記入のうえ当日持参するように促しました。

受付票を送ったのは当日の受付手続を円滑にすすめるためです。ただ個人情

報に対して慎重な風潮からすると当日欠席の要因となったかもしれません。 

 

①参加者宛開催のご案内 
平成 20年 9月吉日 

参加者 各位 

「徹ロン（2008市民討議会）」開催のご案内 

 

この度は、社団法人東京青年会議所が主催する「徹ロン（2008市民討議会）」の開催にあた

り、ご参加のご回答を頂き、誠に有り難う御座います。 

当会議所では、千代田区において日本初の試みとなる市民討議会を 2005年より開催させて

頂いております。 本年は日本各地の 30 箇所以上の地域で同様の討議会が開催されており、

徐々にでは御座いますが皆様に身近に感じて頂けるような取組みになってまいりました。 

また、今回皆様がご参加頂きます「徹ロン（2008市民討議会）」は、今回同封しております

東京新聞記事（平成２０年９月２１日掲載）にも御座いますように、政党・政府関係者やマス

メディアにも注目され、皆様のご意見が政治や行政へ反映されうる大変意義のある取組みとな

っております。 

つきましては、再度のご案内で大変恐縮ですが、下記の予定にて開催されますので、万障お

繰り合わせの上、ご参加頂きます様宜しくお願い申し上げます。また、当日は参加者多数のた

め会場を広げて 100名での開催となります。 

 

記 

１．日時    ２００８年１０月 ４日（土曜日） 

        開場 午前 ９時００分   

開会 午前 ９時３０分 （閉会 １６時１０分予定） 

※会場には、９時１５分までにお入りください。 ９時３０分を過ぎますと 

入場できない場合がございますので、ご注意下さい。 

２．場所    東京ミッドタウン タワー棟 ４Ｆカンファレンス Room１＋２ 

(別紙地図をご参照ください。） 

３．テーマ  「市民が考える青少年のケータイ世界」 

４．謝礼金   １０，０００円 

 

※会場手配の都合上、万が一ご都合が悪くなった際には、お手数ですが下記まで御連絡頂きま

す様、宜しくお願い致します。 

※同封させて頂きました「受付表」に必要事項をご記入の上、当日お持ち頂きます様宜しく  

お願い致します。 

以上 

＜連絡先＞ 社団法人東京青年会議所 千代田区委員会 

     運営幹事  新妻 普宣（にいづま ひろのぶ） 

携帯電話  ０９０－１９９２－６６３６                 

                                                                                                                                
強いクレームがあり，第２回市民討議会では説明会で市民討議会を開催する社団法人東京青年会議所は「左

翼なのか右翼なのか」という思想を確認する方がおりました（「市民」を掲げて運動する点が左翼のようで，

「青年」を名乗る点が右翼のように感じられたようです）。 
61 参加を表明された９２名のうち１の方が大田区在住のためお断りいたしました。 
62 東京ミッドタウンのホームページ（http://www.tokyo-midtown.com/jp/index.html）に掲載されている
ものを参考にさせて頂きました。 
63 「８．３．マスメディア」に掲載しています。 
64 「８．３．マスメディア」に掲載しています。 
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②受付票 

徹ロン （2008市民討議会）　　受付表

　　フ　リ　ガ　ナ

お名前

　　（　　　　男　　　・　　女　　 　）　　　　　　　　　　　　　　　　＊仮名希望しますか（　　希望する　・　しない  　）

ご 職 業

年　代

2008年10月4日                 ＊最終報告書に実名を伏せたい方は、仮名希望に○印をお願いします。

報告書送付先

  〒　　　     －

　自営業 　　　　 会社員　　　　　学生　　　公務員　　　　主婦　　　　その他（　　　　　　　　　　　　）

１０歳代　　　　２０歳代　　　　３０歳代　　　　４０歳代　　　　５０歳代　　　　６０歳代　　　７０歳以上

 

 

５．１４．参加者の部屋割 

参加者が定員１００名を割ることが見込まれたので，参加者がバランスよ

く４部屋に分散できるように次の方法で参加者の部屋および着席テーブルの

割り振りを行いました。なお当日の参加者の予想人数は６８名～１００名と

しました。 

【１テーブルの人数】１テーブル５人を基本とし，参加者数

が１００人を下回る場合には１テーブル４人で留まるよ

うにして，１人ないし３人および６人以上配置されるテー

ブルはつ くらないようにします。 
 

【参加者への席順表示（伝達方法）】受付で参加者に配布す

るハンドブックの表紙に，第１部の着席テーブルを表示し
65，下記「グループの割り振り順序」に記載してある順番

の１番が上になるように順番にハンドブックを積み上げ，

来場した参加者に対して順番に配布します。配布の際はリ

ストや受付票などで家族・友人は別部屋となるように注意

します。 

 

【グループの割り振り順序】 

 （１）７２人まで    

                                            
65 表示はテーブル番号を記載したシールをつくってハンドブックに貼りました。 
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  ※各テーブル４名ずつ埋めていく。（＠４人×１８ﾃｰﾌﾞﾙ＝７２人） 

  ※Room１・２は，４テーブルまで埋める。   

  ※Room３・４は，５テーブルまで埋める。   

  ※「Ｉ（アイ）」，「Ｏ（オー）」は，間違えやすい為，記号として未使用 

     

1    

 

2 
「Room1」 「Room2」 「Room3」 「Room4」 

 （１） Ａﾃｰﾌﾞﾙ （２） Ｆﾃｰﾌﾞﾙ （３） Ｌﾃｰﾌﾞﾙ （４） Ｒﾃｰﾌﾞﾙ 

 （５） Ａﾃｰﾌﾞﾙ （６） Ｆﾃｰﾌﾞﾙ （７） Ｌﾃｰﾌﾞﾙ （８） Ｒﾃｰﾌﾞﾙ 

 （９） Ａﾃｰﾌﾞﾙ (１０)  Ｆﾃｰﾌﾞﾙ （１１） Ｌﾃｰﾌﾞﾙ （１２） Ｒﾃｰﾌﾞﾙ 

 （１３） Ａﾃｰﾌﾞﾙ （１４） Ｆﾃｰﾌﾞﾙ （１５） Ｌﾃｰﾌﾞﾙ （１６） Ｒﾃｰﾌﾞﾙ 

 （１７） Ｂﾃｰﾌﾞﾙ （１８） Ｇﾃｰﾌﾞﾙ （１９） Ｍﾃｰﾌﾞﾙ （２０） Ｓﾃｰﾌﾞﾙ 

 （２１） Ｂﾃｰﾌﾞﾙ （２２） Ｇﾃｰﾌﾞﾙ （２３） Ｍﾃｰﾌﾞﾙ （２４） Ｓﾃｰﾌﾞﾙ 

 （２５） Ｂﾃｰﾌﾞﾙ （２６） Ｇﾃｰﾌﾞﾙ （２７） Ｍﾃｰﾌﾞﾙ （２８） Ｓﾃｰﾌﾞﾙ 

 （２９） Ｂﾃｰﾌﾞﾙ （３０） Ｇﾃｰﾌﾞﾙ （３１） Ｍﾃｰﾌﾞﾙ （３２） Ｓﾃｰﾌﾞﾙ 

 （３３） Ｃﾃｰﾌﾞﾙ （３４） Ｈﾃｰﾌﾞﾙ （３５） Ｎﾃｰﾌﾞﾙ （３６） Ｔﾃｰﾌﾞﾙ 

 （３７） Ｃﾃｰﾌﾞﾙ （３８） Ｈﾃｰﾌﾞﾙ （３９） Ｎﾃｰﾌﾞﾙ （４０） Ｔﾃｰﾌﾞﾙ 

 （４１） Ｃﾃｰﾌﾞﾙ （４２） Ｈﾃｰﾌﾞﾙ （４３） Ｎﾃｰﾌﾞﾙ （４４） Ｔﾃｰﾌﾞﾙ 

 （４５） Ｃﾃｰﾌﾞﾙ （４６） Ｈﾃｰﾌﾞﾙ （４６） Ｎﾃｰﾌﾞﾙ （４８） Ｔﾃｰﾌﾞﾙ 

 （４９） Ｄﾃｰﾌﾞﾙ （５０） Ｊﾃｰﾌﾞﾙ （５１） Ｐﾃｰﾌﾞﾙ （５２） Ｕﾃｰﾌﾞﾙ 

 （５３） Ｄﾃｰﾌﾞﾙ （５４） Ｊﾃｰﾌﾞﾙ （５５） Ｐﾃｰﾌﾞﾙ （５６） Ｕﾃｰﾌﾞﾙ 

 （５７） Ｄﾃｰﾌﾞﾙ （５８） Ｊﾃｰﾌﾞﾙ （５９） Ｐﾃｰﾌﾞﾙ （６０） Ｕﾃｰﾌﾞﾙ 

 （６１） Ｄﾃｰﾌﾞﾙ （６２） Ｊﾃｰﾌﾞﾙ （６３） Ｐﾃｰﾌﾞﾙ （６４） Ｕﾃｰﾌﾞﾙ 

   （６５） Ｑﾃｰﾌﾞﾙ （６６） Ｖﾃｰﾌﾞﾙ 

   （６７） Ｑﾃｰﾌﾞﾙ （６８） Ｖﾃｰﾌﾞﾙ 

   （６９） Ｑﾃｰﾌﾞﾙ （７０） Ｖﾃｰﾌﾞﾙ 

   （７１） Ｑﾃｰﾌﾞﾙ （７２） Ｖﾃｰﾌﾞﾙ 

     

（２）７３人～９０人まで    

  ※各テーブル１名ずつ埋めていく。（＠１人×１８ﾃｰﾌﾞﾙ＝１８人） 

  ※（１）までの各テーブル４名が，各５名ずつになる。  

 「Room1」 「Room2」 「Room3」 「Room4」 

 （７３） Ａﾃｰﾌﾞﾙ （７４） Ｆﾃｰﾌﾞﾙ （７５） Ｌﾃｰﾌﾞﾙ （７６） Ｒﾃｰﾌﾞﾙ 

 （７７） Ｂﾃｰﾌﾞﾙ （７８） Ｇﾃｰﾌﾞﾙ （７９） Ｍﾃｰﾌﾞﾙ （８０） Ｓﾃｰﾌﾞﾙ 
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 （８１） Ｃﾃｰﾌﾞﾙ （８２） Ｈﾃｰﾌﾞﾙ （８３） Ｎﾃｰﾌﾞﾙ （８４） Ｔﾃｰﾌﾞﾙ 

 （８５） Ｄﾃｰﾌﾞﾙ （８６） Ｊﾃｰﾌﾞﾙ （８７） Ｐﾃｰﾌﾞﾙ （８８） Ｕﾃｰﾌﾞﾙ 

  （８９） Ｑﾃｰﾌﾞﾙ （９０） Ｖﾃｰﾌﾞﾙ 

     

（３）９１人～１００人    

 ※万一の為    

 「Room1」 「Room2」 「Room3」 「Room4」 

 （９１） Ｅﾃｰﾌﾞﾙ （９２） Ｋﾃｰﾌﾞﾙ   

 （９３） Ｅﾃｰﾌﾞﾙ （９４） Ｋﾃｰﾌﾞﾙ   

 （９５） Ｅﾃｰﾌﾞﾙ （９６） Ｋﾃｰﾌﾞﾙ   

 （９７） Ｅﾃｰﾌﾞﾙ （９８） Ｋﾃｰﾌﾞﾙ   

 （９９） Ｅﾃｰﾌﾞﾙ （１００） Ｋﾃｰﾌﾞﾙ   

 

③報道関係
④来賓
⑤JC関係

①参加者
（受付表記入
者）

②受付表
（忘れた方）

Room１ Room３ Room４Room２

Ａ

ＤＣ

Ｂ

Ｖ

ＵＴ

ＳＲ

Ｑ

ＰＮ

ＭＬ

Ｋ

ＪＨ

ＧＦ

Ｅ

「Ｅ」・「Ｋ」テーブル
は、「予備机」（91人以上
の場合、使用する。）

２名体制

５名体制

 

 

５．１５．当日の事前準備 

当日の事前準備は次のとおり行いました。 

当日の事前準備 
７：４５ 集合 
８：０５ スタッフ全体説明 
８：１５ 会場設営開始 
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「映像・音響確認」 
「参加者用資料・ネームプレート・その他備品の配置」 
「討議用備品（模造紙等）の配置」 
「記録機材（ビデオ）の設置」 
「横断幕掲示」 
「事前アンケートの配置」 

 

５．１６．参加者の受付 

円滑な受付を行うため，①事前登録の参加者受付と②それ以外の当日参加

者，報道関係，来賓および青年会議所関係者の受付に分けて，前者に２名，

後者に５名を配置しました。 

受付用の備品としては，①参加者名簿（８０人分）５枚，②ハンドブック 

１４０部，③受付用看板（５種）各１枚，④受付票（当日登録用）を用意し

ました。 

受付では事前にお送りした受付票を受領し，参加者名簿と照合して，参加

者にハンドブック，資料集およびグレーのストラップのネームタグを渡し，

ハンドブックに記載している部屋のテーブルに誘導して，テーブルでハンド

ブックの表紙とネームタグに名前をフルネームで書いて頂きました。ネーム

タグは座っても見える位置になるように注意を促しました。受付票を事前に

お送りして事前に記入してもらうことによって受付での混乱を防ぐことがで

きました。 

なお，参加者に会場が分かるように，会場１階，１階エレベータ前，４階

エレベータ前に各１名ずつ案内誘導者を配置しました。 

５．１７．市民討議の時間割 

当日の時間割は次のとおりです。なお，受付時間前に来場される参加者も

おりましたので，待合い場所などの配慮が必要です。 

当日時間割 
９：００ 受付開始 
９：３０ 開 会  

       開会挨拶 ※各４部屋別 
       北川正恭氏からの挨拶（エール）※同時放映 
       討議ルール説明（全体の流れ）※各４部屋別に司会より説明 

 事前アンケート回収 
１０：００ 第１部 開 始 
       「情報提供（ＶＴＲ）」 
       「討議」 
       「発表」・「意見集約」 
       「投票」 
１１：４５ 「昼食・お昼休み」（約４５分） 
１２：３０ 第２部 開 始 
       第２部の１ 「情報提供（ＶＴＲ）」 
       第２部の１ 「討議」 
       第２部の２ 「情報提供（ＶＴＲ）」 
      第２部の２ 「討議」 
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      第２部の３ 「情報提供（ＶＴＲ）」 
       第２部の３ 「討議」 
             「発表」・「意見集約」 
             「投票」 
１４：５５ 休 憩（約１０分） 
１５：０５ 第３部 開 始 
       「討議」 
       「発表」・「意見集約」 
       「投票」 
１６：１０ 謝辞 
       閉会 
       「事後アンケート」・「謝礼金支払」 

 

５．１８．市民討議（情報提供） 

情報提供は，昨年の第３回市民討議会を踏襲して動画により行いました。

動画提供のメリットとして次の５つを挙げることができます。 

① 情報提供者の都合に合わせて情報提供の撮影を行うことができるの
で，開催日との日程調整などを行う必要がなく，情報提供者の選択

幅が広がる。 

② 情報提供者や設営者が情報提供の内容を確認することができるので，
主題と関係ない話などを避けることができる。 

③ 情報提供の時間があらかじめ分かるため，時間的な組み立てに無駄
がなく，円滑な進行を図ることができる。 

④ 複数箇所で開催する場合に同じ内容の情報を提供でき，情報提供が
開催場所によって偏ることなく均一にすることができる。 

⑤ 当日のアテンドが不要となる。 
もっとも次に挙げるデメリットや注意する点があります66。③については，

学生による（模擬）ディベートなどによって問題点を分かりやすく明示する

方法を試みる構想はありましたが，テーマの絞り込みが遅れかかる構想に着

手するまでには至りませんでした。 

① 動画での情報提供になるため，参加者にリアリティさや，熱が伝わ
りにくい。 

② 撮影環境に配慮，工夫する必要があります。撮影状況によっては，
声が聞き取れない，雑音が入ってしまうなど外部からの影響があり

ます。 

③ あらかじめ録画した動画で情報提供を行う場合，情報提供者が視聴
者の反応を踏まえてより適切な情報の提供方法に変えていくという

ことができないため，問題点が誰にでも分かるようにすることがよ

                                            
66 なお，市民討議会では参加者と情報提供者との間で質疑応答することを前提にしていません。 
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り一層求められます。 

今回は，４部屋すべての動画投影を一つの端末でコントロールできる会場

であったことから，人員と機材の省力化を図るためにかかる端末から一斉に

情報提供の動画を配信しました。 

動画の一斉配信により各部屋を同時に進行できましたので，設営上の混乱

を避けることができました。しかし，各部屋で討議や投票の時間がずれるた

めに，早い進行の部屋では間延びし，遅い進行の部屋では切迫することにな

りました。 

５．１９．市民討議（討議） 

討議を行いやすいように，①付箋（6～7ｃｍ四方の大きさ。100 枚／冊

×５冊／テーブル。色問わず。），②ボールペン（黒），③裏うつりしないマー

カー67（黒），④作業用兼発表用模造紙を用意しました。 

第２回市民討議会の２回目の市民討議会では，付箋を利用しない方法を試

み，それでも十分な討議ができましたので，付箋がなければならないという

ことはないと思います。 

また，従前通り，円滑な討議と意見発表ができるように，参加者の中から

①発表者，②書記，③進行役の役割分担をクジで決めることにしました。 

５．２０．市民討議（投票） 

投票の前に各グループより意見発表を行いますが，グループの意見である

ことの自覚を促すため，発表者以外の全員も前に出てもらい発表者の発表後

補足説明をしてもらいました。これによりグループの意見ではなく個人の意

見を発表してしまう場合であっても何が個人の意見で何がグループの意見で

あるかを聴いている参加者が判断できるようになります。 

各グループから意見が発表されたあと，参加者の前で各意見を集約しまし

た。集約は，①参加者から見て同じ意見と思われるものを一つにまとめるこ

とによって票の分散化を避けるということと，②選択肢の内容を確認するこ

とによって参加者および意見書などを見る第三者にもその内容が明確なもの

にするということにあります。もちろん設営者側の誘導などにより意見がね

じ曲げられる可能性は否定しませんが，実際に討議をした参加者の面前でそ

の意思を確認しながら集約作業を行う方が，後日これを行うよりその可能性

は著しく低いと思います。実際，似たような意見と思われるものが，実は全

く異なる意見として参加者が考えている場合があり，もし集約作業を後日に

していれば全く同じ意見として分類していたものと思います。 

また後日取り違えてしまうような意見を聴いている参加者が正しく理解し

                                            
67 三菱鉛筆株式会社の「ユニ プロッキー」を使用しました。 
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ているとは思われません。市民には意見を適確に表現できる方も少なからず

おりますが，必ずしも十分に表現できない方も少なからずおります。こうし

た各種各様の市民が同じ立場で議論し，意見を表明し，それぞれの知恵と経

験を共有できるようにするためには，不適切な表現しかできない意見は採り

上げるに足らないという考え方を採用するべきではありません。文章として

は適切ではない意見であっても，参加者は各グループから発表される際の口

語的な表現や表情，情熱や想いを総合的に判断していると感じます。ただ文

章化されていない意見は共通認識が得づらく，全く違うものを同じものと考

える危険性を孕んでいます。それを避けるためにも文章に盛り込まれていな

かった口頭ないし非言語的な要素を如何に明確化し投票の際に明らかにする

作業が必要になると思います。 

以上により，参加者の発表直後に参加者の前で集約する作業は市民の意思

を出来る限り反映させる過程として重要なものだと考えるに至りました68。も

っとも集約作業は意見をねじ曲げる可能性を孕みますので，自重して行うべ

きだと思いますし，実際集約作業を行うにあたっては，常に参加者が正しく

理解できているのかを心掛け，仮に集約作業をする人が理解できない場合に

はどこがどう理解できないのかを意見を発表したグループに尋ねるなどして

参加者主導で明確化していくことが重要だと考えます。 

投票は直径約１．５㎝の丸型シールを使用しました。大きめにするのは，

小さいものだと特に高齢者が見にくかったり，取りづらかったりするからで

す。また，１回の投票で複数の設問に投票する場合にはどの設問に投票した

のかが分からなくならないように異なる色のシールを使用しました。具体的

には，第１部のメリットでは青色，同じくデメリットは赤色，同じく是非条

件は緑色（各５枚），第２部は全体に投票するので黄色（１０枚），第３部の

是非は青色，同じく重要な点は赤色，同じく誰が何をするかは黄色（各５枚）

としました。 

第１部と第３部では小問毎ではなく一度に投票を行いましたが，参加者に

は貼る色や全てのシールを使用するように促しているにも関わらず，全ての

シールを使わなかったり，違う色のシールを貼ったりする方もいらっしゃる

ので，できる限り投票する小問毎に投票を分けて，参加者がチャンと投票し

ているか注意する必要があると思います。 

５．２１．その他（飲食類） 

昼食，お菓子および飲料を用意しました。昼食は弁当とペットボトルのお

茶のセット，お菓子は各テーブルに小分けされてパッケージされているもの

                                            
68 第１回市民討議会よりかかるまとめは行っていましたが，見解は留保していました。 

 

 83

（飴・クッキー・チョコ等）１セット用意しました。討議することを考慮し

て飴類を多めにしました。飲物は昼の弁当に付けたもののほか朝ペットボト

ルのお茶を一本用意しました。なお午後定員割れで余ったペットボトルを希

望者に配布しています。 

第１回市民討議会と第２回市民討議会ではティータイムを設けて茶菓子を

用意しましたが，第３回市民討議会では予算的にコンパクトな市民討議会を

試みたことからティータイムは設けませんでした。今回は時間を割くことが

できないこともあってティータイムを設けませんでしたが，参加者が一緒に

なって昼食やティータイムなど飲食をともにすると，参加者間の距離が縮ま

ったり，討議では言い出しにくかったことを確かめたりするのでその後の討

議に良い影響がでます。そのため，できるだけそのような機会を設けるのが

よいと思います。アンケートでも「ティータイムを設ける」旨を要望する回

答が寄せられていました69。 

５．２２．その他（スタッフの服装と識別） 

従前通り参加者に緊張した雰囲気を与えないようにカジュアルとしました

が，あまりにもラフな格好は不快感を与えることにもなりかねませんし，会

議にそぐわない格好は参加者の目につき討議への集中を阻害しかねないので，

ジーパンやサンダルといった軽装や作業服などは不可とし，会社などでゴル

フ場に行くときの服装を目安として各自考えることにしました。なお見学に

くる青年会議所のメンバーにも同様の服装をするようにお願いしています。 

その際参加者やスタッフに誰がスタッフかを分かるように，赤色のストラ

ップのネームタグを付け，「スタッフ」と記載しました70。 

５．２３．その他（録音・録画） 

主に各グループからの発表を録画録音して市民の意見をまとめる作業の際

に確認できるようにしました。意見の集約作業が適切に行われれば必要のな

いことなのかも知れませんが，行き過ぎた集約作業は参加者の意見を曲げる

可能性があるために集約作業は自重されなければならないことや，後日振り

返ってみてみると明確ではなかったということは経験上避け得ないことであ

ることから，録音と録画は重要だと思います。非言語的な要素も考えれば録

画もしておいた方がよいと思います。 

今回はビデオ撮影により録音と録画を行いましたが，発表者の発言が不鮮

明な箇所もあり，ビデオ撮影をする場合であってもクリアーに録音できる録

                                            
69 第４部３．４．３．（４）幅広い市民の参加を進めるための工夫について，該当するものをチェックし
て下さい。（複数回答可） 
70 社団法人東京青年会議所は約６００人のメンバーが多くの委員会に分散しているため必ずしも互いに
知っているわけではなく，当日お手伝いに来る同会議所のメンバー同士が初めて会うことも珍しくありま

せん。また学生など青年会議所以外にお手伝いして頂ける方もいますので，ネームタグは必須となります。 
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音機材を別途用意したほうが安全だと感じました。 

 

６．報告 ～報告書作成～ 

６．１．方針 ～第１部市民報告～ 

報告書の市民報告（第１部）は，本プロジェクトチームの見方，個々の参

加者の見方の二種を併記しました。 

およそ全ての参加者が関与しない限り，いくら参加者を関与させても，討

議や投票結果と同程度に参加者全体と同視できるとは思われないこと，報告

書の作成は公正中立でなければなりませんが，それ自体は問題設定も含めた

市民討議会全体の問題ですので，基本的には情報公開など透明性の中で自ら

を律する方向で行われなければならないと思うこと，できる限り早くまとま

った報告書を提出しなければならないことなどから，原則として本プロジェ

クトチーム内でまとめることとし，思い込みや偏りを避けるために適宜当事

者である参加者にできる限りの情報を公開したうえで意見を求めることにし

ました。また本報告書にできる限りの情報を記載して第三者の評価と我々の

まとめとは別の第三者の見方ができるように心掛けました。 

これらは最初の市民討議会から一貫している方針ですが，今回は新たに，

設営者とは独立した第三者に市民の意見を考えてもらい，意見をもらうこと

にしました。それは，いかに設営者が公正中立を心掛けたとしても，何らか

の偏りが生じることは避けがたいと考えるので，独立した第三者の見方を入

れることにより報告書を読む方が多様な見方に触れてバランスよく見解を読

むことができるのではないかと期待するからです。また，先に掲げた情報公

開は設営者の見方に偏りのリスクが無視し得ないほど顕在化した場合に備え

てのものですが，ほとんどの場合に設営者以外の見方をまとめたものは出て

こないと思われます。いくら情報公開をして検証できるようにしても実際に

これが行われないようであれば理想に留まってしまうことになりかねません。

そこで，現実に第三者に市民の意見を考えてもらい，それを設営者のまとめ

と併記することにより多様な見方を提供することにしたのです。このように

独立した第三者による意見を併記することにすれば，単に情報を公開するの

ではなく情報を検討して意見をまとめたい方に必要な情報を適した形で公開

できるようになっていくであろうと思います。そして，何よりも市民の意見

が併記されることによって，社会的なダイアログの第一歩になると考えます。 

６．２．作成方法と作成過程 

報告書の担当者の調整のもと，各部屋の担当者が各部屋の意見の概要をま

とめ，報告書の担当者が中心になって全体的な意見をまとめていき，本プロ

ジェクトチームの見方（まとめ）としました。 
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まとめるにあたっては，本プロジェクトチームの独善とならないように，

各部屋の意見の概要がまとまった段階で，参加者向けの報告会を１１月１日

（土）に開催し，説明の上意見を聴取しました。報告会に参加した参加者71か

らは特に否定的な意見はでず，概ね賛同を得られたと思います。 

その後各部屋の意見の概要をもとに全体の意見をまとめ，１１月１１日

（火）に簡易版として参加者に配布して，文書で意見を求め，その回答など

を踏まえて若干の修正を行い最終的な本報告書を完成させました。 

６．３．その他 ～第３部から第４部まで～ 

第１部の市民報告の理解を深め，検証するために第３部および第４部を設

けました。第３部は設営面を，第４部は主に当日配付資料やアンケートなど

データ面をそれぞれ記載しています。特に第３部で設営などをつぶさに明ら

かにすることにより，当該市民討議会が適正なものであることを明らかにす

るとともに，このように明らかにするものであることを自覚することにより，

公正中立な設営と運営を図るように心掛けるものとなると考えます。そのた

め，どのように形づくられたのかについて明らかにされていない市民討議会

の報告書は不十分であると考えます。 

また今後の市民討議会の一助になるように，第３部では実践してどうであ

ったのかとその改善点などについてもふれ，第２部で主催者側の雑感を掲載

しました。 

６．４．報告先 

徹ロン（２００８市民討議会）の報告書は，①第三者機関（有限責任中間

法人モバイルコンテンツ審査・運用監視機構（ＥＭＡ），モバイル・コンテン

ツ・フォーラム（ＭＣＦ）），②携帯電話事業者（株式会社エヌ・ティ・ティ・

ドコモ，KDDI 株式会社（ａｕ），ソフトバンクモバイル株式会社，株式会社

ウィルコム），③マスコミ（共同通信社，日本経済新聞社，読売新聞，朝日新

聞社，毎日新聞社，産経新聞，東京新聞，日本放送協会，ぎょうせい（月刊

ガバナンス）），④政党（自由民主党，公明党，民主党，日本共産党，社会民

主党，国民新党，新党日本），⑤行政（総務省，文部科学省，経済産業省），

⑥教育関係（東京都教育庁，千代田区教育委員会，港区教育委員会，新宿区

教育委員会），⑦区（千代田区長，港区長，新宿区長）および⑧国立国会図書

館などに配布する予定です72。 

 

７．決算 

本プロジェクトの収支は合計金３，２３３，２４３円となります。 

                                            
71 安藤幸男氏，久津野由雄氏，吉田正義氏，宇田川君子氏および関博幸氏がご参加されました。 
72 参加者や情報提供者などにも配布します。 
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収入の内訳は，社団法人東京青年会議所の拠出（利息を含む）が金３，０

３３，２４３円，協賛金が金２００，０００円となりました。 

支出の内訳は，①招待状に関するものが金１，２９１，２７０円，②１０

月４日（土）開催の討議会当日に関するものが金１，７７６，０７３円，③

１１月１日（土）開催の報告会に関するものが金１，５００円および④報告

書に関するものが金１６４，４００円73となりました。 

また各支出の詳細は次のとおりです。また本プロジェクトが青年会議所運

動として行われているため，各種作業の人件費や電話連絡などの通信費ある

いは事務費はメンバーが無料で行うことなどにより低く抑えられ，情報提供

者の講師費用などは東京青年会議所の公益法人の活動実績やメンバーの人脈

などもあって低く抑えられています。 

 

①　招待状関係 ¥1,291,270

無作為抽出費 無策抽出費用 ¥147,000
電話帳からの無作為者のピックアップと
名簿の作成費用です。

作成費 招待状 385,940¥      
通信費 招待状 496,660¥      
作成費 再招待状 ¥96,000
通信費 再招待状 ¥160,000
通信費 参加応募の返信葉書 ¥5,670  
 
②　討議会関係 ¥1,776,073

会場費 討議室４部屋と控え室１部屋 ¥743,400
諸謝金 情報提供者１名 ¥11,111 他の情報提供者については無償です。

諸謝金 参加者７２名 ¥799,992
途中退席された２名には諸謝金を支払い
ませんでした。

消耗品 当日配付資料作成など 19,880¥        

消耗品
討議・投票用の模造紙印刷
費，プロッキーペン，付箋紙
および投票シールなど

63,150¥        

記録費 DVテープ 10,080¥        
食事代 参加者の弁当代（１００人分） 70,000¥        １００名は予定定員人数です。
食事代 参加者の茶菓子代 10,500¥        
食事代 参加者などの飲物代 32,210¥        余りを報告会に使用しました。
消耗品 横断幕作成など 15,750¥         
 

③　報告会関係 ¥1,500

会場費 報告会場１部屋 1,500¥          会場は区民会館。備品は無料。  

 

④　報告書関係 164,400¥  

作成費用 報告書（簡易版） 29,600¥        

通信費
報告書（簡易版）封筒代や郵
送代など

14,800¥        

作成費用 報告書 90,000¥        
通信費 報告書封筒代や郵送代など 30,000¥         

                                            
73 報告書の作成費や郵送費は見込額です。 
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８．反響 

８．１．参加者 

事後アンケートによれば，満足していない参加者はいるものの，２６％弱

の参加者が今回の市民討議会に満足し，それとあわせて７０％強の参加者が

好意的に受け止めていること74，市民討議会で取り上げて欲しいテーマについ

ても多くの回答が寄せられていること75，２週間後のアンケートでも３割強の

２３名から回答が寄せられ76，市民参加についてほぼ肯定的な回答がなされ77，

再び市民討議会に参加することについて前向きの意見を頂いていること78な

ど全般に肯定的でした。 

８．２．当日見学に来た方 

当日，前総務大臣増田歸也氏および参議院議員鈴木寛氏などが見学され，

増田氏と鈴木氏におかれては昼休みの間に各部屋にて参加者に向けて激励の

挨拶をなされました。 

報道関係者としては，東京新聞社会部記者神田要一氏，東京新聞・中日新

聞編集局政治部金井辰樹氏および朝日新聞論説委員国分高史氏（登録順）が

取材されました。また，高崎経済大学学生の渡辺菜奈子氏が卒論の研究のた

めにいらっしゃいました。 

８．３．マスメディア 

マスメディアについては，当日の前項のとおり取材に参りましたが，それ

以外に次のような反応がありました。（敬称略） 

 

年月日 媒体名称 タイトル 著者 

６月２９日朝刊 東京新聞 マラソン討論で世論形成 金井辰樹 

９月２０日夕刊 東京新聞 東京ミッドタウンで市民が

マラソン討論 

― 

９月２１日朝刊 東京新聞 市民マラソン討論会開催へ ― 

１０月５日朝刊 東京新聞 「ケータイ」題材に老若男女

７４人討議 

神田要一 

１１月号 フォーサイト 政治が寄りかかる「世論調

査」の“罪”と大開策 

金井辰樹 

１０月３１日 朝日新聞 普通の人々の討論会 国分高史 

                                            
74 第４部３．２．１１．今回の市民討議会での話し合いについて満足していますか？ 
75 第４部３．２．１２．今後「市民討議会」で取り上げてほしいテーマはありますか？ 
76 第４部３．４．１．概要 
77 第４部３．４．２．（２）市民参加についてどのように感じるようになりましたか。 
78 第４部３．４．３．（２）再び徹ロン（市民討議会）の招待状がとどいたたら参加しますか。 



 

 88

 

①東京新聞 ２０08年 6月 29日（日）朝刊2面 
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②東京新聞 ２０08年 9月 20日（土）夕刊１面 

 

③東京新聞 ２０08年 9月 21日（日）朝刊5面 
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④東京新聞 ２０08年 10月 5日（日）朝刊22面 
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⑤フォーサイト２０08年 11月号 P７２～P７３ 

 

 

⑥朝日新聞 ２０08年 10月 31日（金）夕刊2面 
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９．『徹ロン』（２００８市民討議会）を振り返って 

間接民主制，マスコミあるいは利害関係者といった従来の民意とは異なる

直接民主的な手法による民意に諮り、輿論79を形成していくものとして２００

５年にその第一歩が踏み出されました。 

それからここ数年のうちに、市民討議会が各地青年会議所を介して地方公

共団体と協力して行う形で広まり、①地方公共団体がその地域の問題につい

て直接民主的手法により民意を確認し反映させることや②市民討議会を広げ

ていくことについては大きな流れができました。こうした地域社会にいて地

方公共団体が深く関わりながら進めていく市民討議会は、このままより深く、

そしてより広く浸透し制度として確立していくことが新たな課題となると思

います。この点社団法人東京青年会議所が活動する東京２３区内でも無作為

に選ばれた区民に区の問題を諮る制度が葛飾区において２００９年度に青年

会議所主導で行われることになり、これから広がっていくことが期待されま

す。 

もっとも、これらは官という地方公共団体とともに地域社会という範囲で

行うものですので、上述の意義からするとこうした範囲を越えて行かなけれ

ばなりません。そのための残された大きな課題としては③行政が主催ないし

はそれに準じる立場として関わらない民主導であっても参加者や報告先など

に信頼をもって受け入れられるようにすること（信頼できる民間団体による

推進）、④地域を越えたテーマを扱えること（ナショナルテーマ）そして⑤広

域で開催ができるように道筋をつけることなどが挙げられます。 

そこで、今年の市民討議会（徹ロン）ではこうした状況を踏まえて、社団

法人東京青年会議所が単独主催となって（③）、青少年の携帯電話の問題とい

うテーマで（④）、衆議院議員選挙東京第一選挙区の住民を対象に１００名の

定員を目指して開催しました（⑤）。 

２週間後に行ったアンケートに回答をして頂いた参加者は市民討議会の主

催団体について民間主体ないし信頼できる団体であればよいと回答しており、

参加者全体の３割の方が信頼できる民間団体による推進について積極的な理

解を示され80、また招待状に対する参加回答率も１．５２％と従前より高い数

値になっており81市民の理解が増しているとも考えられることから、今後もこ

の形を推し進め、民自らが民主主義を率先していく形を確立していきたいと

思います。 

                                            
79 理性的討議による市民の合意 
80 第４部３．４．３．（３）今後の徹ロン（市民討議会）について該当するものをチェックして下さい。
（複数回答可） 
81 ５．７．参加の招待方法（招待状を送る方を選ぶ名簿） 
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テーマは、全国的な問題としたもののの、参加回答率を高める配慮から身

近なテーマを選びました。しかし、上述の意義からすると、民が考えるべき

より社会の基礎的な問題についても討議できるようにしなければなりません。

市民討議会の理解が増していると思われることからすれば、再度社会の基礎

的な問題に挑戦する時期にあるのではないかと思います。もっともこうした

問題を行うには１日ないし２日での開催では掘り下げられる内容に限界があ

り、今の形を打ち破る質的な仕組みの変化をしなければならないと思います。 

広域での開催については、前回より試みた事前に収録した動画による情報

提供が今回も大きな問題を生じさせることなく行うことができ、この方法に

より広域で開催される各地の全参加者に等しく偏りのない情報を提供できる

ことが現実味を帯びたと思えます。もっとも参加者が増え世代・職業・生い

立ちなどが多様になってくるので、誰が見ても分かるように十分に練った情

報提供をしなければならないとともに、練る過程で情報の偏りをいかに小さ

くしていくのかという両立が容易ではない二つの要請を十分満たしていかな

ければなりません。つまり、適切で公平公正な選別となるように関与する多

様な関係者を慎重に選び、その関係者と距離を保ちながら関係者の意見を偏

り無く問題設定に組み込んでいきつつ、問題のポイントについて誰にでも分

かるような形にしていかなければなりませんので82、今後の大きな課題になる

と思います。なお、資料集など文書を配布して文字による正確な情報を提供

する方法については、活字離れが嘆かれてから久しいことや、市民討議会の

参加者は知識層ではなく一般市民であることからすると、あくまでも補助的

なものと位置づけられるのではないかと思います。 

今回の『徹ロン（２００８市民討議会）』は、市民討議会が地域社会の問題

についての比較的小さい枠組みの中に留まりかねない中で、市民討議会の本

来的な意義を再確認させ、そこに向けての足掛かりとなったのではないかと

思います。

                                            
82 『大人でもなかなかわかりにくく難しいニュースを、こどもの目線で伝えるニュース情報番組』である
「週間子どもニュース」（ＮＨＫ総合土曜日午後６時１０分から。http://www.nhk.or.jp/kdns/）をイメージ
するとよいかもしれません。 
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第３部 資料 

１．当日資料 

当日は，①最初に着座するテーブル，開催趣旨，時間割および討議の際の

ルールなどを記載したガイドブック，②情報提供の際などに参照する資料や

用語解説を記載した資料集を配布しました。 

また開会前に③事前アンケートを，閉会後に④事後アンケート83と⑤諸謝金

関係の書類を配布し，前者については開会前に回答を促し開会後第１部開始

前に回収し，後者については開会後に回答と必要事項の記載をしてもらい諸

謝金と引き替えに回収しました。 

 

                                            
83 事前アンケートと事後アンケートの質問事項につては「３．１．事前アンケート」，「３．２．事後アン
ケート」および「３．３．事前アンケートと事後アンケートの比較」に掲載しています。 
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①ガイドブック 
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②配付資料 
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⑤諸謝金関連書類 

個人名義用

円

円 （                     ％）

円

〒１０２－００９３　東京都千代田区平河町２－１４－３　青年会議所会館２F

  社団法人  東京青年会議所

              電話  03 (5276) 6161番

年      月        日

講師用

 収入印紙

社団法人 東京青年会議所  殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

但し、源泉所得税　　　　　 円を含みます。

事業名称(委員会名)　　　　　　　　　　　　　

上記金額領収いたしました。 年      月        日

住　　所

氏　　名 印

※住所を必ず記入して下さい。※当月末日までに提出して下さい。

個人名義用

領        収        書

謝  礼  金・車代

報 酬

源 泉 所 得 税

差 引 金 額

割印切り取り線

収入
印紙
３万円以上
200円

 

 

２．高校生の携帯電話アンケート集計結果 

都立戸山高等学校の１年生と２年生合計７９名の生徒にアンケートを行い

高校生の携帯電話の利用実態を明らかにしました。このアンケートは資料集

に掲載してあります。 
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１．自分の携帯電話を持っていますか？ 

① はい ７８名 

② いいえ  １名 

 

２．携帯電話の契約者は，どなたですか？ 

① 両親 ５０名 

② 自分 ２７名 

③ その他 （わからない１名） 

 

３．携帯電話の料金は，どなたが払っていますか？ 

① 両親 ６７名 

② 自分  ８名 

③ その他 ３名 （基本料金は両親，その他は自分２名／親からも

らった額をもらい，自分で払う） 

４．自分専用の携帯電話をいつ頃持ちましたか？ 

① 高校生になってから ３７名 

② 中学生になってから ３１名 

③ 小学生になってから  ９名 

 

５．携帯電話を使用するうえで，ご家庭でのルールはありますか？  

・ 定額内で，またはそれ以上は自分で払う    ９名 

・ 使いすぎない・料金の上限を守る，など    ８名 

・ インターネットを控える           ７名 

・ お小遣いから払う              ３名 

・ その他 （「フィルタリング機能を付ける」「特にないが，通話し

すぎたりへんなサイトへ行ったりしない，と軽く言われる」「18

禁」「食事中は使わない」「迷惑電話は無視する」「いつも留守電

にするんじゃない」） 

 

６．携帯電話の使用頻度の高い順番 （２名以上） 

（Web：インターネット，SNS：ソーシャルネットワークサービス） 

メール ＞ 通話 ＞ Web ＞ SNS  １６名 

メール ＞ 通話     １４名 

メール ＞ Web ＞ 通話 ＞ SNS   １１名 

メール ＞ 通話 ＞ Web  

メール ＞ 通話 ＞ SNS ＞ Web   ８名 



 

 108

メール ＞ Web ＞ 通話      ７名 

Web ＞ メール ＞ 通話 ＞ SNS   ３名 

メール ＞ SNS ＞ Web ＞ 通話   ２名 

 

７．携帯電話の良い点は，何でしょう？ （複数回答） 

・ 連絡に便利な点    ６６票 

・ 便利      １５票 

・ 気軽に話せる／メールできる・手軽な点  １４票 

・ カメラ・ムービー・時計・音楽・メモ・テレビなどの機能     

１４票 

・ コンパクト・携帯できる点   １３票 

・ 情報がすぐ手に入る     ６票 

・ 暇つぶしになる      ５票 

・ メールができる点      ５票 

・ 緊急時に役立つ点      ４票 

・ コミュニケーション     ４票 

・ インターネットが使える    ３票 

・ データを残せる／持ち運べる     ２票 

・ 友達が増える      ２票 

・ その他 （時間の短縮になる，よみちがちょっとこわくなくなる，

早い，すばらしい，子供の安全管理（親からすると），自由(ある

程度)，楽，情報源（政治，天気・・・），料金が高い，道に迷っ

ても大丈夫！，話題になる，必ず伝わる（留守がない），おばあち

ゃんおじいちゃんと仲良くなった，でんわ，わからない漢字がわ

かる，何でもできる） 

 

８．携帯電話の悪い点は，何でしょう？ 

・ 料金が高い点     ２３票 

・ 依存してしまう・使いすぎる点   １８票 

・ 犯罪に巻き込まれうる・悪用されうる点  １６票 

・ 目が疲れる／悪くなる     ８票 

・ 危険       ７票 

・ 迷惑メールや電話がくる    ７票 

・ 悪いサイトにもアクセスできる点   ７票 

・ 充電式・電池がもたない    ６票 

・ 相手の顔が見えない点     ２票 
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・ 掲示板などの悪質な書きこみ・中傷   ２票 

・ 料金が不明瞭      ２票 

・ 扱いが難しい      ２票 

・ 遊んでしまう      ２票 

・ 面倒       ２票 

・ その他 （時間を考えない人がいる，自転車に乗りがらいじるとあ

ぶない，インターネットに簡単につなげられる。親の見てない所

で。直接のコミュニケーションが減る，ボタンが小さくて打ちに

くい，こわい，お金と時間の使い方が狂う，声ではないため，答

えとかがすぐ開けない，すぐ部品がなくなる，悪質なものがある，

束縛される，つかまってしまう，個人情報が・・・，マナーの問

題が発生する，簡単にお金を使える，集中力の妨げ，悪い意味で

誰とでもつながれる，ジャマ，電磁波，トラブル) 

 

９．SNS（ソーシャルネットワークサービス）を使ったことがありま

すか？ 

① はい    １３名 

② いいえ   ５９名 

 

１０．SNSはどんな目的で使っていますか？ 

部活の連絡等，情報交換，友人との交流，電車検索，ひまつぶし，ネ

ット，娯楽，オンラインクーポンを使用するため，ふれあい，ダンス

動画検索，趣味が合う人との雑談，メーリングリスト，ゲーム，情報

収集，着メロをとる 

 

１１．どんなサイトでしょうか？（サイト名） 

らくらく連絡網，Mixi，モバゲー，ヤババ，天気予報，ミューモ，デ

コトモ，アメージメント，乗り換え案内，USA,b，お菓子のレシピ

とかマックのサイトとか 

 

１２．SNSを使って良かった点は，何でしょう？ 

確実に伝わる／様々な情報が手に入った／暇・時間がつぶせる／電車

が便利／音楽が取れた／いろいろな人とやりとりをした／連絡が楽

／乗り換えに迷わない／天気がいつでもみれる／お菓子を見ている

だけでいい気分になれる 
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１３．SNSを使って悪かった点は，何でしょう？ 

個人に聞くべき事が全体に伝わってしまう（ミスで）／勧誘が少々あ

った／勉強が出来ない／有料だった／人間関係がめんどい／なれあ

いが見ていてうざい←規約だけでなくローカルルール／変なサイト

がときどきある 

 

１４．青少年（１８歳未満）の持つ携帯電話には，フィルタリング機能

が付いていることを知っていましたか？ 

① はい  ５９名 

② いいえ １８名 

 

１５．青少年の持つ携帯電話にはフィルタリング機能がついており，サ

イトへのアクセス制限がされています。このフィルタリング機能

については，現状のままでよいでしょうか？それとも，改善すべ

き点はありますか？理由も一緒に書いてください。 

① 現状のままでよい   ４７名 

【理由】 

・ 変なサイトにつなぐことがないから。 

・ 私はフィルタリングを解除して利用していないから 

・ 特にそれで問題がないから。 

・ フィルターをかけたことがないのでどのようなものか知りま

せん 私は携帯よりパソコンを使うことが多いので，パソコン

のインターネットにもフィルタリング機能が普及してもいい

かなと思う． 

・ 自分にはあまり関係ない 

・ 親名義になっているから 

・ フィルタリングをしていますが，変なサイトとかにいったこ

とはないから 

・ うっかりと危ないサイトに入ってしまうことがなくなるから 

・ 守られている方が安全 

・ 自分が知らないうちに悪いサイトへアクセスしてしまう可能

性が青少年にはあるから 

・ ネットワーク犯罪に巻き込まれる可能性が下がる 

・ 危ないから 

・ 特に危なくない 

・ けんさく時にＨＩＴする数が限られてるほうが調べやすいと
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感じるから 

・ 人によると思うけれど，パケホは集中力が欠けるから 

・ 現状のままで問題ないから 

② 改善する必要がある  ２５名 

【理由】 

・ 有害性が見あたらなくてもブロックされたりするから 

・ 基準がきびしすぎる．そうでないやつも見れない． 

・ 友達のプロフなどまで制限されているので評価判別をもっと

正確にしてほしい． 

・ このため部活やクラスのメーリスに入れない．故にときどき

連絡が来ない． 

・ 図書館などの公共施設のサイトでも，フィルタリングが強す

ぎて入れないことがある． 

・ 知りたい情報が手に入れにくい 

・ 今まで見れていたサイトが見れなくなって不便だから 

・ あまり有害でないサイトに制限がかかるのに，有害なものに

かからない。 

・ 親の同意があれば良いと思う 

・ 必要なサイトが開けなくなる。そもそも必要性は限りなく低

い。 

・ 危険でないサイトまで一方的な判断で排除されてしまうから 

・ エロくないサイトもみれなくなる 

・ フィルタリング機能があっても現状では悪質なサイトの手に

かかった人もいるから 

・ 制限が厳しすぎて探したいものが探せない 

・ 問題ないページも見られないと聞いたから 

・ au のフィルタリングはちょっとひどすぎやしませんか。調べ

ものがしづらいです。 

・ そんな危険なサイトではないのにフィルターがかかってたり

するから，どういう基準で判断してるか分からない。 

・ ブラックリスト方式をとるべきだと思うから。 

・ 青少年に必要な刺激がなくなる。 

・ フィルタリングが厳しすぎて，必要なサイトに入れない（ex.

連絡網のサイト（部活やクラスの連絡用サイト）） 

・ 付けるのはいいと思う。年齢制限は下げていいと思う 

・ フィルタリング機能がついていることを知らなかったから，
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もうちょっと知名度を上げても良いと思う。 

・ バカみたいにサイトが少ない，子どもにも知る権利がある 

・ サイトが制限されすぎ 

 

１６．携帯電話について，ご意見がありましたらお聞かせください。 

電車内の優先席でケータイ使ってる人ってどうかと思います／もっ

と機能がよくなってほしい／中学生が持つのは良くない／絵文字／

いらない機能が多い／ケイタイは孤独をいやすとともに孤独を認知

させるものであります。依存しすぎることのないように使っていきた

いですー／べんり：）／小学生や幼い子に持たせるのはまずい／使用

料金をもっと安くして下さい。／持つべきです！／あまり速い時期か

ら子供に携帯を持たせない方がいいと思う。／青少年ネット規制法案

は知る権利を犯している／バッテリーの性能を向上させて欲しい。メ

ール受信拒否機能について，もう少し使い勝手をよくして欲しい。ド

メイン拒否はもう古い。／値段を安くして欲しい。 

 

３．アンケート結果 ～事前・事後・２週間後～ 

３．１．事前アンケート84 

３．１．１．アンケート結果の概要 

今回市民討議会に参加を決めた理由は，「テーマや子どもたちのに興味があ

った」というように携帯電話や子ども達の問題への関心からの回答が多いで

すが，「無作為抽出の討議会だから」というように方法への関心も見られます。

「案内状が自分の名前で届いていたから」という回答も 2 番目に多く，個々

人を対象に参加を募るという方式が功を奏しています。 

参加者の多くは，携帯で電話とメールの機能のみを利用していますが，イ

ンターネット機能を利用している人も４割弱参加していました。その一方で

携帯電話を持っていない人も４名参加していました。また，参加者の 8 割近

くが家族に18歳未満の子どもがいない方でした。 

今回の市民討議会で取り上げられたフィルタリングについて，以前からよ

く知っていたという参加者は 1 割に満たず，半数以上がフィルタリングにつ

いては「よくわからない」と答えており，この状況は国民一般についてもあ

る程度当てはまるのではないかと思います。 

３．１．２．「市民討議会」という言葉を知っていましたか？ 

① 知っていた  ６名（８．１％）

                                            
84 事後アンケートと共通した質問については「３．３．事前アンケートと事後アンケートの比較」に記載
しました。 
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② 知らなかった ６７名(９０．５％) 

①の方，どこでお聞きになりましたか？ 

・ 言葉は知っているが会が有無は不明 

・ 新聞 

・ 友人から 

・ いつか新聞で読んだ覚えが… 

 

 

３．１．３．今回市民討議会への参加を決められた理由は何ですか？ （複数回

答可） 

① テーマに興味があった ２８名（37.8％） 

② 子どもたちの問題に興味があった １９名（25.7％） 

③ 報酬 １４名（18.9％） 

④ 青年会議所を知っていた １４名（18.9％） 

⑤ 無作為抽出の討議会だから ２２名（29.7％） 

⑥ 案内状が自分の名前で届いていたから ２６名（35.1％） 

⑦ ２名まで参加できたから  ９名（12.2％） 

⑧ その他 

【内容】 

・ 社会活動への参加 

・ たまたま時間が空いていた。暇だった。 

・ 是非皆んなと討議したかったから 

・ 親からのすすめで 

・ DMをいただいたので 

・ キャリアに活かせると思ったから 

・ 単純に興味を持った 

・ 友人からの紹介 

・ 以前にも類似の会議に参加したことがあったから 

８名（10.8％） 

     

３．１．４．携帯電話の使用についてお伺いします。以下当てはまるものをお

選びください。 

① 携帯電話は持っていない ４名 （5.4％） 

② 携帯電話で，電話の機能のみ利用している。 ５名 （6.8％） 

③ 携帯電話で，電話とメールの機能のみ利用している。 ３６名（48.6％） 

④ 携帯電話で，電話・メール・インターネットの機能

を利用している。 

２７名（36.5％） 
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３．１．５．青少年（１８歳未満）の携帯電話使用についてお伺いします。ご

家庭で使用についてルールを決めていますか？ 

① 家族に１８歳未満の子どもはいない 58名（78.4％）

② 家族に１８歳未満の子どもがおり，携帯電話使用の

ルールがある 

6名 （8.1％）

③ 家族に１８歳未満の子どもがいるが，携帯電話使用

のルールはない 

7名 （9.5％）

④ その他 2名 （2.7％）

②と答えた方，よろしければルールの内容をお書きください。 

・ 使用料金上限5000円 

・ 予め登録しておいたナンバーだけに電話してもよい 

・ 料金額制限（毎月¥3,000程度）。 

・ 未満の子はいるが，小さいのでまだケータイを持たせていない 

・ インターネットについては利用不可としている。 

・ 危険サイトに近づかない 

 

３．１．６．青少年の携帯電話のフィルタリングについて，ご存知ですか。以

下当てはまるものをお選びください。 

① フィルタリングについてはよくわからない ３９名（52.7％）

② フィルタリングについて何となく知っている ２８名（37.8％）

③ フィルタリングについてよく知っている ７名（9.5％）

②もしくは③と答えた方にお伺いします。フィルタリングをどうすべきか

について現在お考えがありましたら以下にお書きください。 

・ 強化すべきである．例えば映画，書籍等は組織的或いは個人的にチェッ

クを受けているのに対し，携帯電話では何者にもチェックされずに，言

葉が歩き出す。之は危険すぎる。 

・ 絶対にフィルタリング（強制）は必要 

・ スパムメール等，悪質な情報は予めフィルタリングしてユーザに届かな

いようメーカーを含む関連業界で取り組んで欲しい． 

・ 有害サイトについてのフィルタリングチームを企業枠を超えて作るべ

き（映倫の発展系） 

・ フィルタリングは，是非行ってください。一日も早く，そうしませんと，

今後何人も更に死亡者が出て行ってしまいます。 

・ コンテンツの中身にてキセイすべきである 

・ それぞれのお子さんの特色により，必要でありそうなら利用すべきだと

思う。 
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・ 年齢制限で強制的にかける方が良いと思っています。 

・ 絶対に行うべきだと思うが，やり方がよくわからない。おそらく，ケイ

タイの機種によっても異なるでしょう。 

・ 子どもがケータイをもつようになったら，必ず利用したいと思ってい

る。またサービス提供側にも，今以上の内容の充実を希望したい。 

・ 一定の範囲で規制しても良いと考えます。 

・ 携帯電話を利用する側で，制限をかけても，網目をくぐって情報を送っ

てくる業者がいることは事実。また逆に必要なのにフィルタリングで届

かないということも起きているので，事業者が情報収集し，対策を更に

検討すべき。 

・ 年代別に段階を決め施行すべきと思う。 

・ ケータイ電話事業者がもっとサイト注意をし，悪いサイトは止めるべき 

・ 携帯電話を購入の際，未成年（18才未満）の場合親権者の承諾内容に，

フィルタリングを義務付けるべきである。 

・ 可能なところまではいろいろ試みていく 

・ 特になし 

・ 有害サイトの規制 

・ 小さい子供たちに有害情報が入りにくいように，しかし，強制にならな

いように，議論を重ね，きまりをつくるべきと考えます。 

・ 情報アクセス制限は必須と思う。 

 

３．２．事後アンケート85 

３．２．１．アンケート結果の概要 

今回の市民討議会の結果について，５割強の参加者は「全体的に自身の住

む区の意見を反映していた」と回答していましたが，16％の参加者は「そう

は思わない」と答えています。一方，8 割以上の参加者は「投票結果を受け

入れることができるものである」と答えています。また約7割の参加者が「市

民討議会で見聞きしたことや参加しての感想を周囲の人に話したい」として

います。 

市民討議会後のフィルタリングについての考えで一番多かったのは「フィ

ルタリングには第三者機関がかかわるべき」という意見で，５割以上を占め

ています。 

テーマについては 6 割強が「適切である」と答えており，肯定的な感想が

多かったです。しかし「幅広すぎる」と答えた参加者も2割近くありました。

                                            
85 事前アンケートと共通した質問については「３．３．事前アンケートと事後アンケートの比較」に記載
しました。 



 

 116

1日という日程については，7割以上が十分だったとしていますが，約４０0

分の討議時間については，5 割強が十分と答えているものの，４割近くは短

すぎたと答えており 60 分ぐらいがよいと答えている参加者が多くなってい

ます。 

情報提供について十分だったと答えている参加者は４割に満たないですが，

「短すぎた」，「長すぎた」が同数（各約15％）のため，時間的には現状のま

ま，内容をつめる必要がありそうです。また「音声が聞き取りにくかった」

といった感想がいくつか散見され，反省が必要です。進行役やタイムキーパ

ーといった方式，1 万円の謝礼についてはおおむね現状に肯定的な回答でし

た。 

話し合いの結果については，「やや満足」が約４５％，満足が約 25％と 7

割が肯定的な評価をする結果となっています。加えて，多くのご感想，ご意

見と，今後取り上げてほしいテーマが数多く寄せられました。 

 

３．２．２．今回の討議会について 

（１） 参加者は，全体的に，ご住所の区民の意見を反映していた 

① 全くそう思わない ４名 （5.４％）

② あまりそう思わない  8 名（10.8％）

③ どちらともいえない 20名（27.0％）

④ややそう思う 29名（39.2％）

⑤ 非常にそう思う 10名（13.5％）

 

（２） 市民討議会での投票結果は受け入れることができるものである 

① 全くそう思わない 0名 （0％）

② あまりそう思わない  2 名（2.7％）

③ どちらともいえない 7名（9.5％）

④ ややそう思う 37名（50.0％）

⑤ 非常にそう思う 25名（33.8％）

 

（３） 市民討議会で見聞きしたことや参加しての感想を周囲の人に話したい 

① 全くそう思わない 0名 （0％）

② あまりそう思わない  1 名（1.４％）

③ どちらともいえない 9名（12.2％）

④ ややそう思う ４2名（46.8％）

⑤ 非常にそう思う 19名（25.7％）
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３．２．３．フィルタリングについてのお考えを以下よりお選びください。 

① フィルタリングについてはよくわからない。 2名（2.7％） 

② フィルタリングには国がかかわるべき 19名（25.7％） 

③ フィルタリングには第三者機関がかかわるべき 39名（52.7％） 

④ フィルタリングは携帯電話会社が自主的に行うべき 19名（25.7％） 

⑤ フィルタリングはなくてよい 5名（6.8％） 

⑥ その他 

【内容】 

・ 技術的に見てフィルタリングがどこまで可能か不明 

・ 幅広くいろいろな人から意見を集める 

・ どこまで有害かの判断がむずかしいので，するなら

慎重に 

・ 全体的に関わるべき 

・ 自立 

5名（6.8％） 

 

３．２．４．今回の話し合いのテーマ設定はいかがでしたか？ （複数回答可） 

① 適切だと思う ４６名（62.2％） 

② 幅広すぎる １４名（18.9％） 

③ 難しすぎる 6名（8.1％） 

④ 面白い ２０名（27.0％） 

⑤ つまらない 0名 （0％） 

⑥ その他 

【内容】 

・ 参加者の世代が上すぎてテーマに無理がある 

・ テーマが重い 

・ 簡単でもある 

・ 一番最後のテーマは若干抽象的だった 

  ４名（５.４％） 

 

３．２．５．討議会の日程 （１日） はいかがでしたか？ 

① 十分だった ５５名（74.3％） 

② 短すぎた 12名（16.2％） 

③ 長すぎた   ４名 （5.4％） 

【では適切な日程は？】 

・ 2-3日ぐらい      

・ テーマをしぼる1日くらい 

・ 2日ぐらい 

 

2 名 

1名 

1名 
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・ 3日ぐらい 1名

 

３．２．６．討議時間 （１コマ：約４0分） はいかがでしたか？ 

① 十分だった 39名（52.7％）

② 短すぎた 29名（39.2％）

③ 長すぎた 3名 （4.1％）

【では適切な時間は？】 

・ 60分ぐらい 

・ 50～60分ぐらい 

・ 30分ぐらい 

・ 120分ぐらい 

・ 90分ぐらい 

・ 60分～ 

・ 50分ぐらい 

・ 60分ぐらいでテーマを2つ 

・ 適当にまとめるにはちょうどよかったかも 

 8 名

2名

2名

1名

1名

1名

1名

1名

1名

 

３．２．７．今回の情報提供はいかがでしたか？ （複数回答可） 

① 十分だった ２９名（39.2％）

② 短すぎた １１名（14.9％）

③ 長すぎた １１名（14.9％）

④ 難しすぎた ４名（5.4％）

⑤ やさしすぎた ４名（5.4％）

⑥ 偏っていた １２名（16.2％）

⑦ その他 

【内容】 

・ まあまあ 

・ 5～7分が適当 

・ 終了時刻が明示されていなかったかと・・・ 

・ 前もって頂きたかった 冊子 

・ 資料集は事前配布が良いと思うが。 

・ 雑音が多く聞きづらいものがあった 

・ 十分に議論つくせない内容となった 

・ 微妙だった 

・ 同じ立場の話を聞きたかった。例）他の都立高校の

教諭 

１２名（16.2％）
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・ もっと具体的な説明があるといい 

・ 映像の音声がイマイチで聞き取れないところが多々

あった 

・ 音声が悪かった 

 

３．２．８．話し合いの進行役を参加者の中から選ぶという討議の進め方はい

かがでしたか？ 

① 参加者から選ぶのがよい ５１名（68.9％） 

② 参加者以外の人がよい １５名（20.3％） 

③ その他 

【内容】 

・ 良かった 

・ 人によります 

・ 時と場合による 

３名（4.1％） 

 

３．２．９．討議にタイムキーパーは必要だと思いますか？ 

① 必要 ６０名（81.1％） 

② 不要 ９名（12.2％） 

③ その他 ２名 （2.7％） 

 

３．２．１０．今回の謝礼 （１日１万円） についてご意見をお聞かせ下さい。 

① 妥当 ６４名（86.5％） 

② （          ） 円の方がよい 0名 （0％） 

③ その他            

【内容】 

・ わからない 

・ ハードな割には安い 

・ 不明 

・ 謝礼金は寄付可能か 

6名（8.1％） 

 

2 名 

 1 名 

1名 

1名 

 

３．２．１１．今回の市民討議会での話し合いについて満足していますか？ 

① 不満足 ２名 （2.7％） 

② やや不満足 ４名 （5.4％） 

③ どちらともいえない １２名（16.2％） 

④ やや満足 ３３名（44.6％） 
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⑤ 満足 １９名（25.7％）

どのような点についてご不満・満足に思われたか，よろしければお答えく

ださい。 

【満足した点】 

・ 自分の意見も云えたし，人の意見も聞けた。 

・ 普段自分が関わることのない年代の方々と討論できた事は貴重な体験。

・ 討議は尽くせた 

・ 何げない一日の繰り返しの中でまったく知らない人と共通のテーマで

話せす事がとても新鮮 

・ 多くの人から意見を伺うことによって自分の判断の幅が広がった。 

・ 今まで知らなかった情報を得ることが出来ました。 

・ 自分の持つ知識以上の意見・知識が得られた 

・ 今日参加することで今まで知らなかった情報を聞くことができた。いろ

いろな人の意見を参考にできた。 

・ いろいろな人の意見が聞けた 

・ 具体的に話しあえたこと。見解のレベルアップに役立った。 

・ 多様な年齢の方の考えや視点が聞けておもしろかった。 

・ 皆さんの考え方が聞けたこと。自由に発言できたこと。運営が上手だっ

たこと。 

・ 係員の対応がよかった。 

・ 様々な方と知り合うことが出来，いろいろなお話しを聴かせていただけ

た。 

・ 思っていたより気軽に話ができた． 

・ 世論が少なからず分かった 

・ ブレーンストーミング的で良い 

・ それなりのバランス感覚があった 

・ 同じ地区の普段話せない方たちと交流がもてたことが満足。話し合うこ

とで身近に感じれた。 

・ テーマが的確(分かりやすかった)短時間だが，話し合いがスムーズに行

われた。 

・ 参加者と似たような意見だった。 

・ 内容構成が段階的に組まれている点が良いと思った 

【不満な点】 

・ 聞きとりにくい音声のビデオがあった。やはり事前にもう少し配慮すべ

き 

・ 音声が聞きとりにくかった（DVDの雑音があった） 
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・ 知識レベルがバラバラで，まとめるのに苦労した 

・ 1 テーマが短い（時間的・内容的にもっとじっくりやりたい）・年齢層

を均等にして欲しい 

・ もう少し討議の時間がほしかった。 

・ もう少し突っ込んで話し合いたかった 

・ 情報提供の音声が悪かった 

・ テーマを沢山あるのは？ 一テーマにして徹底的の方が 

・ 幅広い参加者層でしたが，逆に若年層の子供を持たない人が多くて（殆

んど？）サンプリングに工夫がいるのではと思いました。 

・  ”すべき”はどうか。 

・ ①議論の論点が多数あり，徹底的な討議となっていない。②複数意見で

も良いので，自らの言葉で意見発表を書くようにした方が良い。 

・ テーマによっては時間内に意見がまとまらないものもある。時間設定に

ついては，もう少し長めに検討してほしい。全体のバランスから考えた

らテーマを少し減らすべきではないか 

・ 私，若い子じゃないとわからないと思う。大人が考えるから，悪くなる

一方なのでは？ 

・ 結局，喋りたい人が多く喋り，その人の意見に結論が偏ってしまう。 

・ テーマによって，時間が短すぎたり，長すぎたりした 

・ もっと十分な用意ができていたら深い内容になったのでは？ 

・ 時間を守るべし！ 

・ あまり1人1人の話が良く伺えなかった 

・ 映像のタイムスケジュールにしばられていて討議ごとに過不足があっ

たように思われる 

 

３．２．１２．今後，「市民討議会」で取り上げてほしいテーマはありますか？ 

・ 社会保険について 

・ 今回のテーマの延長上として青少年犯罪 

・ 裁判員制度，年金制度，医療保険制度 

・ 教育について 

・ 陪審員制度等 

・ 環境問題 

・ NPO/ボランティアについて 

・ 年金制度（社会保険庁など行政） 

・ 教育（学校・塾・地域・クラブ等との関り方） 

・ 社会（電車の中，道路上，多数が集まる場所）でのマナー 
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・ 年金問題 

・ 環境問題 

・ 学力低下問題 

・ 公教育（小中学校） 

・ 住民の和（東京サバクをなくそう） 

・ 子どもの教育について 

・ 教育，環境 

・ タバコについて，少年法について 

・ 今すぐには浮かびません。 

・ 身近なテーマ 

・ エコや環境問題・教育問題 

・ 省エネ（温暖化等） 

・ 進学，塾，老人福祉，生きがい，少子化，都市問題 

・ モンスターペアレント 

・ 街の景観・観光立国日本 

・ 学生による学校生活 

・  特に特別な知識がなくても議論できるテーマならいいと思う。 

・ 国による弱者いじめ・ボロが出た官僚社会・産婦人科不足をはじめとす

る医療分野テーマ・税金のムダ使いについて（国側の） 

・ 憲法改正 

・ 食をどうするか 

・ もっと国際的な視野を持ったテーマを希望します。 

・ 教育 

・ いじめ 

・ 住宅と事務所他の都心のあり方など 

・ 生活向上のノウハウ 

・ 景観 

・ 自転車専用レーンの設置 

・ 議員のむだづかい，税金を守れ！！ 

・ 公共交通のあり方。地域の緑化（温暖化の取り組み）。食の安全。 

・ 話題性のある事 

・ 食の安全 

・ 税金，年金 

 

３．２．１３．その他ご要望やご意見がありましたらお聞かせください。 

・ 自分の考えを見直す良い経験になりました。ありがとうございました。
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・ たいへんおもしろく，参考になりました．ありがとうございました． 

・ 大変有意義だったと思います。 

・ お疲れ様でした．会場は良かったです． 

・ ぜひ継続的に1年に複数回実施してもらいたい 

・ 資料類は前広に配布が好ましい。 

・ ありがとうございました（現状を知ることが良かった） 

・ 討議形式がよかったと思う。 

・ 思ったより楽しかったです。また参加出来ればと思います． 

・ 意見集約の時間がタイムスケジュールにうまく加味されていなかった

のでおくれ気味になったのではないでしょうか？ 

・ 特にないが，時間の厳守，私語の厳守等お願いしたい 

・ 有意義な経験，ありがとうございました。 

・ とにかく楽しかったです。 

・ 引き続き継続してください。 

・ 「情報提供」の映像に雑音が多く，聞き取りづらかった 

・ やはり，もっと具体的でわかりやすい準備をしてほしい。 

 

３．３．事前アンケートと事後アンケートの比較 

３．３．１．概要 

市民討議会の前後で同様の質問を行い，参加者の意識の変化を調査しまし

た。 

参加を通じた視野の広がり，様々な人との交流，自分の意見の発信につい

ては肯定的な回答が増ています。 

市民討議会が行われることで青少年の携帯電話の問題が進むかにについて

は，市民の取り組みが進むとの回答が増加し，行政の取り組みが進むとの回

答も微増傾向にありますが，携帯電話事業者については特に変化はありませ

んでした。 

また，今後参加したい活動として，市民運動やNPO・ボランティア，地域・

近隣での話し合い，議会や行政への請願といった項目を挙げる方が増えてお

り，参加意識の高まりが見られます。しかしながら，自治会・町内会の活動

やＰＴＡ活動については逆に減っています。 

以上を見る限り，市民が主体的に活動する運動に積極的になっているので

はないかと思います。 

３．３．２．今回の市民討議会に期待すること（事前アンケート），参加しての

感想（事後アンケート） 

（１） 参加を通して様々な情報を入手し，視野を広げること 
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 期待(事前) → 感想(事後) 

① 全くそう思わない 0名 （0％） →  0名 （0％）

② あまりそう思わない  1 名 （1.４％） →  1名 （1.4％）

③ どちらともいえない  5 名 （6.8％） →  1名 （1.4％）

④ ややそう思う 39名（52.7％） → 35名（47.3％）

⑤ 非常にそう思う 29名（39.2％） → 34名（45.9％）

 

（２） 幅広い関心を持つ様々な人と知り合うこと 

 期待(事前) → 感想(事後) 

① 全くそう思わない 0名 （0％） →  1名 （1.4％）

② あまりそう思わない  4 名 （5.4％） →  2名 （2.7％）

③ どちらともいえない 10名（13.5％） →  4名 （5.4％）

④ ややそう思う 44名（59.5％） → 34名（45.9％）

⑤ 非常にそう思う 16名（21.6％） → 30名（40.5％）

 

（３） 世の中で起きている問題に関心を持つこと 

 期待(事前) → 感想(事後) 

① 全くそう思わない 0名 （0％） →  0名 （0％）

② あまりそう思わない  １名 （1.4％） →  2名 （2.7％）

③ どちらともいえない  ４名 （5.4％） →  2名 （2.7％）

④ ややそう思う 35名（47.3％） → 33名（44.6％）

⑤ 非常にそう思う 33名（44.6％） → 34名（45.9％）

 

（４） 市民討議会で自分の意見を発言すること 

 期待(事前) → 感想(事後) 

① 全くそう思わない 0名 （0％） →  0名 （0％）

② あまりそう思わない 9名（12.2％） →  5名 （6.8％）

③ どちらともいえない 19名（25.7％） → 9名（12.2％）

④ ややそう思う ３８名（51.4％） → 31名（41.9％）

⑤ 非常にそう思う  8 名（10.8％） → 26名（35.1％）

 

 

 

３．３．３．市民討議会が行なわれることで，青少年の携帯電話の問題につい

て以下の取り組みが進むと思いますか？ 
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（１） 市民の取り組みが進む 

 事前 → 事後 

① 全くそう思わない  1 名 （1.4％） →  2 名 （2.7％） 

② あまりそう思わない 9名（12.2％） →  8 名（10.8％） 

③ どちらともいえない 22名（29.7％） → 13名（17.6％） 

④ ややそう思う 37名（50.0％） → 34名（45.9％） 

⑤ 非常にそう思う  5 名 （6.8％） → 14名（18.9％） 

 

（２） 行政の取り組みが進む 

 事前 → 事後 

① 全くそう思わない  1 名 （1.4％） →  0 名 （0％） 

② あまりそう思わない 14名（18.9％） →  8 名（10.8％） 

③ どちらともいえない 17名（23.0％） → 20名（27.0％） 

④ ややそう思う 36名（48.6％） → 33名（44.6％） 

⑤ 非常にそう思う   6 名 （8.1％） →  9 名（12.2％） 

   

（３） 携帯電話事業者の取り組みが進む 

 事前 → 事後 

① 全くそう思わない  4 名 （5.4％） →  2 名 （2.7％） 

② あまりそう思わない 13名（17.6％） → 11名（14.9％） 

③ どちらともいえない 13名（17.6％） → 14名（18.9％） 

④ ややそう思う 35名（47.3％） → 36名（48.6％） 

⑤ 非常にそう思う  9 名（12.2％） →  8 名（10.8％） 

  

３．３．４．これまでに参加したことのあるもの（事前アンケート），今後も参

加したいもの（事後アンケート） （複数回答可） 

 これまで → 今後 

① 自治会・町内会活動 28名（37.8％） → 19名（25.7％） 

② ＰＴＡ活動 24名（32.4％） →  8 名（10.8％） 

③ 市民／住民運動  6 名 （8.1％） → 20名（27.0％） 

④ 選挙での投票 52名（70.3％） → 45名（60.8％） 

⑤ ＮPＯ・ボランティア 20名（27.0％） → 24名（32.4％） 

⑥ 地域・近隣での話し合い 22名（29.7％） → 27名（36.5％） 

⑦ 議会や役所への請願や陳情  9 名（12.2％） → 14名（18.9％） 

⑧ その他   3 名 （4.1％） →  2 名 （2.7％） 
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３．４．２週間後のアンケート 

３．４．１．概要 

平成２０年１０月１７日（金）に参加者７４名に対して，①市民討議会に

よる影響を知るために市民討議会に参加した後に何か変化があったのかにつ

いて，②実際に出てみて今振り返ったときどのように感じるかを知るために

市民討議会についてどう感じたかについて，そして③今後市民討議会を開催

するにあたって参考にするために市民討議会に対する期待や不安についてそ

れぞれ尋ねるアンケートを送り，２３名（回収率３１．１％）の参加者から

ご回答を得ました。 

今回の市民討議会，徹ロンについては直後にもアンケートを採りましたが，

参加直後の意識の高揚や１日の討議による疲労，あるいはしばらく経って思

い返す事により熟慮が進み，冷静に判断できることなどから改めてアンケー

トを採った次第です。 

なお，下記の記述内容は，アンケートに記載してあった通りに掲載しまし

た。 

３．４．２．徹ロン（市民討議会）に参加した後の変化について 

青少年の携帯電話の問題について回答を頂いた２３名のうち２１名は新聞

などで目につくようになったり（１３名），考えるようになったり（１１名），

家族や友人とこの問題を話すようになっており（順に８名と７名），少なくと

も約２８．４％の参加者には今回の市民討議会を機にこの問題についての意

識や行動の変化が見られたようです。また，市民参画についても，同じく２

名の回答者を除いた２１名が市民参加について身近に感じるようになったり

（１５名），関心が高まったり（１２名），参加したいと思うようになったり

しており（９名），少なくとも２８．４％の参加者が今回の市民討議会を体験

して市民参加に対して積極的な姿勢を示したのではないかと思います。 

 

（１） 青少年の携帯電話の問題について意識や行動に変化はありましたか。（複

数回答可） 

①携帯電話の問題が新聞やニュースで目に付くように

なった。 

13名

(56.5％:17.6％)

②青少年の携帯電話の問題を考えるようになった。 11名

(47.8％:14.9%)

③青少年の携帯電話の問題を家族で話し合った。 8名

(34.8％:10.8%)

④青少年の携帯電話の問題を友人や近所の人と話し合

った。 

7名

(30.4％:9.5%)
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⑤その他 

・ 親がしっかりしなくては子育ては困難だと再認識

した。親も新しい情報をよく理解しなくてはならな

い社会となってしまい，ゆとりを生むための便利な

道具であるはずの携帯やインターネットに逆に振

り回されているようで本当の便利やゆとり，幸せと

は何か。いろいろ考えるきっかけになった。 

・ 変化はない 

・ あの場では誰も意見に出ませんでしたが(私もつい

忘れましたが)電波の元(各電話局＝会社で監視し

て速発覚･通報させるべき問題です。一刻も早く規

制にすべきことです。 

4名 

(17.4％:5.4%) 

 

（２）市民参加についてどのように感じるようになりましたか。（複数回答可） 

①市民参加への関心が高まった。 12名 

(52.2％:16.2%) 

②市民参加について身近に感じるようになった。 15名 

(65.2％:20.3%) 

③参加したいと思う。 9名 

(39.1％:12.2%) 

④特に変化はなかった。 2名 

(8.7％:2.7%) 

⑤市民参加への関心が薄まった。 0名 

⑥市民参加について縁遠く感じるようになった。 0名 

⑦参加したくない。 0名 

 

３．４．３．徹ロン（市民討議会）について 

市民参画に興味があったこと（１５名）や招待状が届いたこと（１５名）

を挙げる回答者が多く両者を挙げている方は１０名となっており，全参加者

の少なくとも１３．５％の方は市民参画に興味があったところに招待状が届

いたということではないかと思います。 

今回のテーマを挙げている方は７名となっており，逆を言うと１６名の方

は今回のテーマを理由として選んでおらず，全参加者の少なくとも２１．６％

が今回のテーマを主な動機として参加したものではないといえるのではない

かと思います。この点は公募型と比較してみたいところです。 

また謝礼を挙げている方は６名おりました。もしかしたら，多くの方は謝
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礼がなくてもいらっしゃるのかもしれませんが，全参加者の少なくとも８．

１％を占めますので，謝礼が不要であると即断するのは早計かと思います。 

「再び招待状が届いたら参加しますか」という質問については，「今後も機

会があれば参加したい」が１７名（全体の２３．０％），「テーマによっては

参加してもよい」が８名（全体の１０．８％）で，回答者はいずれかまたは

両方を挙げていますので，全参加者の少なくとも３１．１％から市民討議会

への評価を頂けたと思います。また，市民討議会に対する期待や不安などに

関する自由回答でも具体的な提案や改善点などのご回答を頂き，市民討議会

の意義が伝わったのではないかと思います。 

「幅広い市民の参加を進めるための工夫」について尋ねる質問に対しては，

「気軽に参加できる雰囲気を作る」を挙げている方は１２名と全参加者の少

なくとも１６．２％となっており，一層の改善が必要だと感じます。 

 

（１）今回の徹ロン（市民討議会）に参加した理由は何ですか。（複数回答可） 

①市民参画に興味があったから。 15名

(65.2％:20.3%)

②テーマに興味があったから。 7名

(30.4％:9.5%)

③招待状が届いたから。  15名

(65.2％:20.3%)

④一緒に参加することができるから。 3名

(13.0％:4.1%)

⑤謝礼がもらえるから。 6名

(26.1％:8.1%)

⑥教育委員会が後援しているから。 1名

(4.3％:1.3%)

⑦主催者が社団法人東京青年会議所だから。 9名

(39.1％:12.2%)

時間的空きがあった。  

   

（２）再び徹ロン（市民討議会）の招待状が届いたら参加しますか。（複数回

答可） 

①今後も機会があれば参加したい。 17名

(73.9％:23.0%)

②テーマによっては参加しても良い。 8名

(34.8％:10.8%)
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③今後は参加したくない。 0名 

④わからない。  0 名 

 

（３）今後の徹ロン（市民討議会）について該当するものをチェックして下さ

い。（複数回答可） 

①民間団体が主体で行うのがよい。 8名 

(34.8％:10.8%) 

②行政が主体で行ったのがよい。 0名 

③信頼できる団体であれば特にこだわらない。

  

18名 

(78.3％:24.3%) 

④公募に応じた市民だけが意見などを述べればよい。 1名 

(4.3％:1.3%) 

⑤専門家や関係者だけの意見でよい。  0 名 

⑥その他 

・ 集約した意見を行政や立法に必ず伝えてくれるな

ら信頼できる団体であれば特にこだわらない。 

・ 何々依りの意見では何も解決しません！先日のグ

ループの中の一人(女性)はサイトを扱う業者さん

らしかったです。(玄人が口走っていましたので) 

2 名 

(8.7％:2.7%) 

 

（４）幅広い市民の参加を進めるための工夫について，該当するものをチェッ

クして下さい。（複数回答可）  

①謝金の金額を上げる。 

（金額：12,000（謝金プラス交通費として）） 

1名 

(4.3％:1.3%) 

②開催日時を変える。 

（例えば：平日午後6時～9時） 

1名 

(4.3％:1.3%) 

③開催日程を複数に分ける。 

（例えば：平日と土日／1日 or 平日夜／複数にして若

干テーマを変える） 

3名 

(13.0％:4.1%) 

④参加者同士の交流が深まるプログラムを設ける。 6名 

(26.1％:8.1%) 

⑤気軽に参加できる雰囲気を作る。 12名 

(52.2％:16.2%) 

⑥その他  

・ティータイムを設ける。 

・あの場での話し合う時間と心の準備が急で短い感じ

5名 

(21.7％:6.8%) 
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でした。どんどん急いで取り締まってください。 

・今回参加された人の多くは年齢層が高くテーマの内

容を理解，体験している人が余りに少なく，結論が

一般的で終わってしまった気がする。 

・今回のような運動会シーズンの開催はさける？ 

・謝礼金等はいらない。 

 

３．４．４．徹ロン（市民討議会）に対する期待や不安は何かありますか。 

徹ロン（市民討議会）に対する期待や不安は何かありますか。ご自由にお書き

下さい。 

参加者各自が意見を出し合うといったことに意義があると思う。ただ，時間

が短すぎると感じた。 

継続は力なりと言います。将来，出来る限り継続して社会に貢献してくださ

い。 

一般市民の声が行政に直接届くようなしくみを作って欲しい。残念ですが，

11月 1日は都合があり出席できません。予めスケジュールが解っていれば

参加しやすいと思います。 

どんどんおやり下さい。私は思うだけで専門家ではありません！携帯が普及

して，殺人，自殺の悪徳業者の金儲けの道具に成って，日々多くの子供を含

む人達の命が消えてきました(数え切れないのではないでしょうか)大金も消

えてきました（今も）早く手を打って欲しいと強く思って居ります。宜しく

お願い致します。(私自身悪い投資会社の被害者です。更に国？が悪徳らしき

業者(会社)の登録を許可しているは大問題です。日本中の一般の悪い会社も

同様です。 

1．選考方法はわからないが私のルームには，かなりの歳と思われる方が居

て，「意味が解らない」とか説明中の私意見が多数回あり，度々注意されて

いた。これは一考を要する。2．時間厳守を徹底してほしい。 

短時間の討論であるため深く追求できない様でした。事前に資料が頂ければ

もっと深まった話し合いが可能と思います。ただ資料の事前配布がある方向

にまとめられる危険性があります。この様な機会を与えられた事を感謝申し

上げます。 

テーマにフィットする参加者を集め議論しないと期待する成果は得にくいよ

うに思う。ただ，こうした事を一般の人にも考えさせたいというのが主催者

の意図であるならまた別ですが。 

間接政治(代議制)に直接意見を述べ，反映されると良いと思う。主催者の方々

の働きかけで受け取る政治団体，政党，行政がしんしに聞き入れてくれるこ
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とを期待します。 

1.最初はまごつきましたが，次第になれてきました。2.テーマに関する用語

一覧解説の配布は必須と思います。テーマにうとい人もいるので。また討議

の核心にせまるためにも。ハイテクの時代になり，図や文章でホローする必

要があります。ホローがあれば，討議も順調に進むと思います。いわゆる事

前準備の大切さです。3..20 人程度の集団ですと，ハンドマイクが必要にな

ると思います。音声キャッチができない人もいるので。やさしい(適切な)心

くばりで，徹ロンのご成果の向上を期待してやみません。 

議論を進めていく上で，設問の選択基準が良くわからなかった。設問の問い

の文言が大雑把に感じた。設問数が多く，成熟した議論にならなかった。様々

な意見を求めるならば，前提条件を多く与えた後，長い時間を取って議論を

進めていく方法が良いと思います。 

 

４．参加者の個々の意見 

平成２０年１１月１１日に参加者に対して①我々の意見書（案）をどのよ

うに見るのか，②全体をどのように見たのかと，③個人的にどのように見る

のかについて自由回答をお願いしました。②③については，出来る限り，名

前を伏せて掲載する旨をお約束しましたので，ここでは③について掲載しま

す86。 

（７２歳 男 職業：なし） 

公序良俗に反するものには従前より規制があります。例えば映画が 18 才

未満お断りの規制があります。時代が進み新しいメディアが登場した場合，

直ちに，従前の規制の対象物の枠を拡げて，新しいメディアにも通用するよ

うには出来ないものなのでしょうか，出来ないとしたら不思議に思います。 

（４６歳 男 会社役員） 

今回の徹ロンでは，参加者の年齢層は幅広いものがありました。 

自分が考えていないこともあり，意義のあるものでした。 

また，資料についても，簡易なものではありますが，青少年の意見もあり

ました。 

しかし，報告はあくまで「大人」として青少年を見ている立場であり，実

際に利用している青少年は，また違う意見も出てくると思います。多数の意

見はもちろんですが，少数の意見の中にも，重要な点が含まれていると思い

ます。その見極めも大事ではないかと思います。 

                                            
86 ②については「第１部３．２．参加した個々の市民の見方」に掲載しました。 
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（72歳 男 職業：なし） 

○繰り返し同じ様な意見に成ってしまいますが， 

○駄目なことはだめとキッパリと押さえて欲しい気持ちでいます。 

○確かに広く考えますと，情報の普及を押えるかもしれませんが 

○単に悪い出来事と片付けられない最悪な事件，事故が頻繁に発生して，最

悪の状態が起こっているのですから， 

○何としても押えなければいけないと強く思っています。 

○あの日会に出席してみて，グループでの意見は，本当に決めなければなら

ない強い個人的意見が流されて決められてしまい，本当の考えを決めねば

ならない意見になっておりませんでした。 

○未だ年若く，はっきりと分別のできない考えでは，教育で言い聞かせても，

守りきれず，興味本意でのめり込んでしまうのが関の山と思います。 

◎他に独立した取り締まり専門施設（他と●りがない）所で 

◎常時 逆探知をすばやくできる方法を考えて下さい。 

◎悪者が横行しています，急いで下さい。 

 

５．本プロジェクトチームの担当者一覧 

本プロジェクトチームは社団法人東京青年会議所千代田地区委員長木原一

雄君をトップとして，設営チームと設問チームに分かれ，前者が同地区運営

幹事新妻普宣君および同三瓶泰樹君が中心となり，後者は同地区顧問小林一

康君，同地区池田浩一郎君および永塚弘毅が中心となって行いました。 

１０月４日（土）当日の運営については次のとおり役割分担し行いました87。 

                                            
87 １０月４日（土）当日は，社団法人東京青年会議所関係者として，木原一雄君（千代田地区委員長），
小林一康君（千代田地区），池田雅人君（同），田熊秀美君（同），新妻普宣君，三瓶泰樹君（同），山城洋

介君（同），山口健君（同），池田浩一郎君（同），永塚弘毅（同顧問・法制顧問），相澤弥一郎君（理事長），

渡辺秀行君（副理事長），成島真紀君（担当理事），白井和紀君（理事），成田繁壮君（理事），栂野慶太君

（理事），山田義徳君（理事），安藤公一君（理事），中尾公一君（理事），柴田元気君（理事），和田聡君（ソ

ーシャルデザイン特別委員会），原田英行君（同），重松良克君（同），架邦明君（港地区），大谷拓史君（同），

碓井保邦君（荒川地区），松田丈史君（墨田地区），藤本正保君（同），松本拓也君（中野地区），野上光太

君（文京地区），佐藤豪一君（同），笹島潤也君（政治行政），相原邦康君（同），小竹誠先輩（OB），三橋
仁先輩（OB），矢口健一君（土浦JC），関頭広晃君（同），松本和之君（同），入谷真弘君（静岡JC），大塚
博文君（町田JC），重南裕子君（同），西上正克君（大阪JC）が，協力者として，井手弘子氏，深田祐子氏，
水野正人氏，渡真利紘一氏，水村和幸氏，出祥子氏，池原一広氏，勝木秀隆氏および稲田怜奈氏が参加し

ました。 
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事業当日組織図

山城副運幹 新妻運幹 三瓶運幹 永塚顧問 小林顧問 池田(浩)

受付
（参加者）

受付
（当日参加
者）
（来賓・報
道・ＪＣ）

来賓接待
運営本部

映像・音響

討議進行
討議テーマ
意見集約

Room１
司会
意見集約
ﾀｲﾑｷｰﾊﾟｰ
くじ(席決)
くじ(役決)
ｱﾝｹｰﾄ（事
前･事後）
ﾃﾞｼﾞｶﾒ
ﾋﾞﾃﾞｵ
領収書・謝
礼金支払

Room２
司会
意見集約
ﾀｲﾑｷｰﾊﾟｰ
くじ(席決)
くじ(役決)
ｱﾝｹｰﾄ
ﾃﾞｼﾞｶﾒ
ﾋﾞﾃﾞｵ
領収書・謝
礼金支払

Room３
司会
意見集約
ﾀｲﾑｷｰﾊﾟｰ
くじ(席決)
くじ(役決)
ｱﾝｹｰﾄ
ﾃﾞｼﾞｶﾒ
ﾋﾞﾃﾞｵ
領収書・謝
礼金支払

Room４
司会
意見集約
ﾀｲﾑｷｰﾊﾟｰ
くじ(席決)
くじ(役決)
ｱﾝｹｰﾄ
ﾃﾞｼﾞｶﾒ
ﾋﾞﾃﾞｵ
領収書・謝
礼金支払

受付全体C チーフ 渡辺副理事長 チーフ チーフ 永塚顧問 C：井手 C：永塚顧問 C：池田(浩) C：小林顧問
山口(健)副運幹 墨田① 和田聡 三瓶運幹 山城副運幹 小林顧問 司：田熊副長 司：吉野 司：池田(浩) 司：池田副長
墨田① T 山城③ 成島理事 山城副運幹 池田(浩) 補：水村 和田聡 深田 補：T 山城③

T 山城① 木原委員長 新妻運幹 井手 補：T 山城① 補：渡真利 補：葛飾③
T 山城② 補：葛飾① 補：T 山城②

補：葛飾②

【摘要】  備品  2次会設営
運幹 運営幹事 C チーフ チーフ チーフ
顧 顧問 T チーム 三瓶運幹 三瓶運幹
副長 副委員長 司 司会 山城副運幹 山城副運幹
墨田 墨田地区 補 補佐 吉野 新妻運幹
葛飾 葛飾地区 ※敬称略 新妻運幹

木原委員長

 

報告書の作成については社団法人東京青年会議所千代田地区顧問永塚弘毅

が中心となって，２００５年の第１回市民討議会の報告書の構成をベースに

行いました。 

１１月１日（土）の報告会では，Ｒｏｏｍ１は同部屋の担当者である井手

弘子氏が，Ｒｏｏｍ２は同部屋の担当である永塚弘毅が，Ｒｏｏｍ３は同部

屋の担当者である池田浩一郎君が，Ｒｏｏｍ４は同部屋の担当者である小林

一康君がそれぞれ説明し，参加者から意見を聴取しました88。 

以上 

                                            
88 １１月１日（土）の説明会には，社団法人東京青年会議所関係者として木原一雄君，新妻普宣君（設営），
吉野由衣子君（司会）が，協力者として水野正人氏，深田祐子氏，渡真利紘一氏が参加しました。 
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徹ロン（２００８市民討議会） 

報告書 

 

社団法人 東京青年会議所 ソーシャルデザイン特別委員会 

徹ロン（２００８市民討議会）プロジェクトチーム 

 

２００８年１１月１５日 


